
はじめに 

  

 1994 年に発効した国連海洋法条約のもと、各国は海洋の利用や海洋環境の保護などに

取り組んでいますが、その実施にあたっては、各国がそれぞれ責任を持って自国の管轄海

域を総合的に管理することが重要であります。 

 また、2002 年８月にヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発のための世界サミ

ット（WSSD）」では、海洋や沿岸域の問題が議論され、国連海洋法条約の施行や持続可

能な開発のための行動計画“アジェンダ 21”の実施の促進などをはじめとして多くのこ

とが実施計画に盛り込まれました。 

 このような情勢のもと、アメリカやオーストラリア、ニュージーランドのように広大な

管轄海域を持つ海洋国では、近年、海洋に係る法整備を積極的に進めています。さらに、

わが国と排他的経済水域を接する韓国、中国においても、海洋や沿岸域の持続的な開発に

係る法整備や、自国の海洋権益確保に向けた様々な取り組みを行なっております。 

 しかしながら、世界第６位の管轄海域面積を有するわが国は、海洋に関する行政が多く

の省庁に分散されており、経済活動や国民生活を支える重要な沿岸域の統合的な管理や、

広大な排他的経済水域や大陸棚、さらにはその基点となる重要な遠隔離島の管理などを含

めた、総合的な海洋政策が策定されていないのが現状であります。 

わが国が海洋国家として国際社会においてリーダーシップを発揮するためには、海洋や

沿岸域を総合的に管理するための海洋政策を策定してこれを内外に示し、さらにはそれを

実行していくことが必要です。 

SOF 海洋政策研究所では、競艇の交付金による日本財団の助成事業として平成 15 年度

より「海洋政策と海洋の持続可能な開発に関する調査研究」事業を実施しておりますが、

その一環として、わが国海洋政策のあり方を提言することを目的とした「わが国における

海洋政策の調査研究」に取り組んでおります。本報告書は、その平成 16 年度の成果をと

りまとめたものであります。 

当財団の 30 周年を迎える平成 17 年度には、わが国の海洋政策に関する提言をとりまと

めることとしております。本報告書をお読みいただく関係官庁、地方公共団体、研究機関、

大学、NGO など、わが国の海洋政策を実行する関係機関の皆様に、倍旧のご支援、ご協

力をお願いする次第です。 

 

平成 17 年３月 

財団法人シップ・アンド・オーシャン財団 

会長 秋山昌廣 

 

 



 

 



委 員 名 簿 
 

委員長 栗林 忠男  東洋英和女学院大学国際社会学部教授 

委 員 磯部 雅彦  東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

 〃  大森  信  財団法人熱帯海洋生態研究振興財団阿嘉島臨海研究所所長 

 〃  来生  新  横浜国立大学国際社会科学研究科長 

 〃  小池 勲夫  東京大学海洋研究所所長 

 〃  多屋 勝雄  東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科教授 

 〃  徳山 英一  東京大学海洋研究所教授 

 〃  中原 裕幸  社団法人海洋産業研究会常務理事 

 〃  林  司宣  早稲田大学法学部教授 

 〃  寺島 紘士  シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所所長 

 

協力者 柴山 知也  横浜国立大学大学院工学研究院教授 

 

事務局 岡嵜 修平  シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究所首席研究員 

 〃  佐伯 誠治        〃            〃    〃 

 〃  大川  光        〃            〃  研究員 

 〃  大久保彩子        〃            〃   〃 

 〃  小山 佳枝        〃            〃   〃 

 〃  加々美康彦        〃            〃   〃 

 〃  菅家 英朗        〃            〃   〃 

 〃  櫻井 一宏        〃            〃   〃 

 〃  高橋 鉄哉        〃            〃   〃 

 〃  田中祐美子        〃            〃   〃 

 〃  韓  鍾吉        〃            〃   〃 

 〃  福島 朋彦        〃            〃   〃 

 〃  松沢 孝俊        〃            〃   〃 

 

〔敬称略・順不同〕 

 

 

 

 

 





目  次 
 

 

はじめに 

 

委員名簿 

 

１．研究の目的 ·····························································································································  1 

 

２．研究の方法 ·····························································································································  1 

 

３．2004 年度の成果 ····················································································································  2 

３－１ 海洋政策提言の目標設定 ·····························································································  2 

３－２ 海洋基本法案の検討方針 ·····························································································  2 

（１）環境基本法 ·························································································································  4 

（２）科学技術基本法 ·················································································································  4 

（３）エネルギー政策基本法 ·····································································································  5 

（４）循環型社会形成推進基本法 ·····························································································  5 

（５）森林・林業基本法 ·············································································································  5 

３－３ 米国海洋政策の概要とその概略評価 ·········································································  6 

（１）米国海洋政策評価の意義 ·································································································  6 

（２）米国海洋政策の見直しの動き ·························································································  7 

（３）米国海洋政策予備報告書の分析 ·····················································································  8 

 

４．今後に向けて ························································································································· 44 

 

付属資料 ········································································································································· 45 

 １．委員会議事録要旨（第４回～第８回） ········································································· 47 

 ２．米国海洋政策予備報告書の概要 ····················································································· 81 

 

 

 

 

 

 



 



１．研究の目的 

 わが国は、四方を海に囲まれて、海の恩恵をその存立基盤として発展してきた。しかし、

近年になると、海とわが国社会の関係には大きな変化が起こり、様々な問題が顕在化して

きた。 

 一方、国際的には、国連海洋法条約が発効し、また、リオ地球サミットで持続可能な開

発原則と行動計画アジェンダ 21 が採択されて、国際社会が協力して海洋問題に対処する

ための共通の法的・政策的枠組みが出来上がり、その具体化に向けて世界各国は熱心な取

組みを開始している。 

 このような内外の情勢の変化、特に広大な海域が国連海洋法条約によって法的性格の異

なるいくつかの海域に区分され、沿岸国は条約の定める権利義務にしたがって自国の管轄

海域およびその環境と資源を管理することが求められるようになったのに対して、わが国

政府の認識は十分とはいえず、その対応も各種条約の批准に基づく個別問題への対応にと

どまっている。 

 わが国は、海洋・沿岸域の開発・利用・保全に係る高度な技術やノウハウ、人材を有し

ており、海洋・沿岸域問題に関して国際的なリーダーシップを発揮できるポテンシャルを

有しているにもかかわらず、同分野における取り組みで大きな遅れをとることになりかね

ない。 

 そこで、SOF 海洋政策研究所は、日本財団支援のもと、わが国海洋政策の現状と問題

点を明らかにした上で、排他的経済水域・大陸棚の管理と沿岸域の管理に重点をおいて、

海洋管理の理念、国内法令の整備、実施体制、施策内容などの具体案を盛り込んだ、わが

国海洋政策の提言をとりまとめることとした。 

 

２．研究の方法 

 上記目的を達成するにあたり、SOF 海洋政策研究所内に斯界の有識者で構成する「海

洋・沿岸域研究委員会」を設置し、関係者の意見等を参考としながら、2003 年度から

2005 年の３ヶ年でわが国海洋政策の確立に資する提言をとりまとめる。 

 なお、提言案は、委員会のもとに設置する SOF 海洋政策研究所研究員を中心としたワ

ーキンググループが、委員会委員の指導のもとで作成するものとする。 
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３．２００４年度の成果 

 ２年度目にあたる２００４年度は、主に以下に示す検討を行なった。 

（１）海洋政策提言の目標設定 

（２）海洋基本法案の検討方針 

（３）米国海洋政策の概要とその概略評価 

 

３－１ 海洋政策提言の目標設定 

 本事業では、2003 年度に３回にわたる委員会を開催し、わが国の海洋政策が抱える問

題点や今後進むべき方向性などについて検討を行なった。1

 その結果を踏まえ、2004 年度に開催した第４回委員会において、本事業の検討目標を

以下のとおり設定した。 

 

①わが国海洋政策のあり方に関する提言のとりまとめとその普及 

②海洋基本法案の作成 

 

 ①については、2001 年に日本財団が公表した「21 世紀におけるわが国の海洋政策に関

する提言」を参考としながら、アメリカを中心とした海洋政策の策定や整備に積極的に取

り組んでいる各国の動向を分析し、わが国海洋政策の現状や問題点を改めて整理した上で、

今後わが国が取り組むべき海洋政策に関する提言をとりまとめることとした。 

 なお、ここ数年、中国がわが国の管轄海域およびその周辺海域で展開している様々な活

動が政治的、社会的な注目を集め、「海洋権益」という用語がマスコミで頻繁に取り上げ

られていることを踏まえて、とりまとめた提言を関係政府機関に積極的にアピールするこ

とや、海洋政策の重要性を学会、産業界、NGO などにも広く普及していくこととした。 

 ②については、わが国における海洋基本法の必要性を検討するとともに、将来海洋政策

基本法の具体化が実現した場合にたたき台となるような案を作成することとした。 

 

３－２ 海洋基本法案の検討方針 

 まず、現在わが国に存在する基本法を概観し、基本法制定にいたる社会背景や立法プロ

セス、基本法の目的・構成などを整理することとした。現在、わが国に存在する基本法の

一覧を表－１に示す。 

 

 

 
                                                      
1 付属資料 委員会議事録要旨を参照 
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表－１ わが国の基本法 

 法  律  名 公布年月日 備 考 

1 少子化社会対策基本法 平成 15 年 7 月 30 日  

2 食品安全基本法 平成 15 年 5 月 23 日  

3 知的財産基本法 平成 14 年 12 月 4 日  

4 エネルギー政策基本法 平成 14 年 6 月 14 日  

5 文化芸術振興基本法 平成 13 年 12 月 7 日  

6 水産基本法 平成 13 年 6 月 29 日  

7 特殊法人等改革基本法 平成 13 年 6 月 21 日  

8 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 平成 12 年 12 月 6 日  

9 循環型社会形成推進基本法 平成 12 年 6 月 2日  

10 男女共同参画社会基本法 平成 11 年 6 月 23 日  

11 ものづくり基盤技術振興基本法 平成 11 年 3 月 19 日  

12 中央省庁等改革基本法 平成 10 年 6 月 12 日  

13 高齢社会対策基本法 平成 7年 11 月 15 日  

14 科学技術基本法 平成 7年 11 月 15 日  

15 環境基本法 平成 5年 11 月 19 日  

16 土地基本法 平成元年 12 月 22 日  

17 交通安全対策基本法 昭和 45 年 6 月 1日  

18 障害者基本法 昭和 45 年 5 月 21 日  

19 消費者保護基本法 昭和 43 年 5 月 30 日  

20 森林・林業基本法（平成 13 年７月） 昭和 39 年 7 月 9日 林業基本法改正

21 中小企業基本法 昭和 38 年 7 月 20 日  

22 観光基本法 昭和 38 年 6 月 20 日  

23 災害対策基本法 昭和 36 年 11 月 15 日  

24 食料・農業・農村基本法（平成 11 年７月） 昭和 36 年 6月 12 日 農業基本法改正

25 原子力基本法 昭和 30 年 12 月 19 日  

26 教育基本法 昭和 22 年 3 月 31 日  

 

 本年度は、これら基本法の中から、海洋基本法案策定の参考になると考えられる以下の

基本法について、その概要を整理した。 
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（１）環境基本法 

 環境基本法は、わが国の環境保全政策の基本的方向を示すもので、それまで公害対策基

本法（昭和 42 年制定）と自然環境保全法（昭和 47 年制定）を基本として展開していた環

境政策を見直し、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムを見直し、複雑

化・多様化した今日の環境問題に対処する目的で立法化されたものである。 

 環境基本法の規定に基づき閣議決定された環境基本計画は、政府全体の環境保全に関す

る総合的かつ長期的な施策の大綱を定めている。同計画は、2000 年に第二次計画が閣議

決定され、2002 年以降毎年、同計画に基づく施策の進捗状況の点検結果を公表している。 

 

（２）科学技術基本法 

 科学技術基本法は、科学技術の振興をわが国の最重要政策課題の一つとして位置づけ、

科学技術振興の方針と基本方策を示すもので、欧米に著しく立ち遅れている基礎研究水準

の引き上げや、総合的・学際的な取り組みの推進などを図るために立法化されたものであ

る。 

 同法の規定に基づき、総合科学技術会議の「科学技術に関する総合戦略」に関する答申

を受けて閣議決定された科学技術基本方針は、重要施策として以下の項目を掲げている。 

①科学技術の戦略的重点化  

◇基礎研究の推進  

◇国家的・社会的課題に対応した研究開発の重点化  

◇急速に発展し得る領域への対応 

②優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革  

◇研究開発システムの改革  

◇ 産業技術力の強化と産学官連携の仕組みの改革  

◇優れた科学技術関係人材の養成とそのための科学技術に関する教育の改革  

◇科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築  

◇科学技術の倫理と社会的責任  

◇科学技術振興のための基盤の整備  

③科学技術活動の国際化の推進  

◇世界に向けて国際協力プロジェクトを提案し実施（地球規模の問題解決や国際的な取

組が必要な基礎研究）  

◇国際的な情報発信力能力の強化  

◇国内の研究環境の国際化  
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（３）エネルギー政策基本法 

 2002 年に公布・施行された議員立法による基本法で、地域および地球環境の保全に寄

与するエネルギーの需給に関する長期的・総合的・計画的施策の策定推進を目的としても

のである。同法では、わが国のエネルギー政策を「安定供給の確保」「環境への適合」

「市場原理の活用」の観点から推進することを規定している。 

 

（４）循環型社会形成推進基本法 

 2000 年に公布・施行された循環型社会形成推進基本法は、前出の環境基本法の精神を

受け、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型社会から脱却し、生産、流通、消費、廃棄に

至る物質の効率的な利用やリサイクルを進めることで循環型社会を形成することを目的と

したものである。同法の成立にあわせて以下の法整備が行われた。 

①廃棄物処理法、再生資源利用促進法等の改正、 

②建設資材リサイクル法、食品リサイクル法、グリーン購入法の制定 

 

（５）森林・林業基本法 

 森林・林業基本法は、1964 年に制定された林業基本法を改正したもので、森林の有す

る役割の変化、林業を取り巻く社会情勢の変化などを踏まえて、わが国の森林を将来にわ

たり適切に管理し、木材の生産を主体とした政策から森林の有する多様な機能の持続的発

揮を図るための政策へと転換することを目的としたものである。同法の成立にあわせて、

以下の法改正が行われている。 

①森林法 

②林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法 
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３－３ 米国海洋政策の概要とその概略評価 

（１）米国海洋政策評価の意義 

 わが国では、1960 年代に海底石油開発を中心とした海洋開発ブームが訪れ、それまで

漁業と海運を中心とした係わりに限定されていたわが国の海洋関連施策は大きな転換点を

迎えた。そして、政府が長期的な視野に立った総合的な海洋開発のあり方を示すべきとの

声が高まったことを受け、1973 年に海洋開発審議会（現在の科学技術・学術審議会海洋

開発分科会にあたる）がわが国で初めての海洋政策にかかわる総合的な答申を内閣総理大

臣に提出した。その後、1979 年（第一次答申）、1980 年（第二次答申）、1989 年（三号

答申）と海洋政策にかかわる答申が出されているが、2このうち三号答申は、2000 年を目

標年次とした開発目標と目標達成方策などを示していた。 

 三号答申以降、1992 年の地球環境サミット、1996 年の国連海洋法条約批准と、海洋政

策に深くかかわる国際的な枠組みが合意され、また、国内においても、1993 年に環境基

本法、1995 年に科学技術基本法が成立するなど、海洋政策を取り巻く内外の状況は大き

く変化した。 

 そのため、2000 年以降のわが国の海洋開発政策を取り巻く状況の変化に対応した、新

たな長期ビジョンを定める必要性が高まり、1997 年に同審議会のもとに「基本問題懇談

会」が設置され、それまでの海洋関連施策の進展状況や海洋環境保全に考慮した海洋開発

のあり方、制度上の課題などについて議論・検討が行なわれた。 

 その後、2001 年の省庁統合に伴い、同審議会は文部科学大臣の諮問機関として設置さ

れた科学技術・学術審議会の一部会である海洋開発分科会に改組され、2002 年８月に

「長期的展望に立つ海洋開発の基本的構想及び推進方策について（答申）－２１世紀初頭

における日本の海洋政策－」を答申した。現時点で、同答申がわが国における唯一の総合

的な海洋政策と位置づけることができるよう。 

 同答申では、海洋政策を実施するポイントとして、①海を『知る』『守る』『利用す

る』のバランスの取れた政策、②国際的視野に立った戦略的海洋政策、③総合的視点に立

った海洋政策立案と関係府省の提携、の３つを掲げている。これらの指摘は、近年の国際

的潮流を踏まえた的を射たものであるといえるが、一方で、現状の行政や研究における縦

割りの取り組みをどのように総合的な管理に転換させるかについての具体的な検討は充分

に行なわれていない。 

 特に、海洋政策の企画立案に関する行政機構について、「総合的な視点に立った政策が

提案されにくかったこれまでの状況を改善することが必要」と指摘しながら、それについ

ては「海洋開発分科会を中心として今後議論を積み重ねていく」と述べるだけで、具体的

                                                      
2 1993 年の四号答申は、地球環境問題に対応した調査研究に特化した内容であるためここ

ではとり上げなかった。 
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な海洋政策の企画･立案システムを提案していない。また、その後のフォローアップも充

分に行なわれているとは言い難い状況である。 

 他方、オーストラリア、カナダ、英国、韓国、中国などは、海洋の総合管理に必要な法

制度、執行体制を整備しているおり、わが国はこれに比して大きく立ち遅れているといえ

る。 

 また、アメリカは 1969 年にストラットン審議会がとりまとめた「Our Nation and Sea」

以来の包括的な海洋政策の見直しを行っているところであるが、新しい海洋政策は徹底し

た議論のもとで策定され、非常に包括的な内容になっていると評される。3

 これらの国々が、海洋・沿岸域の諸問題をどのように捉え、その問題解決にどのような

体制で取り組んでいるのかを分析することは、わが国海洋政策の今後目指すべき方向性を

検討するにあたり、大いに参考になると考えられる。 

 そこで、最も新しい動きを見せている米国海洋政策の内容を概観することとし、2004

年４月に公表された米国海洋政策予備報告書について、その骨子・要点を分析した。 

 

（２）米国海洋政策の見直しの動き 

 2000 年海洋法（Oceans Act of 2000）に基づいて設置された、元海軍作戦部長およびエ

ネルギー省長官のジェームズ・D・ワトキンズが議長を務める海洋政策審議会が、2004 年

９月に「21 世紀の海洋の青写真（An Ocean Blueprint for the 21st Century）」と題する報告

書を議会と大統領に提出した。 

 同報告書では、新国家海洋政策のための 13 原則として、持続可能性、信託管理

（Stewardship）、生態系に基づく管理などの項目を掲げ、現行の米国の海洋および沿岸管

理システムによっては、このような原則を効果的に実施して長期ビジョンを実現すること

は不可能であるとし、212 項目にわたる具体的な勧告を行っている。同審議会が勧告する

重要な行動は、以下のとおりである。 

①海洋管理体制の改善 

・大統領補佐官を議長とする国家海洋会議を大統領府に設置 

・海洋政策に関する大統領諮問会議を設置 

・米国海洋大気庁（NOAA）の強化及び連邦政府機関のプログラムの段階的な統合によ

る連邦政府機関の構造改善 

・国家海洋会議の促進、支援のもとに、地域海洋会議設置のための弾力的、かつ、任意

のプロセスの開発 

・連邦管轄の沖合水域における調整された管理体制の構築 

                                                      
3 Donald F. Boesch, 包括的な見直し進むアメリカの海洋政策, Ship & Ocean Newsletter 
No.110 
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②健全な科学と賢明な決定 

・海洋研究投資の倍増、海洋調査の新分野の立ち上げ、これらを支援するため必要な先

進技術と近代的インフラの形成 

・国家統合海洋観察システムと国家監視ネットワークの施行 

③教育―未来の基礎 

・組織的、効果的な公式、非公式プログラムによる海洋関係教育の改善 

④特定の管理課題 

・沿岸および流域の管理並びに双方の連結 

・水質汚染（特にノン･ポイント汚染）削減の測定可能な目標設定、及びそれらを達成

すための奨励策、技術支援、法執行その他の管理手段の強化 

・地域漁業管理会議システムの改善、専用入漁権の使用の検討を通じ、評価と配分の分

離による漁業管理の改善 

・国際的活動に従事するため国連海洋法条約に加盟 

⑤実施 

・連邦および州レベルの海洋および沿岸管理の改善を支援するための、沖合の石油･ガ

ス開発及び新しい活動からの収入の未割当分による海洋政策信託基金の設立 

 また、米国大統領は、報告書の提出を受けて 90 日以内にその勧告を実施するための総

合的かつ長期的な海洋政策を議会に付託することになっていたが、去る 2004 年 12 月 17

日、「米国海洋行動計画（U.S. Ocean Action Plan）」と題する文書を公表した。 

 

（３）米国海洋政策予備報告書の分析 

 本年度は、海洋・沿岸域研究委員会の委員を中心に、2004 年４月に公表された米国海

洋政策予備報告書の内容を分析した。 

 予備報告書の構成は、以下のとおりである。 
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要約 

第I部 我々の海：国家の資産 

第1章：海洋資産と挑戦の再認識 

第2章：新しい国家海洋政策を形成するための過去の理解 

第3章：国としての視野の設定 

第II部 変化のための青写真：新たな国家海洋政策の枠組み 

第4章：海洋のリーダーシップと調整の改善 

第5章：地域的アプローチの推進 

第6章：連邦水域における管理の調整 

第7章：連邦機関組織の強化 

第III部 海洋のスチュワードシップ：教育と一般周知の重要性 

第8章：生涯海洋教育の促進 

第IV部 縁で暮らす：海岸に沿った経済成長と資源の保全 

第9章：海岸とその流域の管理 

第10章：自然災害から人々と財産を守る 

第11章：沿岸生息地の保全と回復 

第12章：堆積物(Sediments)と海岸線の管理 

第13章：海上での商業と輸送を支える 

第V部 澄みきった水へ：沿岸と海洋の水質 

第14章：沿岸の水質汚染への取り組み 

第15章：全国的モニタリングネットワークの創設 

第16章：船舶起因汚染の削減と船舶の安全性の向上 

第17章：侵入種の拡散防止 

第18章：海洋ゴミの削減 

第VI部 海の価値と活力：海洋資源の利用と保護の向上 

第19章：持続可能な漁業の達成 

第20章：海産哺乳動物と絶滅に瀕する海洋種の保護 

第21章：サンゴ礁とそれを取り巻く群集の保全 

第22章：持続可能な海洋養殖の道筋を定める 

第23章：海と人の健康を結ぶ 

第24章：沖合のエネルギーと他の鉱物資源の管理 

 
第VII部 科学に基づく決定：海に関する理解の促進 

第25章：科学的知見を増大させる国家戦略の創造 

第26章：持続的で統合された海洋観察体制の達成 

第27章：海洋インフラと技術発展の向上 

第28章：海洋のデータと情報体制の現代化 

第VIII部 グローバルな海：国際政策への米国の参加 

第29章：国際海洋科学及び政策の向上 

第IX部 前進：新国家海洋政策の実施 

第30章：必要な資金と可能性のある資金源 

第31章：勧告の要約 

第X部 附録（報告書本体に印刷されるもの） 

A. 2000年海洋法（Oceans Act of 2000） 

B. 頭文字の一覧 

C. 「海の近くに住み海から暮らしを立てる」 

  Charles S. Colgan 

D. 連邦の海洋及び沿岸関係審議会、委員会、理事会、法及

びプログラム一覧 

E. 連邦の海洋関連活動を調整するために提案された組織 

F. 海洋及び沿岸事案に管轄を持つ議会の委員会及び小委員

会 

G. 米国海洋政策審議会の勧告に伴うｺｽﾄの詳細内訳 

 

 第Ⅰ部第３章から第Ⅸ部第 30 章までを対象に行なった概略評価結果を以下に示す。

「評価の視点」は評価を担当した有識者が設定したもので、統一したものではないことを

付記しておく。また、評価は次のような基準でおこなっている。 

 

◎ そのまま我が国にも当てはまる 

○ 趣旨を考慮すべき 

△ わが国には当てはまらない 

× 扱うべきではない 

 

 なお、第 18 章「海洋ゴミの削減」および第 22 章「持続可能な海洋養殖の道筋を定め

る」については、時間的な問題もあり次年度に評価を行なうこととした。 
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な
注

意
を

払

い
、

適
切

な
国

家
目

標
及

び
政

策
を

策
定

し
て

実
施

を
指

導
し

、

連
邦

政
府

の
多

数
の

海
洋

及
び

沿
岸

担
当

省
庁

の
連

携
を

図
る

べ

き
で

あ
る

。
国

家
海

洋
会

議
は

、
大

統
領

補
佐

官
が

議
長

を
務

め
、

海
洋

に
関

連
す

る
責

務
を

担
う

す
べ

て
の

閣
僚

及
び

独
立

機

関
の

長
官
で
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
日

本
財

団
の

政
策

提
言

な
ら

び
に

海
産

研
報

告
書

の
提

言
お

よ
び

「
わ

が
国

の
海
洋

政
策

に
関

す
る

一
試

案
」

（
Sh

ip
 &

 O
ce

an
 N

ew
sl

et
te

r 
N

o.
96

参

照
）

に
あ

る
よ

う
に

、
わ

が
国

で
は

「
海

洋
関

係
閣

僚
会

議
」

の
創

設
が

望

ま
し

い
。

 
－
自
民
党
海

洋
権

益
W

T
で

も
同

様
の
提

言
が

な
さ

れ
て

、
こ

れ
に

対
し

て
政

府
は

、
最

近
設

置
し

た
大

陸
棚

関
係

の
省

庁
間

連
絡

会
議

を
改

編
す

る
形

で

「
大

陸
棚

調
査

・
海

洋
資

源
等

に
関

す
る

関
係

省
庁

連
絡

会
議

」
（

局
長

級
）

を
設

置
し

た
が

、
こ

れ
に

対
し

て
ど

の
よ

う
に

声
を

あ
げ

る
の

か
が

肝

心
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

ま
た

、
海

洋
関

係
の

省
庁

間
連

絡
会

議
が

複
数

存

在
す

る
現

在
の

行
政

機
構

に
つ

い
て

ど
う

考
え

る
の

か
が

問
題

で
は

な
か

ろ

う
か

。
 

大
統

領
補
佐

官
 

×
 

（
同

上
）

 
－

日
本

に
も

最
近

は
首

相
補

佐
官

が
設

置
さ

れ
る

例
が

あ
る

が
、

日
本

財
団

の

政
策

提
言

ほ
か

に
あ

る
よ

う
に

、
わ

が
国

で
は

、
「

海
洋

担
当

大
臣

」
の

設

置
が

必
要

。
し

か
も

当
面

は
国

土
交

通
大

臣
を

こ
れ

に
任

ず
る

よ
う

に
す

る

の
が
私

は
適

当
と

考
え

る
。

 

生
態

系
に

基
づ

く
管

理
原

則
 

○
 

4-
3.
国

家
海

洋
会

議
は

、
生

態
系

に
基

づ
く

管
理

体
制

へ
の

移
行

に

あ
た

り
、

生
態

系
に

基
づ

く
管

理
の

原
則

を
採

用
し

、
連

邦
政

府

機
関

を
支
援
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
「

生
態

系
に

基
づ

く
管

理
原

則
」

は
結

局
の

と
こ

ろ
、

海
洋

政
策

の
最

高
理

念
を

ど
の

よ
う

に
考

え
、

ど
の

よ
う

に
表

現
す

る
か

を
検

討
す

る
際

に
“考

慮
す

べ
き

”（
参

考
に

す
べ

き
）

指
摘

だ
が

、
わ

が
国

と
し

て
こ

れ
と

同
じ

く
最

高
理

念
と

し
て

掲
げ

る
か

ど
う

か
、

ほ
か

に
掲

げ
る

べ
き

最
高

理
念

が

あ
る

の
で

は
な

い
か

（
例

：
EE

Z
＆

大
陸

棚
の

国
家

的
調

査
の

推
進

）
な

ど
、
多

く
の

論
議

が
必

要
で

は
な

い
か

。
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項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

海
洋

政
策

大
統

領
諮

問
委

員
会

 
○

 

4-
5.
連

邦
政

府
外

の
個

人
及

び
組

織
の

意
見

及
び

情
報

を
得

る
た

め

の
正

式
な

組
織

で
あ

る
海

洋
政

策
大

統
領

諮
問

委
員

会
は

、
海

洋

及
び

沿
岸

政
策

問
題

に
つ

い
て

大
統

領
に

助
言

す
べ

き
で

あ
る

。

大
統

領
は

諮
問

委
員

会
に

対
し

て
、

海
洋

及
び

沿
岸

問
題

に
精

通

し
た

経
験

の
深

い
連

邦
政

府
外

の
人

た
ち

を
代

表
者

に
選

ぶ
よ

う

命
令

す
べ
き
で
あ
る
。

 
4-

9.
国

家
海

洋
会

議
は

、
既

存
の

海
洋

関
連

評
議

会
及

び
委

員
会

す

べ
て

を
検

討
し

、
現

行
の

有
用

性
及

び
報

告
体

制
に

つ
い

て
勧

告

す
べ

き
で
あ
る
。

 

－
行

政
機

関
以

外
の

メ
ン

バ
ー

構
成

に
よ

る
助

言
機

関
だ

が
、

わ
が

国
で

は
科

学
技

術
・

学
術

審
議

会
海

洋
開

発
分

科
会

が
こ

れ
と

同
種

の
位

置
付

け
に

あ

る
。

し
か

し
、

首
相

直
属

で
は

な
い

。
旧

海
洋

開
発

審
議

会
=現

海
洋

開
発

分
科

会
を

今
後

ど
う

す
べ

き
か

が
肝

心
。

そ
の

際
に

も
、

海
洋

関
係

で
多

数

あ
る

審
議

会
等

と
の

関
係

を
ど

う
す

る
か

を
検

討
し

な
け

れ
ば

実
効

性
あ

る

も
の

に
な
ら

な
い

の
で

は
な

か
ろ

う
か

。
 

海
洋

政
策
局

 
○

 

4-
6.
連

邦
議

会
は

、
大

統
領

補
佐

官
、

国
家

海
洋

会
議

、
海

洋
政

策

大
統

領
諮

問
委
員

会
を

支
援

す
る

海
洋

政
策

局
(O

ffi
ce

 o
f 

O
ce

an
 

Po
lic

y)
を

設
置

す
べ

き
で

あ
る

。
ス

タ
ッ

フ
の

支
援

を
直

ち
に

行

う
た

め
、

大
統

領
は

、
国

家
海

洋
会

議
の

設
置

を
命

じ
る

大
統

領

令
に

海
洋
政
策
局
の
設
置
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
日

本
財

団
の

提
言

に
あ

る
よ

う
に

、
わ

が
国

で
は

、
内

閣
府

に
専

従
ス

タ
ッ

フ
を

置
く

「
海

洋
政

策
統

括
室

」
の

創
設

が
望

ま
し

い
。

た
だ

、
そ

の
所

掌

業
務

（
責

任
範

囲
と

権
限

等
）

も
行

政
サ

イ
ド

で
の

検
討

の
み

に
委

ね
る

の

で
な
く

積
極

的
な

提
案

を
し

て
ゆ

く
の

が
望

ま
し

い
で

あ
ろ

う
。

 

そ
の

他
の
体

制
 

－
 

4-
4.
国

家
海

洋
及

び
沿

岸
政

策
に

つ
い

て
は

、
指

定
さ

れ
た

大
統

領

補
佐

官
が

リ
ー

ダ
ー

と
し

て
支

援
す

べ
き

で
あ

る
。

大
統

領
補

佐

官
は

、
国

家
海

洋
会

議
の

議
長

と
海

洋
政

策
大

統
領

諮
問

委
員

会

の
共

同
議

長
を

務
め

、
連

邦
政

府
機

関
の

行
動

を
調

整
し

、
地

域
、

州
、

地
方

の
関

係
者

を
参

加
さ

せ
る

国
家

海
洋

会
議

の
活

動

を
指

揮
す
べ
き
で
あ
る
。

 
4-

7.
連

邦
議

会
は

国
家

海
洋

会
議

と
協

力
し

て
、

海
洋

観
測

、
業

務
、

施
設

、
教

育
を

海
洋

研
究

ミ
ッ

シ
ョ

ン
に

統
合

す
る

た
め

に
、

米
国

海
洋

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

法
を

改
正

す
べ

き
で

あ
る

。

ま
た

、
全

米
海

洋
研

究
指

導
(者

)評
議

会
の

強
化

及
び

拡
充

を
行

っ
て

、
海

洋
科

学
・

教
育

・
技

術
・

業
務

委
員

会
に

名
称

変
更

す

る
こ

と
。

改
正

米
国

海
洋

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

法
に

は
、

海
洋

科

学
・

教
育

・
技

術
・

業
務

委
員

会
は

国
家

海
洋

会
議

に
直

属
し

、

科
学

技
術

政
策

局
長

官
が

議
長

を
務

め
る

こ
と

を
明

記
す

べ
き

で

あ
る

。
 

－
勧

告
4-

4
の

議
長

や
委

員
構

成
に

つ
い

て
は

、
わ

が
国

と
国

情
が

違
う

の

で
、
わ

が
国

は
わ

が
国

に
と

っ
て

望
ま

し
い

方
向

で
考

え
れ

ば
よ

い
。

 
－

勧
告

4-
7

に
あ

る
海

洋
の

科
学

・
教

育
・

技
術

・
業

務
を

一
括

し
て

N
O

C
直

属
に

す
る

と
な

っ
て

い
る

が
、

わ
が

国
で

は
、

総
理

が
議

長
を

務
め

る
総

合
科

学
技

術
会

議
で

海
洋

の
科

学
＆

教
育

の
側

面
の

み
を

取
り

上
げ

さ
せ

る

こ
と

の
功

罪
を

慎
重

に
検

討
す

べ
き

で
は

な
い

か
。

つ
ま

り
海

洋
関

連
産

業

振
興

、
総

合
海

域
利

用
促

進
な

ど
の

政
策

と
切

り
離

し
て

も
い

い
か

ど
う

か
、
仮
に
切
り
離
す
と
し
て
も
、
産
業
･
･
･
･
の
方
は
ど
う
す
る
の
か
。
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３
）
第
５

章
：

地
域
的

ア
プ

ロ
ー
チ

の
推

進
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

地
域

的
取
り

組
み

 
－

 

5-
2.
連

邦
議

会
は

地
域

海
洋

情
報

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

全
国

的
に

確
立

し
、

海
洋

及
び

沿
岸

管
理

の
改

善
の

支
援

を
図

る
た

め
に

連
携

を

強
化

し
、

研
究

／
デ

ー
タ

収
集

／
科

学
に

基
づ

く
情

報
製

品
／

ア

ウ
ト

リ
ー

チ
活

動
に

対
し

て
地

域
の

優
先

順
位

を
設

定
す

べ
き

で

あ
る

。
地

域
海

洋
情

報
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
直

ち
に

設
置

す
べ

き
で

あ

り
、

任
意

の
、

そ
し

て
よ

り
複

雑
に

な
る

可
能

性
が

あ
る

地
域

海

洋
会

議
設
置
プ
ロ
セ
ス
と
は
独
立
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 

－
地

方
海

洋
会

議
の

設
置

に
つ

い
て

は
、

わ
が

国
で

は
一

律
に

真
似

る
の

で
は

な
く

、
こ

れ
も

日
本

財
団

の
政

策
提

言
等

に
あ

る
よ

う
に

、
三

大
湾

や
瀬

戸

内
海

な
ど

重
点

的
な

半
閉

鎖
性

海
域

に
つ

い
て

、
B

AY
 A

U
TH

O
R

IT
Y

的

な
体

系
的

政
策

策
定

と
実

行
が

出
来

る
体

制
を

整
備

す
る

の
が

望
ま

し
い

の

で
は

な
い
か

。
 

 
４

）
第
６

章
：

連
邦
水

域
に

お
け
る

管
理

の
調
整

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

生
態

系
に

基
づ

く
海

洋
管

理
 

－
 

6-
2.
連

邦
議

会
は

国
家

海
洋

会
議

及
び

地
域

海
洋

会
議

と
協

力
し

て
、

す
べ

て
の

海
洋

利
用

に
対

し
て

バ
ラ

ン
ス

の
と

れ
た

調
整

を

図
る

た
め

の
指

針
を

示
す

、
生

態
系

に
基

づ
く

海
洋

管
理

体
制

を

確
立

す
べ

き
で

あ
る

。
連

邦
議

会
は

、
必

要
に

応
じ

て
新

た
な

海

洋
管

理
体

制
の

原
則

と
完

全
に

統
合

し
、

そ
の

原
則

に
基

づ
く

包

括
的

な
単

一
の

海
洋

ガ
バ

ナ
ン

ス
専

用
の

総
合

的
機

構
の

必
要

性

を
認

識
す

べ
き

で
あ

る
。

生
態

系
に

基
づ

く
海

洋
管

理
体

制
に

は
、

新
た

に
発

生
し

て
く

る
活

動
を

組
み

入
れ

る
プ

ロ
セ

ス
と

、

当
該

活
動

か
ら
生

ず
る

資
源

地
代

(r
en

t)の
妥

当
な

一
部

が
社
会

に

還
元

さ
れ
る
政
策
が
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
「

生
態

系
に

基
づ

く
海

洋
管

理
」

を
海

洋
の

総
合

的
管

理
の

指
導

理
念

と
し

て
い

る
点

は
重

要
な

参
考

に
な

る
と

思
わ

れ
る

。
わ

が
国

で
も

個
別

法
ご

と

の
海

洋
管

理
が

行
わ

れ
て

お
り

、
そ

れ
を

統
合

す
る

総
合

的
管

理
を

な
す

べ

き
だ

と
の

主
張

が
強

ま
っ

て
い

る
が

、
最

大
の

問
題

は
、

個
別

法
の

実
現

し

よ
う

と
す

る
さ

ま
ざ

ま
な

価
値

を
、

総
合

的
に

ど
の

よ
う

に
秩

序
付

け
る

か
，

そ
れ

を
導

く
基

本
理

念
が

何
か

を
決

め
が

た
い

こ
と

で
あ

る
。

ア
メ

リ

カ
で

こ
の

よ
う

な
考

え
方

が
出

さ
れ

て
い

る
こ

と
は

日
本

に
お

い
て

重
要

な

参
考
と

な
る

。
 

－
海

洋
資

源
利

用
R

en
t
の

社
会

還
元

制
度

の
創

設
は

、
理

念
と

し
て

は
望

ま

し
い

が
、

日
本

に
お

け
る

主
要

な
海

洋
資

源
利

用
で

あ
る

漁
業

を
考

え
て

も
、

過
去

の
さ

ま
ざ

ま
な

経
緯

を
考

え
る

と
、

実
現

は
な

か
な

か
難

し
い

と

思
わ
れ

る
。

 

海
洋

保
護
区

 
－

 

6-
3.
国

家
海

洋
会

議
は

、
海

洋
保

護
区

の
効

果
的

な
設

計
及

び
導

入

の
た

め
の

統
一

的
プ

ロ
セ

ス
に

つ
な

が
る

国
家

の
目

標
及

び
ガ

イ

ド
ラ

イ
ン

を
策

定
す

べ
き

で
あ

る
。

海
洋

保
護

区
は

、
利

用
可

能

な
最

善
の

科
学

情
報

に
基

づ
い

て
こ

れ
を

指
定

し
、

継
続

的
な

環

境
保

護
及

び
社

会
経

済
的

効
果

を
確

保
す

る
た

め
に

定
期

的
に

評

価
、

監
視
、
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
保

護
区

の
設

定
の

提
言

は
日

本
財

団
提

言
に

も
あ

る
が

、
既

存
の

各
種

の
区

域
指

定
制

度
と

の
調

整
が

重
要

。
そ

の
た

め
に

も
生

態
系

に
基

づ
く

海

洋
管

理
の

理
念

に
よ

っ
て

個
別

実
定

法
制

度
を

統
合

的
に

管
理

す
る

基
本

的

な
秩
序

付
け

、
な

い
し

は
そ

の
手

続
の

整
備

が
必

要
。

 

 

13



５
）
第
７

章
：

連
邦
機

関
組

織
の
強

化
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

第
7
章
全
体

と
し

て
 

－
 

7-
1.
連

邦
議

会
は

、
米

国
海

洋
大

気
庁

(N
O

A
A

)の
設

立
及

び
任

務
を

成
文

化
す

る
基

本
法

を
可

決
す

べ
き

で
あ

る
。

こ
の

基
本

法
で

は
、

N
O

A
A

の
構
造
が
、
生
態
系
に
基
づ
く
管
理
の
原
則
及
び

3
つ

の
主

要
機
能

(ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
予
測
・
運
営
、
資
源
管
理
、
研

究
及

び
教
育

)と
の
整
合
性
を
保
つ
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
行

政
制

度
の

変
革

は
そ

れ
ぞ

れ
の

国
の

事
情

の
中

で
考

え
る

べ
き

問
題

で
、

ア
メ

リ
カ

の
制

度
が

そ
の

ま
ま

参
考

に
は

な
ら

な
い

。
大

統
領

制
の

国
と

議

院
内

閣
制

の
国

の
違

い
は

大
き

い
。

日
本

の
海

に
関

す
る

行
政

組
織

の
変

革

に
関

す
る

提
言

は
、

日
本

の
状

況
を

考
慮

し
た

も
の

で
あ

る
べ

き
と

考
え

る
。

日
本
財

団
の

提
言

が
基

礎
と

な
ろ

う
。

 
 

14



６
）
第
８

章
：

生
涯
海

洋
教

育
の
促

進
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

第
8
章
全
体

と
し

て
 

 
◎

 

 
－

米
国

の
勧

告
に

は
、

理
科

、
数

学
の

基
礎

学
力

レ
ベ

ル
の

向
上

の
必

要
性

が
強

調
さ

れ
て

い
る

。
そ

れ
以

外
は

、
「

海
洋

管
理

研
究

会
」

か
ら

の
提

言
６

で
網

羅
さ
れ

て
い

る
。

 
－

我
国

で
は

義
務

教
育

に
海

に
親

し
む

教
育

が
な

い
に

等
し

い
。

学
校

か
ら

は
臨

海
学

校
が

ほ
と

ん
ど

な
く

な
っ

た
し

（
リ

ス
ク

を
伴

う
危

険
な

場
所

と
し

て
学

校
が

回
避

）
、

家
庭

で
も

海
に

子
供

た
ち

を
連

れ
て

行
く

機
会

が
減

少
し
た

。
 

－
海

に
つ

い
て

教
え

る
こ

と
で

き
る

教
諭

が
あ

ま
り

い
な

い
。

教
育

者
養

成
課

程
の

充
実
が

求
め

ら
れ

る
。

 
－

自
国

の
海

洋
管

理
政

策
者

に
必

要
な

助
言

を
与

え
、

種
々

の
計

画
に

対
応

で
き

る
研

究
者

の
育

成
確

保
は

途
上

国
だ

け
で

な
く

、
先

進
国

で
も

必
要

で
あ

る
。

 
－

大
学

、
大

学
院

レ
ベ

ル
で

は
、

野
外

研
究

に
携

わ
る

ひ
と

が
す

く
な

く
な

り
、

実
際

に
海

に
出

て
自

然
現

象
を

観
察

し
よ

う
と

す
る

研
究

者
が

、
人

事
や
研

究
助
成

金
の

獲
得

な
ど

で
不

利
に

な
る

傾
向

が
生

じ
て

い
る

。
 

－
海

の
レ

ジ
ャ

ー
は

ス
ポ

ー
ツ

が
中

心
で

、
自

然
観

察
の

指
導

や
案

内
の

で
き

る
人

材
が
不

足
し

て
い

る
。

 

国
家

海
洋
教

育
局

の
設

置
○

 

8-
1.
国

家
海

洋
会

議
は

、
海

洋
科

学
・

教
育

・
技

術
・

業
務

委
員

会

の
下

に
O

ce
an

.E
D

と
い

う
国

家
海

洋
教

育
局

を
設

置
し

、
連

邦

政
府

の
取

り
組

み
の

調
整

、
自

然
及

び
社

会
科

学
の

教
育

的
成

果

の
向

上
、
海
洋
意
識
の
向
上
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
に

関
連

す
る

幅
広

い
学

内
・

学
外

教
育

を
全

般
的

に
調

整
す

る
機

関
が

必
要

。
そ
の

設
置

場
所

は
、

わ
が

国
の

事
情

に
あ

わ
せ

て
決

定
す

る
。

 

海
洋

関
連

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
等

の
有

効
性

評
価

の
枠

組
み

策
定

 
◎

 

8-
4.
海

洋
教

育
局

(O
ce

an
.E

D
)は

、
海

洋
関

連
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

、

海
洋

を
基

礎
と
す

る
K

-1
2(
幼

稚
園

か
ら

高
校
ま

で
)教

育
専
門

家

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

海
洋

に
関

連
し

た
実

例
を

K
-1

2
教

育
に

組

み
込

む
た

め
の

ベ
ス

ト
・

プ
ラ

ク
テ

ィ
ス

、
及

び
一

般
市

民
教

育

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

有
効

性
を

評
価

す
る

た
め

の
枠

組
み

作
り

を
主

導

す
べ

き
で
あ
る
。

 

－
国

家
海

洋
教

育
局

に
似

た
機

関
が

、
学

校
教

育
、

専
門

家
養

成
、

一
般

市
民

教
育
な

ど
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

全
般

的
に

検
討

・
評

価
す

る
こ

と
が

必
要

。
 

    

15



項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

教
育

界
と

研
究

界
と

の
よ

り
強

力
な
関

係
構

築
 

◎
 

8-
7.
海

洋
教

育
局

は
学

術
機

関
及

び
地

方
の

学
区

と
協

力
し

て
、

研

究
界

と
教

育
界

と
の

よ
り

強
力

か
つ

効
果

的
な

関
係

構
築

を
促

進

し
、

教
員

及
び

教
員

養
成

に
携

わ
る

教
員

の
専

門
能

力
開

発
の

機

会
を

拡
大

す
べ

き
で

あ
る

。
N

O
A

A
、

全
米

科
学

財
団

、
米

国
海

軍
、

米
国

航
空

宇
宙

局
は

、
確

実
で

安
定

し
た

資
金

提
供

を
行

う

こ
と

に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
支
援
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
教

育
局

に
似

た
機

関
が

，
教

育
界

と
研

究
界

両
者

の
間

の
効

果
的

な
関

係
構

築
を

促
進

し
、

教
員

お
よ

び
教

員
養

成
に

携
わ

る
教

員
の

専
門

的
能

力

開
発

の
機
会

を
拡

大
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

海
洋

教
育

に
お

け
る

文
化

的
側

面
の
重

視
 

◎
 

8-
8.
海

洋
教

育
局

は
、

学
区

、
高

等
教

育
機

関
、

水
族

館
、

科
学

セ

ン
タ

ー
、

博
物

館
、

民
間

研
究

所
の

連
携

を
図

り
、

バ
ー

チ
ャ

ル

な
手

段
と

実
地

、
研

究
室

及
び

海
上

に
お

け
る

体
験

の
両

方
を

通

し
て

、
学

生
が

海
洋

環
境

を
調

査
す

る
機

会
を

さ
ら

に
開

発
す

べ

き
で

あ
る

。
海

洋
教

育
局

は
、

海
洋

中
心

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
及

び

教
材

が
文

化
的

相
違

及
び

そ
の

他
の

人
間

の
多

様
性

を
示

す
側

面

を
認

識
し

、
あ

ら
ゆ

る
文

化
や

経
歴

の
学

生
及

び
教

員
に

海
洋

問

題
に

触
れ
さ
せ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
教

育
に

お
い

て
は

社
会

的
・

文
化

的
相

違
や

人
間

の
多

様
性

の
面

も
よ

り
重

視
す
べ

き
で

あ
る

。
 

海
洋

科
学

入
門

講
座

の
社

会
科

学
系
教

育
へ

の
導

入
◎

 

8-
9.

N
O

A
A
、

全
米

科
学

財
団

、
及

び
米

国
海

軍
研

究
所

は
、

海
洋

科
学

入
門

課
程
を
推
進
し
て
、
こ
の
よ
う
な
分
野
を
学
生

(理
工
系

以
外

の
学

生
も

含
む

)に
紹

介
す

る
(e

xp
os

e)
上

で
大

学
を

支
援

す

べ
き

で
あ
る
。

 

－
自

然
科

学
系

の
み

な
ら

ず
、

と
く

に
社

会
科

学
系

大
学

生
に

海
洋

科
学

の
基

礎
的

知
識

を
広

め
る

こ
と

は
，

一
般

社
会

人
の

海
洋

問
題

の
理

解
向

上
に

役

立
つ

。
 

全
国

海
洋

関
連

労
働

者
人

口
の

デ
ー
タ

ベ
ー

ス
作

成
○

 

8-
11

.N
O

A
A

及
び
米
国
労
働
省
は
、
全
米
海
洋
労
働
人
口
デ
ー
タ
ベ

ー
ス

を
作

成
し

、
国

家
海

洋
会

議
の

海
洋

関
連

人
的

資
源

の
育

成

及
び

必
要

性
に

関
す

る
動

向
に

つ
い

て
年

次
報

告
書

を
編

纂
す

べ

き
で

あ
る

。
こ

の
取

り
組

み
に

は
、

進
路

決
定

を
手

助
け

し
、

進

路
指

導
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
に

し
、

雇
用

者
や

指
導

カ
ウ

ン
セ

ラ

ー
な

ど
が

海
洋

関
連

の
仕

事
に

学
生

を
引

き
つ

け
る

効
果

的
な

戦

略
を

策
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

情
報

セ
ン

タ

ー
も

加
え

る
べ

き
で

あ
る

。
海

洋
教

育
局

は
、

5
年

ご
と

に
海

洋

労
働

者
サ

ミ
ッ

ト
を

開
催

し
、

海
洋

教
育

と
海

洋
関

連
従

事
者

の

ニ
ー

ズ
の
整
合
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
教

育
局

に
似

た
機

関
は

厚
生

労
働

省
と

と
も

に
、

海
洋

関
係

の
労

働
者

に
関

す
る

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
構

築
し

、
情

報
セ

ン
タ

ー
を

設
置

し
、

必
要

な

人
的

資
源

の
動

向
の

分
析

、
中

長
期

的
政

策
の

策
定

な
ど

に
活

用
す

べ
き

で

あ
る

。
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項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

大
学

・
大

学
院

に
お

け
る

研
究

・
教
育

の
革

新
 

◎
 

8-
12

.N
O

A
A
は
、
国
立
衛
生
研
究
所

(N
at

io
na

l I
ns

tit
ut

es
 o

f H
ea

lth
)

の
モ

デ
ル

に
倣

っ
て

国
家

海
洋

教
育

及
び

訓
練

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

教

育
及

び
持

続
可

能
な

開
発

局
(O

ffi
ce

 
of

 
Ed

uc
at

io
n 

an
d 

Su
st

ai
na

bl
e 

D
ev

el
op

m
en

t)に
設

置
し

、
大

学
学

部
、

大
学

院
、

博
士

課
程

レ
ベ

ル
に

お
い

て
多

様
か

つ
革

新
的

な
海

洋
関

連
教

育

の
機

会
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
関

連
分

野
の

大
学

・
大

学
院

お
よ

び
博

士
課

程
終

了
後

の
多

様
に

し
て

革
新

的
な
研

究
・

教
育

を
拡

充
す

べ
き

で
あ

る
。

 

地
域

社
会

教
育

強
化

の
た

め
の

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム
等

の
推

進
 

○
 

8-
16

.海
洋

教
育

局
は

他
の

関
係

機
関

と
協

力
し

て
、

地
域

社
会

教
育

を
強

化
す

る
た

め
の

適
切

で
利

用
し

や
す

い
情

報
及

び
ア

ウ
ト

リ

ー
チ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
開

発
し

実
施

す
る

仕
組

み
に

関
し

て
、

既

存
の

も
の

を
強

化
し

、
さ

ら
に

新
た

な
仕

組
み

を
確

立
す

べ
き

で

あ
る

。
 

－
海

洋
教

育
局

に
似

た
機

関
は

、
地

域
社

会
の

あ
ら

ゆ
る

団
体

と
協

力
し

て
，

海
洋

問
題

に
つ

い
て

の
非

公
式

教
育

や
情

報
提

供
、

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

・
プ

ロ

グ
ラ

ム
等
の

開
発

・
実

施
を

推
進

す
べ

き
で

あ
る

。
 

 
７

）
第
９

章
：

海
岸
と

そ
の

流
域
の

管
理

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

第
８

章
全
体

と
し

て
 

－
 

9-
1.
連

邦
議

会
は

、
沿

岸
諸

州
の

計
画

立
案

及
び

調
整

能
力

を
強

化

し
、

沿
岸

諸
州

が
沿

岸
流

域
に

集
中

し
、

よ
り

効
果

的
に

成
長

を

管
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
に

沿
岸

域
管

理
法

(C
oa

st
al

 Z
on

e 
M

an
ag

em
en

t A
ct

)を
再
認
可
す
べ
き
で
あ
る
。
改

正
法

に
は

、
資

源
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

要
件

、
測

定
可

能
な

目
標

及

び
成

果
基

準
の

設
定

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

評
価

の
改

善
、

高
い

成
果

に

対
す

る
報

奨
策

及
び

怠
慢

抑
止

策
、

沿
岸

流
域

を
含

め
る

境
界

の

拡
大

を
盛
り
込
む
べ
き
で
あ
る
。

 

－
連

邦
と

州
と

い
う

ア
メ

リ
カ

と
日

本
の

事
情

は
決

定
的

に
違

う
が

，
日

本
で

も
地

方
分

権
の

流
れ

の
中

で
さ

ま
ざ

ま
な

行
政

権
限

が
国

か
ら

地
方

に
移

管

さ
れ

て
い

る
状

況
を

考
え

れ
ば

，
今

ま
で

以
上

に
地

方
自

治
体

の
役

割
は

大

き
く

な
る

．
日

本
で

も
地

方
中

心
の

沿
岸

域
管

理
体

制
の

強
化

が
重

要
課

題

で
，
日

本
財

団
提

言
3－

2
の
議

論
を

進
化

さ
せ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
．

 

       

17



８
）
第

10
章
：

自
然
災

害
か

ら
人
々

と
財

産
を

守
る

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

防
災

事
業
の

見
直

し
 

◎
 

10
-1

.国
家

海
洋

会
議

は
、

ピ
ア

・
レ

ビ
ュ

ー
に

よ
り

沿
岸

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
費

用
便

益
分

析
結

果
の

妥
当

性
を

確
保

し
、

一
般

市
民

へ

の
透

明
性

を
高

め
、

沿
岸

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

の
影

響
を

緩
和

す
る

要

件
を

課
し

、
よ

り
広

範
な

沿
岸

計
画

立
案

活
動

と
当

該
プ

ロ
ジ

ェ

ク
ト

の
調

整
を

図
る

た
め

に
、

米
国

陸
軍

工
兵

隊
土

木
工

事
プ

ロ

グ
ラ

ム
を
見
直
し
て
、
そ
の
変
更
を
勧
告
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
国

の
レ

ベ
ル

で
は

、
海

岸
お

よ
び

海
洋

土
木

事
業

を
環

境
影

響
の

低
減

、
費

用
対

効
果

分
析

の
観

点
か

ら
見

直
す

同
様

の
取

り
組

み
が

わ
が

国
で

も
行

わ

れ
て

い
る

。
事

業
の

透
明

性
確

保
の

観
点

か
ら

も
わ

が
国

で
同

様
の

施
策

が

国
お
よ

び
地

方
公

共
団

体
で

必
要

で
あ

る
。

 

デ
ー

タ
の
収

集
 

◎
 

10
-2

.国
家

海
洋

会
議

は
、

連
邦

緊
急

事
態

管
理

庁
の

主
管

の
も

と

に
、

州
及

び
地

方
政

府
及

び
関

係
連

邦
政

府
機

関
の

代
表

で
構

成

す
る

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
を

設
置

し
、

危
険

関
連

デ
ー

タ
の

収
集

及

び
有

用
性
の
向
上
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
国

が
指

導
性

を
持

ち
、

国
の

機
関

、
地

方
公

共
団

体
、

そ
の

他
に

働
き

か
け

て
災

害
デ

ー
タ

の
収

集
、

使
用

性
を

向
上

す
る

必
要

が
あ

る
。

国
土

交
通

省

が
主

導
し

て
い

る
東

京
湾

環
境

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
の

よ
う

に
、

デ
ー

タ
の

共

有
化
の

動
き

は
既

に
あ

る
が

、
今

後
さ

ら
に

加
速

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

洪
水

保
険

プ
ロ

グ
ラ

ム

(N
FI

P)
の
改

正
 

○
 

10
-3

.国
家

海
洋

会
議

は
、

沿
岸

の
災

害
度

の
高

い
地

域
に

お
け

る
建

設
の

明
確

な
抑

制
策

を
策

定
し

、
自

然
災

害
に

対
す

る
脆

弱
性

の

緩
和

策
を

実
施

し
、

未
開

発
の

氾
濫

原
及

び
浸

食
地

区
の

開
発

を

や
め

さ
せ

る
強

制
力

の
あ

る
仕

組
み

を
構

築
す

る
た

め
に

、
全

米

洪
水

保
険

プ
ロ

グ
ラ

ム
(N

at
io

na
l 

Fl
oo

d 
In

su
ra

nc
e 

Pr
og

ra
m

)の
改

正
を

勧
告
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
わ

が
国

で
は

強
制

力
の

あ
る

洪
水

保
険

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

ま
だ

無
い

た
め

、
今

後
の

検
討

を
行

う
べ

き
状

況
に

あ
る

。
特

に
災

害
リ

ス
ク

を
算

定
し

て
公

表

す
る

こ
と

に
よ

り
、

リ
ス

ク
を

無
視

し
た

住
宅

開
発

な
ど

を
抑

制
す

る
こ

と

が
で

き
る

点
は

注
目

に
値

す
る

。
こ

れ
ま

で
も

無
秩

序
な

開
発

が
災

害
リ

ス

ク
を

高
め

る
点

が
指

摘
さ

れ
て

き
た

が
、

こ
れ

を
抑

え
る

有
効

な
手

段
が

無

か
っ
た

。
 

地
域

災
害

低
減

計
画

の
立

案
 

◎
 

10
-4

.連
邦

議
会

は
、

連
邦

緊
急

事
態

管
理

庁
(F

ed
er

al
 E

m
er

ge
nc

y 
M

an
ag

em
en

t A
ge

nc
y:

 F
EM

A
)の

要
求
事
項
に
合
致
す
る
防
災
計

画
を

作
成

す
る

た
め

に
、

州
及

び
地

方
機

関
に

対
す

る
財

政
及

び

技
術

支
援

を
強

化
す

べ
き

で
あ

る
。

国
家

海
洋

会
議

は
、

連
邦

政

府
の

災
害

関
連

財
政

及
び

イ
ン

フ
ラ

支
援

を
連

邦
緊

急
事

態
管

理

局
承

認
の

州
及

び
地

方
機

関
の

防
災

計
画

実
現

と
結

び
付

け
る

機

会
を

明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
国

が
補

助
金

等
を

活
用

し
て

、
地

域
の

防
災

計
画

が
速

や
か

に
立

案
さ

れ
る

よ
う

に
勤

め
る

べ
き

で
あ

る
。

す
で

に
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

な
ど

の
作

成
が

始

ま
っ

て
い

る
が

、
こ

の
動

き
を

加
速

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

。
高

潮
、

津
波

災

害
に

対
す

る
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

は
着

手
し

て
い

る
が

完
成

し
て

い
な

い
。

ま

た
、

リ
ス

ク
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

の
立

場
か

ら
災

害
低

減
計

画
を

立
案

す
る

必

要
が
あ

る
。
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９
）
第

11
章
：

沿
岸
生

息
地

の
保
全

と
回

復
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

第
11

章
全
体
と

し
て

 
 

◎
 

11
-1

.連
邦

議
会

は
沿

岸
域

管
理

法
を

改
正

し
、

専
門

の
沿

岸
及

び
河

口
域

保
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

承
認

す
べ

き
で

あ
る

。
こ

の
プ

ロ
グ

ラ

ム
の

実
現

の
た

め
、

各
州

の
沿

岸
管

理
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
最

重
要

沿

岸
生

息
地

を
特

定
し

、
保

全
に

積
極

的
な

土
地

所
有

者
間

の
協

力

関
係

確
立
計
画
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
。

 
11

-2
.国

家
海

洋
会

議
は

、
海

洋
及

び
沿

岸
生

息
地

の
保

全
及

び
再

生

活
動

の
た

め
の

国
家

目
標

を
策

定
し

、
連

邦
政

府
の

関
連

活
動

す

べ
て

の
調

整
を

図
る

べ
き

で
あ

る
。

地
域

海
洋

会
議

及
び

地
域

海

洋
情

報
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
、

生
息

地
の

保
全

及
び

再
生

の
必

要
性

を

明
確

に
し

、
国

家
の

目
標

と
整

合
性

の
あ

る
地

域
の

目
標

及
び

優

先
順

位
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

 
11

-3
.連

邦
議

会
は

、
連

邦
政

府
機

関
が

生
息

地
保

全
及

び
再

生
資

金

の
一

部
を

関
連

す
る

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
監

視
、

研
究

、
教

育
を

自

由
裁

量
に

よ
っ

て
使

用
で

き
る

権
限

の
拡

大
を

認
め

る
関

連
法

を

改
正

す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
沿

岸
域

の
総

合
的

管
理

が
今

ほ
ど

求
め

ら
れ

て
い

る
と

き
は

な
い

。
沿

岸
管

理
に

関
わ

る
省

庁
が

多
く

、
相

互
不

干
渉

や
総

合
的

管
理

法
制

の
欠

如
が

問

題
の
原

因
に

な
っ

て
い

る
。

 
－

開
発

や
防

災
の

名
目

の
下

に
、

不
必

要
な

土
木

工
事

を
進

め
、

こ
こ

ま
で

傷

め
て

し
ま

っ
た

沿
岸

域
を

如
何

に
修

復
し

て
行

く
か

、
沿

岸
管

理
へ

の
市

民

参
加

、
ミ

チ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

の
制

度
化

な
ど

を
含

め
て

、
我

国
で

も
管

理
修

復

に
関
す

る
議

論
を

さ
ら

に
進

め
て

行
く

必
要

が
あ

る
。

 
－

現
象

や
含

ま
れ

る
問

題
の

複
雑

さ
故

に
、

沿
岸

問
題

は
、

と
も

す
れ

ば
研

究

者
か

ら
避

け
ら

れ
る

傾
向

が
あ

る
。

デ
ー

タ
や

知
見

の
充

実
の

た
め

の
真

剣

な
取
り

組
み

が
望

ま
れ

る
。

 
－

ア
セ

ス
メ

ン
ト

が
制

度
の

中
で

空
回

り
し

て
い

る
。

た
だ

レ
ポ

ー
ト

を
つ

く

る
だ
け

で
、

真
の

沿
岸

域
の

保
全

に
つ

な
が

っ
て

い
な

い
ケ

ー
ス

が
多

い
。

 
－

開
発

・
埋

め
立

て
の

抑
制

が
必

要
で

あ
り

、
利

用
さ

れ
な

い
造

成
地

や
不

要

な
港

湾
が

多
い

我
国

の
現

状
を

見
直

す
た

め
に

、
本

章
に

盛
ら

れ
て

い
る

内

容
は
参

考
に

な
る

。
 

－
日

本
の

法
制

に
は

山
岳

と
海

洋
が

生
態

系
で

つ
な

が
っ

て
い

る
と

い
う

考
え

を
も

と
に

し
た

沿
岸

域
管

理
、

保
全

の
法

制
が

全
く

な
い

。
例

、
砂

防
ダ

ム

の
建
設

と
海

浜
保

全
。

 
－

Pr
ot

ec
tin

g 
th

e 
N

at
io

n’
s 

W
et

la
nd

s:
 A

 S
pe

ci
al

 C
as

e 
(p

.1
32

)に
関

し
て

、
我

国
に
は

も
と

も
と

w
et

la
nd

s
が

小
さ

く
、

そ
の

ほ
と

ん
ど

は
既

に
な

く
な

っ

て
し

ま
っ

た
の

で
△

。
し

か
し

、
藻

場
・

ア
マ

モ
場

は
、

ま
だ

残
っ

て
お

り
、

生
物

資
源

の
維

持
管

理
、

自
然

環
境

の
保

全
、

希
少

生
物

の
育

成
な

ど

の
上

で
極

め
て

重
要

な
生

態
系

で
あ

る
か

ら
、

そ
の

管
理

修
復

に
つ

い
て

は
、

C
ap

t. 
21

の
サ

ン
ゴ
礁

と
と

も
に

、
真

剣
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。
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10
）
第

12
章
：

堆
積
物

(S
ed

im
en

ts
)と

海
岸

線
の

管
理

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

国
家

レ
ベ

ル
で

の
地

域
土

砂
管

理
の
政

策
の

立
案

 
◎

 

12
-1

.国
家

海
洋

会
議

は
、

経
済

と
生

態
系

の
両

面
の

必
要

性
を

考
慮

し
て

、
地

域
の

土
砂

管
理

に
関

す
る

国
家

戦
略

を
策

定
す

べ
き

で

あ
る

。
こ

の
戦

略
は

、
農

業
、

浚
渫

、
汚

染
物

質
排

出
、

及
び

堆

積
物

の
流

れ
や

質
に

影
響

を
及

ぼ
す

そ
の

他
の

活
動

が
海

洋
環

境

に
与

え
る

悪
影

響
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
、

流
域

計
画

の
作

成

に
港

湾
管

理
者

、
沿

岸
計

画
作

成
者

、
そ

の
他

の
関

係
者

を
必

ず

参
加

さ
せ

る
こ

と
、

生
態

系
に

基
づ

く
管

理
の

原
則

を
堆

積
物

に

影
響

を
及

ぼ
す

活
動

を
許

可
す

る
際

の
基

盤
に

す
る

よ
う

義
務

づ

け
る

こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
目
標
を
達
成
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
地

域
に

お
け

る
土

砂
の

発
生

か
ら

移
動

、
堆

積
に

い
た

る
過

程
を

環
境

へ
の

影
響

を
考

慮
し

て
、

戦
略

的
に

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

こ
の

取
り

組
み

は

既
に

例
え

ば
国

が
管

理
す

る
相

模
川

流
域

で
行

わ
れ

、
例

え
ば

県
が

管
理

す

る
酒

匂
川

な
ど

で
も

取
り

組
み

が
始

ま
っ

て
い

る
。

多
く

の
場

合
に

検
討

は

現
状

の
把

握
に

と
ど

ま
っ

て
お

り
、

今
後

は
さ

ら
に

戦
略

の
立

案
へ

と
歩

を

進
め
る

べ
き

で
あ

る
。

 

浚
渫

土
処

理
の

費
用

便
益

分
析

 
△

 

12
-2

.米
国

陸
軍

工
兵

隊
は

、
浚

渫
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

選
択

す
る

最
低

コ
ス

ト
の

処
分

方
法

に
は

、
浚

渫
物

を
再

利
用

す
る

選
択

肢
や

そ

の
他

の
処

分
方

法
に

つ
い

て
、

あ
ら

ゆ
る

経
済

上
及

び
環

境
上

の

費
用

と
便

益
が

よ
り

正
確

に
計

算
さ

れ
、

反
映

さ
れ

る
よ

う
に

す

べ
き

で
あ
る
。

 

－
現

時
点

で
は

、
浚

渫
土

が
有

効
に

利
用

さ
れ

ず
、

沖
合

に
投

棄
さ

れ
る

例
も

あ
り

、
ま

ず
有

効
利

用
の

方
法

を
検

討
す

る
べ

き
段

階
に

あ
る

。
し

た
が

っ

て
費
用

便
益

分
析

に
つ

い
て

検
討

す
る

段
階

に
達

し
て

い
な

い
と

い
え

る
。

 

政
府

機
関

に
よ

る
研

究
の

強
化

と
戦
略

策
定

 
○

 

12
-4

.米
国

陸
軍

工
兵

隊
(U

.S
. 

A
rm

y 
C

or
ps

 
of

 
En

gi
ne

er
s:

 
U

SA
C

E)
、

N
O

A
A
、

米
国

環
境

保
護

庁
(U

.S
. 

En
vi

ro
nm

en
ta

l 
Pr

ot
ec

tio
n 

A
ge

nc
y)
、

及
び

米
国

地
質

調
査

所
(U

.S
. 

G
eo

lo
gi

ca
l 

Su
rv

ey
)は

、
土

砂
管

理
の

改
善

を
図

る
た

め
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

、
研

究
、

技
術

開
発

と
強

化
す

る
戦

略
を

策
定

す

べ
き

で
あ

る
。

連
邦

議
会

は
、

米
国

陸
軍

工
兵

隊
に

対
し

、
過

去

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

結
果

の
監

視
及

び
そ

の
活

動
が

沿
岸

流
域

及

び
生

態
系

に
与

え
る

蓄
積

的
か

つ
地

域
的

な
影

響
に

つ
い

て
の

研

究
を

奨
励

す
る

た
め

に
、

現
行

の
認

可
及

び
資

金
提

供
プ

ロ
セ

ス

を
変

更
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
日

本
の

研
究

機
関

の
研

究
項

目
を

こ
の

方
向

で
総

合
化

す
る

必
要

が
あ

る
。

わ
が

国
に

お
い

て
は

従
来

よ
り

も
政

府
研

究
機

関
間

の
研

究
交

流
の

場
は

広

が
っ

て
い

る
が

、
全

体
を

拘
束

力
の

あ
る

戦
略

で
導

い
て

い
こ

う
と

い
う

動

き
は

少
な

い
。

戦
略

を
練

る
た

め
に

は
現

状
の

把
握

と
そ

れ
に

基
づ

く
討

論

が
必

要
で

、
こ

れ
も

既
に

始
ま

っ
て

は
い

る
が

、
動

き
を

加
速

す
る

必
要

が

あ
る
。
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11
）
第

13
章
：

海
上
で

の
商

業
と
輸

送
を

支
え

る
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

海
上

輸
送

シ
ス

テ
ム

の
主

管
官

庁
の
指

定
 

－
 

13
-1

.連
邦

議
会

は
、

米
国

運
輸

省
を

海
上

輸
送

シ
ス

テ
ム

の
計

画
立

案
及

び
監

督
の

主
管

連
邦

政
府

機
関

に
指

定
す

べ
き

で
あ

る
。

米

国
運

輸
省

は
、

同
シ

ス
テ

ム
の

状
況

及
び

将
来

の
ニ

ー
ズ

に
関

す

る
定

期
的

な
報

告
書

を
提

出
す

べ
き

で
あ

る
。

国
家

海
洋

会
議

は
、

他
の

連
邦

政
府

機
関

の
重

複
し

て
い

る
機

能
を

明
ら

か
に

し
、

米
国

運
輸

省
へ

の
当

該
機

能
移

転
の

妥
当

性
に

つ
い

て
勧

告

を
行

う
べ
き
で
あ
る
。

 

－
本

来
は

、
「

海
上

輸
送

シ
ス

テ
ム

」
と

い
う

狭
い

観
点

か
ら

で
は

な
く

、

「
海

洋
政

策
」

と
い

う
広

い
観

点
か

ら
の

主
管

官
庁

に
つ

い
て

論
じ

ら
れ

る

べ
き
と

考
え

る
。

 

海
上

輸
送

シ
ス

テ
ム

省
庁

間
委

員
会
の

設
置

 
 

－
 

13
-2

.連
邦

議
会

は
海

上
輸

送
シ

ス
テ

ム
省

庁
間

委
員

会
を

成
文

化

し
、

こ
れ

を
国

家
海

洋
会

議
の

監
督

下
に

置
く

べ
き

で
あ

る
。

同

委
員

会
は

、
米

国
海

上
輸

送
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
参

加
者

間
の

連

携
を

強
化

し
、

他
の

輸
送

方
式

や
他

の
海

洋
及

び
沿

岸
利

用
及

び

活
動

と
の
統
合
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
上

記
と

同
様

に
、

「
海

上
輸

送
シ

ス
テ

ム
」

と
い

う
狭

い
観

点
か

ら
の

省
庁

間
委

員
会

で
は

な
く

、
「

海
洋

政
策

」
と

い
う

広
い

観
点

か
ら

の
省

庁
間

委

員
会
の

設
置

に
つ

い
て

論
じ

ら
れ

る
べ

き
と

考
え

る
。

 

国
家

貨
物

輸
送

戦
略

案
の

策
定

 
－

 

13
-3

.米
国

運
輸

省
は

、
米

国
経

済
及

び
国

際
及

び
国

内
貿

易
の

持
続

的
成

長
を

促
す

た
め

の
新

た
な

国
家

貨
物

輸
送

戦
略

案
を

作
成

す

べ
き

で
あ

る
。

こ
の

戦
略

で
は

、
海

洋
輸

送
シ

ス
テ

ム
と

交
通

イ

ン
フ

ラ
の

そ
の

他
の

構
成

要
素

(高
速

道
路

、
鉄

道
、

飛
行

場
な

ど
)と

の
接

続
の

改
善

を
図

る
べ

き
で

あ
る

。
新

戦
略

に
基

づ
い

て
、

国
家

的
に

重
要

な
複

合
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

計
画

立
案

及
び

実

施
に

向
け
て
の
投
資
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 

－
基

本
法

あ
る

い
は

法
令

で
規

定
す

る
の

で
は

な
く

、
む

し
ろ

「
審

議
会

の
答

申
」
の

よ
う

な
取

り
扱

い
に

な
じ

む
も

の
と

考
え

る
。

 
ま

た
、

内
容

に
つ

い
て

は
、

海
上

輸
送

を
含

む
と

は
言

え
輸

送
全

体
の

問
題

を

取
り

扱
っ

て
い

る
た

め
、

「
海

洋
政

策
」

か
ら

は
若

干
は

み
出

し
て

い
る

と

思
わ
れ

る
。

 

sh
or

t 
se

a 
sh

ip
pi

ng
 の

分

析
と

評
価
の

実
施

 
－

 
13

-4
.米

国
運

輸
省

は
、

沿
岸

及
び

近
海

航
行

船
の

増
加

の
潜

在
的

な

社
会

的
及

び
経

済
的

利
益

の
徹

底
分

析
及

び
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実

施
す

べ
き
で
あ
る
。

 

－
基

本
法

あ
る

い
は

法
令

で
規

定
す

る
の

で
は

な
く

、
む

し
ろ

「
審

議
会

の
答

申
」
の

よ
う

な
取

り
扱

い
に

な
じ

む
も

の
と

考
え

る
。

 

複
合

一
貫

輸
送

シ
ス

テ
ム

の
能

力
強
化

 
－

 

13
-5

.米
国

運
輸

省
は

、
そ

の
他

の
適

切
な

機
関

と
協

力
し

て
、

全
国

的
な

デ
ー

タ
収

集
・

調
査

・
分

析
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
設

定
し

、
米

国

の
貨

物
の

流
れ

の
全

体
像

を
示

す
と

と
も

に
米

国
の

複
合

一
貫

輸

送
シ

ス
テ

ム
の

能
力

強
化

を
図

る
べ

き
で

あ
る

。
米

国
運

輸
省

は
、

米
国

海
洋

産
業

の
将

来
的

な
成

長
の

ニ
ー

ズ
を

満
た

す
た

め

に
、

港
湾

及
び

複
合

一
貫

輸
送

能
力

に
対

す
る

米
国

の
将

来
的

ニ

ー
ズ

を
定

期
的

に
評

価
し

、
こ

れ
に

優
先

順
位

を
つ

け
る

べ
き

で

あ
る

。
 

－
基

本
法

あ
る

い
は

法
令

で
規

定
す

る
の

で
は

な
く

、
む

し
ろ

「
審

議
会

の
答

申
」
の

よ
う

な
取

り
扱

い
に

な
じ

む
も

の
と

考
え

る
。

 
ま

た
、

内
容

に
つ

い
て

は
、

海
上

輸
送

を
含

む
と

は
言

え
輸

送
全

体
の

問
題

を

取
り

扱
っ

て
い

る
た

め
、

「
海

洋
政

策
」

か
ら

は
若

干
は

み
出

し
て

い
る

と

思
わ
れ

る
。
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項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

海
上

輸
送

に
お

け
る

緊
急

事
態

対
応
の

考
慮

 
－

 

13
-6

.米
国

運
輸

省
は

国
家

貨
物

輸
送

戦
略

の
策

定
に

あ
た

り
、

米
国

国
土

安
全

保
障

省
及

び
連

邦
緊

急
事

態
管

理
庁

と
緊

密
に

協
力

し

て
、

港
湾

保
安

そ
の

他
の

緊
急

事
態

対
応

要
件

を
盛

り
込

む
べ

き

で
あ

る
。

こ
の

戦
略

は
、

国
家

安
全

保
障

及
び

港
湾

業
務

に
対

す

る
脅

威
の

予
防

、
及

び
代

替
港

湾
能

力
の

利
用

可
能

性
に

つ
い

て

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
な

ど
、

か
か

る
事

態
の

影
響

を
抑

え
る

対
応

及

び
復

旧
策
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
政

策
と

い
う

よ
り

も
、

緊
急

事
態

対
応

と
い

う
観

点
か

ら
論

じ
ら

れ
る

べ
き

項
目

で
あ

る
が

、
海

洋
基

本
法

に
緊

急
事

態
対

応
に

係
る

記
述

が
設

け

ら
れ
る

場
合

に
は

、
本

項
目

に
つ

い
て

も
考

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。
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12
）
第

14
章
：

沿
岸
の

水
質

汚
染
へ

の
取

り
組

み
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

 

◎
 

14
-1

.米
国

環
境

保
護

庁
(E

PA
)及

び
州

は
、

栄
養

素
汚

染
水

域
に

流

れ
込

む
廃

水
処

理
工

場
か

ら
の

廃
水

に
対

し
、

高
度

な
栄

養
素

除

去
を

義
務

づ
け

る
べ

き
で

あ
る

。
さ

ら
に

、
家

庭
及

び
工

業
用

化

学
薬

品
が

廃
水

に
与

え
る

影
響

の
範

囲
の

特
性

を
明

ら
か

に
す

る

た
め

の
積
極
的
な
取
り
組
み
を
支
援
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
こ

れ
は

経
産

省
で

の
工

場
排

水
規

制
や

そ
の

他
の

地
方

自
治

体
に

よ
る

規
制

な
ど

が
含

ま
れ

る
と

思
わ

れ
る

が
、

公
的

な
規

制
を

強
め

る
べ

き
で

あ
る

と

言
う
論

旨
は

正
し

い
。

 

 

○
 

14
-2

.米
国

環
境

保
護

庁
及

び
州

は
、

地
域

社
会

に
よ

る
汚

水
処

理
シ

ス
テ

ム
及

び
そ

の
他

の
現

地
処

理
施

設
の

許
可

、
設

計
、

設
置

、

運
用

、
維

持
の

向
上

を
促

す
技

術
及

び
財

政
支

援
を

強
化

す
べ

き

で
あ

る
。

州
及

び
地

方
政

府
は

、
米

国
環

境
保

護
庁

の
協

力
を

得

て
、

汚
水

処
理

シ
ス

テ
ム

に
関

す
る

効
果

的
な

建
築

基
準

法
及

び

土
地

利
用

規
制

条
例

を
採

択
し

、
定

期
的

な
保

守
の

も
た

ら
す

メ

リ
ッ

ト
に
関
す
る
公
教
育
を
改
善
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
東

京
な

ど
大

都
会

で
の

汚
水

処
理

シ
ス

テ
ム

を
よ

り
高

度
化

し
、

さ
ら

に
地

方
で

生
活

排
水

処
理

シ
ス

テ
ム

を
整

備
す

る
た

め
に

技
術

お
よ

び
財

政
支

援

す
る

こ
と

は
我

が
国

に
も

当
て

は
ま

る
。

し
か

し
、

公
教

育
の

項
は

あ
ま

り

意
義
が

は
っ

き
り

し
な

い
。

 

 

◎
 

14
-3

.米
国

環
境

保
護

庁
及

び
米

国
農

務
省

は
、

動
物

排
泄

物
の

栄
養

素
除

去
に

関
す

る
研

究
に

資
金

援
助

を
し

、
動

物
排

泄
物

よ
り

生

じ
た

栄
養

素
及

び
病

原
体

を
農

地
に

留
め

て
お

く
最

善
の

管
理

方

法
を

さ
ら

に
改

良
す

べ
き

で
あ

る
。

水
質

基
準

を
満

た
す

必
要

が

あ
る

場
合

、
州

は
大

規
模

畜
産

経
営

体
に

対
す

る
規

制
管

理
を

連

邦
政

府
の
規
制
に
加
え
て
公
布
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
我

が
国

で
も

動
物

排
泄

物
処

理
の

問
題

は
、

次
第

に
認

識
が

大
き

く
な

っ
て

い
る

。
現

在
、

大
規

模
経

営
の

施
設

に
関

し
て

は
法

規
上

の
網

が
か

か
っ

て

い
る

が
そ

の
見

直
し

や
、

小
規

模
経

営
か

ら
の

排
泄

物
の

処
理

は
遅

れ
て

い

る
。
法

的
整

備
及

び
資

金
援

助
を

考
え

る
べ

き
で

あ
る

。
 

 

○
 

14
-4

.米
国

環
境

保
護

庁
は

、
州

及
び

地
方

政
府

と
協

力
し

て
、

今
後

数
十

年
に

お
け

る
受

け
入

れ
能

力
の

増
加

及
び

処
理

の
厳

格
化

に

対
す

る
要

求
を

予
測

し
て

、
米

国
の

現
在

の
老

朽
化

し
た

不
適

切

な
廃

水
及

び
飲

料
水

基
盤

の
た

め
に

、
優

先
順

位
づ

け
さ

れ
た

包

括
的

長
期
融
資
計
画
を
策
定
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
趣

旨
は

理
解

で
き

る
。

特
に

生
活

排
水

処
理

を
地

方
で

も
積

極
的

に
進

め
る

べ
き
。

 

 

△
 

14
-5

.米
国

環
境

保
護

庁
及

び
州

は
、

水
質

汚
染

管
理

手
段

と
し

て
、

栄
養

素
及

び
堆

積
物

に
関

す
る

取
引

可
能

な
ク

レ
ジ

ッ
ト

の
実

験

を
行

い
、

当
該

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

水
質

汚
染

削
減

に
対

す
る

継
続

的

な
効

果
を
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
こ
の
よ
う

な
制

度
は

現
在

の
日

本
の

実
情

に
は

そ
ぐ

わ
な

い
の

で
は

な
い

か
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項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

 

○
 

14
-6

.米
国

環
境

保
護

庁
及

び
州

は
、

連
邦

汚
染

物
質

排
出

防
止

シ
ス

テ
ム

の
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
の

近
代

化
を

図
る

と
と

も
に

、
同

プ

ロ
グ

ラ
ム

の
強

制
力

を
強

化
し

て
、

許
可

要
件

の
遵

守
状

況
を

改

善
し

、
効

果
的

な
継

続
的

監
視

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

開
発

す
べ

き
で

あ

る
。

 

－
効

果
的

な
水

質
汚

染
に

関
す

る
継

続
的

な
監

視
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
開

発
す

る
こ

と
は
必

要
な

こ
と

。
 

 

○
 

14
-7

.米
国

農
務

省
(U

SD
A

)は
、

そ
の

保
全

プ
ロ

グ
ラ

ム
及

び
資

金

提
供

と
米

国
環

境
保

護
庁

や
N

O
A

A
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
な

ど
の

ノ

ン
ポ

イ
ン

ト
汚

染
削

減
を

目
指

す
他

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
の

調
整

を

図
る

べ
き

で
あ

る
。

米
国

農
務

省
の

天
然

資
源

保
全

局
は

、
州

の

保
全

担
当

者
が

連
邦

政
府

及
び

州
の

水
質

管
理

機
関

や
州

の
沿

岸

管
理

機
関
の
代
表
と
連
携
を
図
る
こ
と
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
我

が
国

の
場

合
で

も
、

ノ
ン

ポ
イ

ン
ト

汚
染

の
削

減
を

目
指

す
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
各

省
庁

で
独

自
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

は
あ

り
う

る
。

こ
れ

を
各

中
央

省

庁
お

よ
び

地
方

行
政

組
織

と
の

該
当

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

連
携

を
強

化
す

べ
き

と

書
き
換

え
れ

ば
そ

の
趣

旨
は

も
っ

と
も

で
あ

る
。

 

 

○
 

14
-8

.国
家

海
洋

会
議

は
、

被
害

を
受

け
た

す
べ

て
の

沿
岸

流
域

の
ノ

ン
ポ

イ
ン

ト
汚

染
の

大
幅

削
減

を
国

家
目

標
と

し
て

設
定

し
、

人

間
の

健
康

及
び

生
態

系
に

基
づ

く
水

質
基

準
の

達
成

に
焦

点
を

合

わ
せ

た
具

体
的

か
つ

測
定

可
能

な
目

標
を

設
定

す
べ

き
で

あ
る

。

国
家

海
洋

会
議

は
、

こ
う

し
た

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
連

邦

政
府

の
ノ

ン
ポ

イ
ン

ト
汚

染
プ

ロ
グ

ラ
ム

す
べ

て
の

調
整

が
確

実

に
図

ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
沿

岸
流

域
の

水
質

基
準

を
人

間
の

健
康

お
よ

び
生

態
系

の
健

全
さ

を
指

標
と

し
た

数
値

に
設

定
す

る
こ

と
は

、
大

き
な

進
歩

で
あ

る
の

で
、

考
え

方
と

し

て
は
取

り
入

れ
る

べ
き

で
あ

ろ
う

。
 

 

△
 

14
-9

.連
邦

政
府

に
よ

る
ノ

ン
ポ

イ
ン

ト
汚

染
対

策
の

改
善

及
び

強
化

を
図

る
た

め
、

連
邦

議
会

は
水

質
汚

濁
防

止
法

を
改

正
し

て
、

N
O

A
A

の
執
行
権
限
を
有
す
る
ノ
ン
ポ
イ
ン
ト
汚
染
プ
ロ
グ
ラ
ム

(沿
岸

域
再
授
権
改
正
法

62
17

条
に
基
づ
い
て
設
定

)を
米
国
環
境

保
護

庁
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
型

プ
ロ

グ
ラ

ム
(水

質
汚

染
防

止
法

31
9
条

に
基
づ
い
て
設
定

)の
一
部
に
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
我

が
国

で
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

型
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
ど

の
よ

う
に

機
能

す
る

か
不

明
。

 

 

△
 

14
-1

0.
連

邦
議

会
は

、
州

が
独

自
の

水
質

基
準

の
達

成
に

向
け

て
有

意
な

進
捗

を
み

せ
な

い
場

合
に

、
水

質
汚

染
防

止
法

及
び

そ
の

他

の
適

用
法

に
基

づ
い

て
、

連
邦

政
府

機
関

が
財

務
的

な
怠

慢
防

止

策
を

課
し

、
確

実
に

行
動

に
移

さ
せ

る
た

め
の

強
制

力
の

あ
る

管

理
手

段
を
講
じ
る
権
限
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
こ

れ
は

我
が

国
の

場
合

、
地

方
公

共
団

体
の

規
制

が
ゆ

る
い

場
合

国
に

よ
る

規
制

を
強

め
て

よ
り

強
制

力
の

あ
る

形
で

水
質

管
理

を
行

う
趣

旨
で

あ
る

が
、

我
が

国
で

は
、

国
の

規
制

の
強

制
力

が
強

い
の

で
、

そ
の

規
制

以
下

に

地
方

公
共

団
体

が
す

る
こ

と
は

ま
ず

な
い

。
逆

に
、

地
方

で
よ

り
厳

し
い

規

制
を
か

け
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。
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項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

 

◎
 

14
-1

1.
米

国
環

境
保

護
庁

及
び

そ
の

他
の

適
切

な
機

関
は

、
地

方
の

土
地

利
用

に
関

す
る

意
思

決
定

者
に

対
し

、
沿

岸
水

質
を

保
護

す

る
適

正
な

土
地

利
用

の
決

定
を

下
す

上
で

必
要

な
知

識
と

手
段

を

提
供

す
る

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
増

や
す

べ
き

で
あ

る
。

州
及

び
地

方
政

府
は

規
則

及
び

条
例

を
改

正
し

て
、

土
地

利

用
の

計
画

立
案

及
び

意
思

決
定

に
あ

た
っ

て
は

、
洪

水
へ

の
影

響

な
ど

、
開

発
が

水
質

に
与

え
る

個
別

の
影

響
や

累
積

的
影

響
を

入

念
に

検
討
す
る
こ
と
を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
も

っ
と

も
な

勧
告

で
あ

る
。

地
方

の
行

政
組

織
に

統
合

的
な

沿
岸

管
理

の
考

え
方
を

普
及

さ
せ

る
努

力
を

我
が

国
で

も
早

急
に

す
す

め
る

べ
き

で
あ

る
。

 

 

○
 

14
-1

2.
米

国
環

境
保

護
庁

は
、

州
及

び
地

方
政

府
と

協
力

し
て

、
洪

水
管

理
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
包

括
的

な
ア

プ
ロ

ー
チ

に
基

づ
い

て
策

定

さ
れ

る
よ

う
に

す
べ

き
で

あ
る

。
包

括
的

な
ア

プ
ロ

ー
チ

に
は

、

最
善

の
管

理
方

法
を

義
務

づ
け

る
規

則
及

び
条

例
、

法
的

要
件

の

実
施

の
強

化
、

目
標

及
び

州
の

水
質

基
準

の
達

成
状

況
を

判
断

し
、

現
行

の
問

題
点

を
明

ら
か

に
す

る
た

め
の

監
視

、
活

動
が

効

果
的

に
実

施
さ

れ
、

必
要

に
応

じ
て

最
善

の
管

理
方

法
が

修
正

さ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

順
応

的
管

理
ア

プ
ロ

ー
チ

、
公

教
育

の

改
善

、
洪

水
管

理
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
導

入
及

び
実

施
に

十
分

な
資

金

及
び

人
材
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

 

－
我

が
国

で
は

、
国

交
省

が
基

本
的

に
河

川
の

洪
水

管
理

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

策
定

し
て

お
り

、
そ

の
意

味
で

は
包

括
的

な
ア

プ
ロ

ー
チ

が
す

で
に

な
さ

れ
て

い

る
？

 
（

中
・

小
河

川
は

地
方

公
共

団
体

の
管

轄
で

あ
る

が
同

じ
よ

う
な

法
的

規
制

が

か
か
っ

て
い

る
と

理
解

し
て

い
る

）
 

 
△

 
14

-1
3.
米

国
環

境
保

護
庁

、
州

、
及

び
流

域
組

織
は

、
特

に
大

気
降

下
物

が
発

生
源

か
ら

離
れ

た
州

の
水

域
に

影
響

を
及

ぼ
す

場
合

の

地
域

的
な
大
気
降
下
物
管
理
体
制
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
我

が
国

で
は

、
河

川
の

流
域

が
せ

ま
く

、
か

つ
水

源
か

ら
河

口
ま

で
の

到
達

日
数

が
短

い
た

め
大

気
降

下
物

に
よ

る
河

川
の

水
質

汚
染

は
ま

だ
研

究
段

階

で
あ
ろ

う
。
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13
）
第

15
章
：

全
国
的

モ
ニ

タ
リ
ン

グ
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

創
設

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

水
質

監
視

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
 

－
 

14
-1

.N
O

A
A
、

米
国

地
質

調
査

所
、

及
び

米
国

環
境

保
護

庁
は

、
そ

の
他

の
適

切
な

機
関

と
協

力
し

て
、

大
気

降
下

物
の

監
視

を
含

む

既
存

及
び

計
画

中
の

監
視

活
動

の
調

整
を

図
る

全
米

水
質

監
視

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

す
べ

き
で

あ
る

。
こ

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

は
、

長
期

的
に

水
質

の
傾

向
及

び
状

態
を

評
価

す
る

の
に

欠
か

せ

な
い

重
要

な
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
及

び
測

定
に

対
し

て
連

邦
政

府
が

資

金
援

助
す
る
と
い
う
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
わ

が
国

に
も

同
様

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

よ
り

強
固

に
作

り
上

げ
る

必
要

性
が

あ
る

。
国

土
交

通
省

が
主

導
し

て
い

る
東

京
湾

環
境

情
報

セ
ン

タ
ー

な
ど

は

こ
の

先
駆

的
試

み
と

位
置

づ
け

ら
れ

る
。

全
国

を
カ

バ
ー

す
る

た
め

に
、

地

域
に

よ
っ

て
国

が
直

轄
で

デ
ー

タ
を

集
め

る
必

要
も

あ
る

。
こ

の
中

に
は

海

岸
、
海

洋
の

観
測

シ
ス

テ
ム

も
含

ま
れ

る
。

 

デ
ー

タ
監

視
項

目
の

効
果

的
な

展
開

 
－

 

14
-2

.N
O

A
A
、

米
国

地
質

調
査

所
、

及
び

米
国

環
境

保
護

庁
は

、
そ

の
他

の
適

切
な

機
関

と
協

力
し

て
、

全
米

水
質

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

次
の

要
素

を
確

実
に

含
め

る
よ

う
に

す
べ

き
で

あ

る
。

す
な

わ
ち

、
利

用
者

の
ニ

ー
ズ

を
満

た
し

管
理

の
成

功
度

を

評
価

す
る

明
確

に
定

め
ら

れ
た

目
標

、
必

要
に

応
じ

て
他

の
変

数

も
測

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
地

域
的

柔
軟

性
を

も
っ

た
測

定
す

べ

き
中

核
的

変
数

セ
ッ

ト
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
場

所
、

方
法

、
及

び

時
期

を
明

確
に

し
、

時
間

的
及

び
空

間
的

尺
度

、
確

率
的

及
び

固

定
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
、

な
ら

び
に

有
害

因
子

及
び

影
響

を
中

心
と

し

た
測

定
な

ど
の

構
成

に
よ

る
全

体
的

シ
ス

テ
ム

設
計

、
標

準
的

手

順
及

び
技

法
を

確
立

す
る

技
術

的
調

整
、

及
び

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

定
期

的
な

見
直

し
と

必
要

に
応

じ
た

修
正

で
あ

る
。

 

－
観

測
項

目
の

効
果

的
な

構
成

に
つ

い
て

検
討

し
、

修
正

す
る

。
そ

れ
ぞ

れ
の

国
の

機
関

あ
る

い
は

大
学

、
地

方
公

共
団

体
が

現
有

す
る

デ
ー

タ
監

視
項

目

は
既

に
多

岐
に

わ
た

っ
て

お
り

、
他

機
関

の
デ

ー
タ

と
比

較
検

討
し

な
が

ら

今
後
の

展
開

を
考

え
る

必
要

が
あ

る
。

 

デ
ー

タ
の
使

用
性

の
向

上
－

 

14
-3

.N
O

A
A
、

米
国

地
質

調
査

所
、

及
び

米
国

環
境

保
護

庁
は

、
そ

の
他

の
適

切
な

機
関

と
協

力
し

て
、

水
質

監
視

デ
ー

タ
が

時
宜

に

即
し

た
有

用
な

情
報

製
品

に
確

実
に

変
換

さ
れ

る
よ

う
に

す
べ

き

で
あ

る
。

そ
の

情
報

製
品

は
、

一
般

市
民

も
利

用
し

や
す

く
、

統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
か

ら
得

た
デ

ー
タ

に
結

び
付

い
て

い
な

け

れ
ば

な
ら
な
い
。

 

－
国

の
機

関
が

収
集

し
た

観
測

デ
ー

タ
を

、
政

策
決

定
者

や
公

共
の

使
用

に
耐

え
る

よ
う

に
公

開
し

て
い

く
こ

と
は

、
施

策
の

展
開

に
重

要
で

あ
る

。
そ

の

際
、

デ
ー

タ
の

識
別

が
デ

ー
タ

取
得

者
以

外
の

人
も

容
易

に
行

え
る

よ
う

に
、

X
M

L
形

式
を

用
い

た
メ

タ
デ

ー
タ

の
作

成
を

義
務

付
け

る
な

ど
、

使

用
性

の
向

上
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
デ

ー
タ

の
流

通
性

を
向

上
さ

せ

る
た

め
に

、
ク

リ
ア

リ
ン

グ
ハ

ウ
ス

を
設

定
す

る
な

ど
の

施
策

が
必

要
と

な

る
。

使
用

性
、

流
通

性
向

上
に

よ
り

環
境

団
体

、
N

PO
に

よ
る

デ
ー

タ
使

用
が

可
能

に
な

る
と

、
公

共
事

業
に

関
す

る
合

意
形

成
が

円
滑

に
進

ん
で

ゆ

く
可
能

性
も

あ
る

。
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14
）
第

16
章
：

船
舶
起

因
汚

染
の
削

減
と

船
舶

の
安

全
性

の
向

上
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

 
○

 

16
-3

.米
国

は
、

他
の

諸
国

と
協

力
し

て
、

旗
国

の
責

任
と

義
務

の
概

要
を

示
す

規
定

を
作

成
し

、
任

意
に

よ
る

監
査

体
制

を
確

立
す

る

こ
と

に
よ
り
、
旗
国
の
監
視
及
び
執
行
を
強
化
す
る
た
め
の

IM
O

に
お

け
る
活
動
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
旗

国
に

よ
る

船
舶

の
監

督
・

執
行

が
必

ず
し

も
十

分
で

な
い

現
状

の
中

で
、

旗
国

の
責

任
と

義
務

の
概

要
を

示
す

コ
ー

ド
の

履
行

、
旗

国
の

行
動

を
評

価

す
る

た
め

の
強

制
的

な
外

部
監

査
制

度
の

採
用

に
先

立
つ

任
意

的
な

監
査

制

度
の

履
行

な
ど

、
旗

国
の

監
督

と
執

行
を

確
保

す
る

た
め

の
IM

O
の

努
力

を
促

進
す

る
た

め
、

わ
が

国
も

諸
外

国
と

共
に

行
動

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い

と
考
え

ら
れ

る
。

 

 
○

 

16
-4

.米
国

沿
岸
警
備
隊
は
、
他
の
諸
国
と
協
力
し
て
、

IM
O

の
下
で

ポ
ー

ト
・

ス
テ

ー
ト

・
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
・

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

強
化

及

び
調

和
を

図
る

た
め

の
恒

久
的

な
仕

組
み

を
確

立
す

べ
き

で
あ

る
。

米
国

沿
岸

警
備

隊
は

、
ポ

ー
ト

・
ス

テ
ー

ト
・

コ
ン

ト
ロ

ー

ル
活

動
の

効
果

を
高

め
る

た
め

に
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
国

際

船
舶

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

を
支

援
す

る
た

め
に

、
持

続
的

に
資

金

提
供

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 

－
従

来
か

ら
米

国
は

入
港

国
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

体
制

を
強

調
し

て
き

た
が

、
世

界
的

な
船

舶
所

有
者

・
旗

国
の

監
督

責
任

の
欠

如
に

鑑
み

、
入

港
国

権
限

が

重
要

性
を

増
す

中
で

、
わ

が
国

も
、

他
の

諸
国

と
協

力
し

て
、

Ｉ
Ｍ

Ｏ
の

下

で
ポ

ー
ト

・
ス

テ
ー

ト
・

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

体
制

を
強

化
・

調
和

さ
せ

る
恒

常

的
な
仕

組
み

を
確

立
す

る
努

力
を

す
べ

き
で

あ
る

。
 

 
○

 

16
-1

3.
米

国
沿

岸
警

備
隊

は
、

石
油

流
出

対
応

関
係

グ
ル

ー
プ

と
協

力
し

て
、

米
国

の
避

難
場

所
に

関
す

る
包

括
的

な
政

策
指

針
及

び

緊
急

時
対

応
計

画
を

策
定

す
べ

き
で

あ
る

。
同

計
画

で
は

、
意

思

決
定

の
権

限
と

責
任

を
明

示
し

、
避

難
場

所
を

求
め

て
い

る
船

舶

の
組

織
的

か
つ

迅
速

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
対

応
に

つ
い

て
規

定

す
べ

き
で
あ
る
。

 

－
米

国
沿

岸
警

備
隊

は
避

難
場

所
（

pl
ac

es
 o

f 
re

fu
ge
）

に
関

す
る

包
括

的
な

政
策

指
針

と
緊

急
時

対
応

計
画

を
策

定
す

べ
き

こ
と

、
及

び
同

計
画

で
は

、

意
思

決
定

の
権

限
と

責
任

を
明

示
し

、
避

難
場

所
を

求
め

て
い

る
船

舶
の

組

織
的

か
つ

迅
速

な
ア

セ
ス

メ
ン

ト
及

び
対

応
に

つ
い

て
規

定
す

べ
き

で
あ

る

こ
と
が

勧
告

さ
れ

て
い

る
が

、
わ

が
国

で
も

、
PR

ES
TI

G
E

号
事

件
な

ど
の

経
験

か
ら

Ｉ
Ｍ

Ｏ
で

作
成

さ
れ

た
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

沿
っ

て
、

同
様

な
検

討

を
行
う

こ
と

が
必

要
で

あ
ろ

う
。

 

 
○

 

16
-1

5.
国

家
海

洋
会

議
は

、
米

国
沿

岸
警

備
隊

と
緊

密
に

連
携

し

て
、

海
事

分
野

の
意

識
を

高
め

る
イ

ニ
シ

ア
テ

ィ
ブ

を
策

定
及

び

実
施

し
、

沿
岸

及
び

海
洋

管
理

の
あ

ら
ゆ

る
ニ

ー
ズ

に
対

し
て

効

果
的

な
支
援
を
確
実
に
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
国

家
海

洋
会

議
は

、
米

国
沿

岸
警

備
隊

と
緊

密
に

協
力

し
て

、
海

事
分

野
の

意
識

を
高

め
る

イ
ニ

シ
ア

テ
ィ

ブ
を

策
定

・
実

施
し

、
沿

岸
及

び
海

洋
管

理

の
あ

ら
ゆ

る
ニ

ー
ズ

に
対

し
て

効
果

的
な

支
援

を
確

実
に

提
供

す
べ

き
こ

と

が
勧

告
さ

れ
て

い
る

が
、

こ
の

よ
う

な
包

括
的

な
ア

プ
ロ

ー
チ

は
わ

が
国

に

お
い

て
も

不
可

欠
な

も
の

に
な

る
と

考
え

ら
れ

る
。

し
か

し
、

わ
が

国
に

お

い
て

は
、

そ
れ

ら
を

総
合

的
に

策
定

・
実

施
す

る
体

制
が

十
分

で
な

い
と

こ

ろ
に
問

題
が

あ
る

。
 

 

27



15
）
第

17
章
：

侵
入
種

の
拡

散
防
止

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

第
17

章
全

体
と

し
て

 
 

◎
 

17
-3

.国
家

海
洋

会
議

は
、

水
棲

有
害

種
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

及
び

全
米

侵
入

種
評

議
会

と
協

力
し

て
、

予
防

の
重

要
性

に
つ

い
て

の
一

般

の
認

識
を

高
め

る
こ

と
を

目
的

に
、

水
棲

侵
入

種
に

関
す

る
一

般

市
民

へ
の

教
育

及
び

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

活
動

の
調

整
を

図
る

べ
き

で

あ
る

。
 

17
-5

.国
家

海
洋

会
議

は
、

連
邦

政
府

、
地

域
、

州
の

乱
立

す
る

海
棲

侵
入

種
管

理
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
見

直
し

、
調

整
、

合
理

化
を

行
う

べ

き
で

あ
る

。
最

低
限

の
費

用
で

侵
入

の
可

能
性

を
最

小
限

に
抑

え

る
、

故
意

及
び

過
失

に
よ

る
種

の
持

ち
込

み
に

関
す

る
リ

ス
ク

評

価
及

び
管

理
方

法
を

策
定

す
る

た
め

に
、

調
整

の
と

れ
た

計
画

を

実
施

す
べ
き
で
あ
る
。

 
17

-6
.米

国
は

、
外

来
水

棲
種

の
持

ち
込

み
及

び
定

着
を

最
小

限
に

抑

え
る

た
め

の
条

約
、

協
定

、
政

策
の

策
定

に
国

際
的

に
取

り
組

む

こ
と

に
よ

り
、

外
来

水
棲

種
の

蔓
延

を
抑

制
す

る
た

め
の

国
際

的

な
活

動
で
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
国

際
的

な
問

題
で

あ
り

、
海

運
国

で
あ

る
我

国
が

関
わ

る
（

加
害

者
、

被
害

者
の
両

面
で

）
部

分
が

極
め

て
大

き
い

。
 

－
環

境
保

全
、

生
物

多
様

性
保

全
、

運
輸

貿
易

、
港

湾
施

設
お

よ
び

造
船

技
術

開
発

等
の

各
面

で
、

関
係

省
庁

や
業

界
の

主
張

や
利

害
が

対
立

す
る

か
ら

、

総
合
的

な
法

制
整

備
が

必
要

。
 

－
科

学
面

で
は

我
国

が
先

行
し

て
い

る
分

野
を

含
む

（
例

、
渦

鞭
毛

藻
類

の
分

類
学
）

が
政

策
に

は
あ

ま
り

い
き

て
い

な
い

。
 

－
外

来
種

の
移

入
は

日
本

の
場

合
、

バ
ラ

ス
ト

水
の

問
題

は
か

な
り

意
識

さ
れ

て
い

る
が

、
水

産
養

殖
と

観
賞

用
生

物
の

取
り

扱
い

で
は

、
効

果
的

な
法

的

規
制
は

ほ
と

ん
ど

な
い

。
関

係
省

庁
間

の
法

制
整

備
と

調
整

が
望

ま
れ

る
。

 
－

こ
の

問
題

は
、

日
本

が
国

際
的

な
リ

ー
ダ

ー
と

し
て

取
り

組
め

、
問

題
の

解

決
と
法

制
の

整
備

に
貢

献
で

き
る

分
野

で
あ

る
。
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16
）
第

19
章
：

持
続
可

能
な

漁
業
の

達
成

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

V
M

S
の
最

大
活

用
 

○
 

19
-1

9.
米

国
海

洋
漁

業
局

は
、

地
域

漁
業

管
理

委
員

会
、

米
国

沿
岸

警
備

隊
、

及
び

そ
の

他
の

適
切

な
機

関
と

協
力

し
て

、
船

舶
監

視

シ
ス

テ
ム

(V
M

S)
を

漁
業

関
連

活
動

の
た

め
に

最
大

限
活

用
す

べ

き
で

あ
る

。
そ

の
た

め
に

は
、

乗
合

及
び

貸
切

遊
漁

船
も

含
め

、

連
邦

政
府

漁
業

計
画

の
下

で
許

可
を

得
て

い
る

す
べ

て
の

商
業

漁

船
に

対
し

て
双

方
向

の
通

信
機

能
を

備
え

た
船

舶
監

視
シ

ス
テ

ム

の
段

階
的

導
入

を
義

務
づ

け
る

こ
と

、
違

反
の

可
能

性
を

監
視

し
、

こ
れ

に
対

処
す

る
担

当
者

に
役

立
つ

V
M

S
機

能
を

採
用

す

る
こ

と
、

及
び

V
M

S
の

導
入

で
大

き
な

メ
リ

ッ
ト

が
望

め
る

州

の
漁

業
を
特
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 

－
遊

魚
船

も
含

む
漁

業
関

連
活

動
の

監
視

の
た

め
，

船
舶

監
視

シ
ス

テ
ム

（
V

M
S）

を
最

大
限

に
活

用
す

べ
き

で
あ

る
。

 

国
連

漁
業

資
源

協
定

の
批

准
 

◎
 

19
-2

3.
米

国
国

務
省

は
、

そ
の

他
の

適
切

な
機

関
と

協
力

し
て

、
国

連
公

海
漁
業
実
施
協
定

(F
is

h 
St

oc
ks

 A
gr

ee
m

en
t)及

び
FA

O
遵
守

協
定

(C
om

pl
ia

nc
e 

A
gr

ee
m

en
t)を

批
准
す
る
よ
う
す
べ
て
の
諸
国

に
促

す
べ

き
で

あ
る

。
特

に
米

国
は

、
他

国
が

上
記

協
定

に
批

准

し
た

場
合

、
そ

の
国

が
米

国
の

排
他

的
経

済
水

域
内

で
漁

業
資

源

を
捕

獲
で

き
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

設
け

る
べ

き
で

あ
る

。
米

国

及
び

そ
の

他
の

署
名

国
は

、
す

べ
て

の
国

に
上

記
協

定
の

批
准

及

び
施

行
を
促
す
奨
励
策
を
策
定
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
わ

が
国

は
当

初
国

連
漁

業
資

源
協

定
の

批
准

に
反

対
し

て
い

た
が

、
水

産
庁

内
部

で
も

批
准

の
メ

リ
ッ

ト
を

認
め

る
意

見
が

増
え

て
い

る
。

EC
も

含
む

主
要
国

が
す

べ
て

加
入

し
て

い
る

こ
の

協
定

に
早

期
批

准
す

べ
き

で
あ

る
。

 

FA
O

の
責

任
あ

る
漁

業
の

た
め

の
行
動

規
範

の
実

施
○

 

19
-2

6.
海

洋
関

連
国

際
政

策
の

策
定

及
び

実
施

を
担

当
す

る
国

家
海

洋
会

議
の

国
際

委
員

会
は

、
他

の
諸

国
に

対
し

て
国

連
食

糧
農

業

機
関

(F
A

O
)の

責
任

あ
る

漁
業

の
た

め
の

行
動

規
範

(C
od

e 
of

 
C

on
du

ct
 f

or
 R

es
po

ns
ib

le
 F

is
he

rie
s)
及

び
そ

の
他

の
行

動
計

画

(P
la

ns
 o

f A
ct

io
ns

)の
採
用
を
奨
励
す
る
最
も
効
果
的
な
方
法
を
特

定
す

る
た

め
の

プ
ロ

セ
ス

を
開

始
し

、
米

国
国

務
省

及
び

国
家

海

洋
会

議
に
そ
の
結
果
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
FA

O
総

会
で

採
択

さ
れ
た

FA
O

行
動
規

範
の

多
く

の
部

分
は

わ
が

国
で

は

実
施

済
み

で
あ

る
が

、
他

の
国

の
模

範
と

す
る

た
め

に
も

、
国

内
実

施
の

た

め
の
策

を
講

じ
る

べ
き

で
あ

る
。
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17
）
第

20
章
：

海
産
哺

乳
動

物
と
絶

滅
に

瀕
す

る
海

洋
種

の
保

護
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

海
洋

哺
乳

動
物

に
関

す
る

勧
告

 
△

 
 

第
20

章
の

す
べ

て
の

勧
告

は
わ

が
国

に
当

て
は

ま
ら

な
い

。
 

   
18

）
第

21
章
：

サ
ン
ゴ

礁
と

そ
れ
を

取
り

巻
く

群
集

の
保

全
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

第
21

章
全

体
と

し
て

 
◎

 

21
-1

.連
邦

議
会

は
、

サ
ン

ゴ
生

態
系

の
研

究
、

保
護

、
再

生
を

対
象

と
す

る
サ
ン
ゴ
保
護
管
理
法

(C
or

al
 P

ro
te

ct
io

n 
an

d 
M

an
ag

em
en

t 
A

ct
)を

可
決

す
べ

き
で

あ
る

。
こ

の
法

律
は

、
主

と
し

て
N

O
A

A
及

び
米

国
サ

ン
ゴ

礁
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

(U
.S

. 
C

or
al

 R
ee

f 
Ta

sk
 

Fo
rc

e)
に

よ
る

地
図

作
製

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

研
究

に
支

援
を

提

供
す

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

 
21

-4
.米

国
サ

ン
ゴ

礁
タ

ス
ク

フ
ォ

ー
ス

は
、

サ
ン

ゴ
礁

生
態

系
に

関

連
す

る
重

要
な

研
究

及
び

デ
ー

タ
の

ニ
ー

ズ
を

明
確

に
す

べ
き

で

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

ニ
ー

ズ
を

政
府

機
関

の
研

究
資

金
調

達
の

指

針
と

し
、

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

の
設

計
及

び
実

施
に

取
り

入

れ
る

べ
き
で
あ
る
。

 

－
先

進
国

の
中

で
大

き
な

サ
ン

ゴ
礁

を
持

っ
て

い
る

国
は

日
本

と
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

だ
け

で
あ

る
の

に
、

そ
の

存
在

が
沖

縄
お

よ
び

周
辺

に
限

ら
れ

て
い

る

た
め

か
、

我
国

の
サ

ン
ゴ

礁
へ

の
関

心
は

官
民

と
も

低
い

。
米

国
が

こ
れ

ほ

ど
高
い

関
心

を
示

し
て

い
る

例
は

、
我

が
国

へ
の

警
鐘

に
も

な
る

。
 

－
サ

ン
ゴ

礁
の

保
護

・
保

全
に

つ
い

て
は

国
際

サ
ン

ゴ
礁

イ
ニ

シ
ア

チ
ブ

で
国

際
的

に
も

取
り

組
ま

れ
て

い
る

。
し

か
し

、
農

水
省

な
ど

い
く

つ
か

の
我

国

の
省

庁
は

予
想

さ
れ

る
利

害
の

不
一

致
か

ら
、

取
り

組
み

に
積

極
的

で
は

な

い
よ

う
に

見
え

る
。

サ
ン

ゴ
礁

の
環

境
に

関
し

て
も

、
沿

岸
開

発
や

観
光

開

発
を

重
視

す
る

省
庁

・
自

治
体

の
考

え
は

、
保

全
や

修
復

を
後

押
し

す
る

も

の
ば

か
り

で
は

な
い

。
見

解
と

展
望

の
統

一
と

法
制

整
備

が
必

要
だ

し
、

サ

ン
ゴ
礁

保
全

の
た

め
の

研
究

助
成

の
充

実
が

望
ま

れ
る

。
 

－
20

04
年

６
月

に
沖

縄
で

行
わ

れ
た

国
際

サ
ン

ゴ
礁

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

で
は

サ

ン
ゴ
礁

の
保

全
を

訴
え

る
沖

縄
宣

言
が

参
加

者
全

員
の

合
意

で
出

さ
れ

た
。
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）
第

23
章
：

海
と
人

の
健

康
を
結

ぶ
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

 
◎

 

23
-1

.N
O

A
A
、

全
米

科
学

財
団

、
国

立
環

境
衛

生
科

学
研

究
所

、
及

び
そ

の
他

の
適

切
な

機
関

は
、

競
争

的
に

付
与

さ
れ

る
助

成
金

と

連
邦

政
府

指
定

セ
ン

タ
ー

の
支

援
の

両
方

を
通

し
て

、
海

洋
生

物

の
進

化
、

生
態

学
、

化
学

、
分

子
生

物
学

の
学

際
的

研
究

を
奨

励

し
、

潜
在

的
な

海
洋

バ
イ

オ
製

品
を

発
見

し
、

実
用

的
な

複
合

物

を
開

発
す

る
た

め
の

研
究

開
発

活
動

の
拡

大
を

支
援

す
べ

き
で

あ

る
。

 

－
海

洋
の

生
態

系
に

従
っ

た
海

洋
管

理
を

進
め

て
い

く
と

い
う

大
前

提
は

、
正

し
い

と
考

え
ら

れ
る

。
そ

こ
か

ら
必

然
的

に
生

ま
れ

て
く

る
海

洋
生

物
、

特

に
従

来
漁

獲
の

対
象

に
な

っ
て

い
な

い
大

部
分

の
生

物
群

集
の

総
合

的
な

理

解
を

深
め

る
こ

と
が

、
生

態
系

の
管

理
に

も
必

要
で

あ
り

、
さ

ら
に

は
、

漁

業
以
外

の
海

洋
生

物
の

広
範

囲
な

利
用

に
結

び
つ

く
。

 

 
○

 
23

-2
.N

O
A

A
、

全
米

科
学

財
団

、
国

立
環

境
衛

生
科

学
研

究
所

、
及

び
そ

の
他

の
適

切
な

機
関

は
、

海
洋

微
生

物
学

及
び

ウ
ィ

ル
ス

学

の
研

究
活
動
の
拡
大
を
支
援
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
趣

旨
は

理
解

で
き

る
が

、
海

洋
生

物
の

研
究

は
微

生
物

、
ウ

ィ
ル

ス
に

限
ら

ず
生

態
系

の
キ

ー
ス

ト
ー

ン
生

物
あ

る
い

は
群

集
を

中
心

に
研

究
活

動
を

拡

大
し
そ

の
支

援
を

行
う

べ
き

で
あ

ろ
う

。
 

 
○

 

23
-3

.N
O

A
A
、

全
米

科
学

財
団

、
国

立
環

境
衛

生
科

学
研

究
所

、
及

び
そ

の
他

の
適

切
な

機
関

は
、

海
洋

及
び

有
機

体
の

病
原

体
と

化

学
的

毒
素

の
よ

り
優

れ
た

監
視

及
び

特
定

方
法

の
開

発
及

び
実

施

を
支

援
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
化

学
毒

素
お

よ
び

病
原

体
と

並
ん

で
、

我
が

国
で

は
海

洋
、

特
に

沿
岸

域
に

お
け

る
内

分
泌

攪
乱

物
質

の
特

定
お

よ
び

監
視

に
お

け
る

研
究

活
動

を
強

め

る
こ

と
が

重
要

。
我

が
国

は
そ

の
蛋

白
源

を
大

き
く

海
洋

資
源

に
依

存
し

て

お
り
、

こ
の

安
全

性
の

確
保

は
極

め
て

深
刻

な
課

題
。

 

 
○

 

23
-4

.連
邦

議
会

は
、

海
洋

及
び

人
間

の
健

康
分

野
の

研
究

及
び

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
調

整
、

監
督

、
資

金
提

供
を

行
う

た

め
、

複
数

機
関

に
ま

た
が

る
全

国
的

な
海

洋
及

び
人

間
の

健
康

イ

ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
を
策
定
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
お

よ
び

人
間

の
健

康
分

野
と

言
う

領
域

設
定

が
多

少
不

明
で

あ
る

が
、

勧
告

23
-3

を
併

せ
て

見
る

と
、

海
洋

汚
染

と
生

物
資

源
を

通
じ

て
の

人
間

の
健

康
に

対
し

て
の

研
究

お
よ

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
で

あ
ろ

う
。

こ
れ

は
、

人

為
物

質
の

管
理

が
な

か
な

か
進

ま
な

い
現

在
、

自
然

系
に

頼
る

こ
と

が
多

い

海
洋

で
の

生
物

資
源

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
我

が
国

で
も

重
要

な
課

題

で
あ

る
。

 
        

31



20
）
第

24
章
：

沖
合
の

エ
ネ

ル
ギ
ー

と
他

の
鉱

物
資

源
の

管
理

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

－
 

－
 

24
-1

.連
邦

議
会

は
、

国
家

海
洋

会
議

の
イ

ン
プ

ッ
ト

を
得

た
上

で
、

連
邦

政
府

が
外

部
大

陸
棚

の
石

油
及

び
天

然
ガ

ス
の

リ
ー

ス
及

び

採
取

か
ら

得
る

収
入

の
一

部
が

、
す

べ
て

の
沿

岸
諸

州
に

対
す

る

助
成

金
を

通
し

て
持

続
可

能
な

開
発

及
び

再
生

可
能

な
海

洋
及

び

沿
岸

資
源

の
保

全
に

確
実

に
投

資
さ

れ
る

よ
う

に
す

べ
き

で
あ

る
。

助
成

金
に

つ
い

て
は

、
沿

岸
で

外
部

大
陸

棚
の

石
油

及
び

天

然
ガ

ス
が

生
産

さ
れ

る
州

の
取

り
分

を
最

高
に

し
、

隣
接

す
る

連

邦
水

域
に

お
け

る
エ

ネ
ル

ギ
ー

活
動

が
環

境
及

び
社

会
経

済
に

与

え
る

影
響
の
対
策
費
を
補
償
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
沿
岸
・

EE
Z

を
管

理
す
る
国

の
資

金
を

ど
こ

か
ら

捻
出

す
る

か
を

明
記

す
る

こ
と

は
、

極
め

て
重

要
で

あ
る

。
海

洋
の

管
理

に
必

要
と

さ
れ

る
資

金
を

、

海
域

か
ら

も
た

ら
さ

れ
る

利
益

に
由

来
し

た
国

へ
の

流
入

金
の

一
部

を
充

て

る
、

米
国

方
式

は
極

め
て

説
得

力
が

あ
る

。
し

か
し

、
米

国
国

に
は

海
に

面

し
て

い
な

い
州

が
数

多
く

あ
り

、
そ

の
結

果
、

海
の

恩
恵

を
浴

さ
な

い
州

が

多
数

存
在

す
る

。
こ

の
こ

と
も

、
米

国
方

式
を

正
当

化
す

る
一

因
と

考
え

ら

れ
る

。
 

我
が

国
の

場
合

、
米

国
と

異
な

り
、

周
辺

海
域

か
ら

の
石

油
・

天
然

ｶ
ﾞ
産

量
は

大
き

く
な

く
、

し
か

も
規

模
も

小
さ

い
こ

と
か

ら
、

収
益

が
少

な
く

、
収

益

性
も

低
い

。
従

っ
て

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

活
動

に
由

来
し

た
海

域
か

ら
の

収
益

は

極
め

て
限

ら
れ

て
い

る
。

さ
ら

に
、

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

は
極

め
て

少
な

い
こ

と

か
ら

、
漏

れ
に

よ
る

環
境

へ
の

影
響

は
少

な
い

と
考

え
ら

れ
る

。
ま

た
、

列

島
で

構
成

さ
れ

る
我

が
国

は
、

程
度

の
差

は
あ

る
が

、
国

民
の

大
多

数
が

海

か
ら

の
恩

恵
に

預
か

っ
て

い
る

と
言

っ
て

過
言

で
な

い
。

こ
の

点
も

米
国

と

大
き
く

異
な

る
点

で
あ

る
。

 
従

っ
て

、
原

資
と

し
て

は
、

１
）

一
般

会
計

か
ら

の
支

出
を

中
心

に
し

て
、

２
）

石
油

特
別

会
計

（
特

に
船

舶
重

油
に

は
ど

の
程

度
の

課
税

が
あ

る
か

を

確
認

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
）

、
３

）
新

た
に

設
け

る
、

レ
ジ

ャ
ー

ボ
ー

ト

に
対

す
る

課
税

（
既

に
存

在
す

る
か

確
認

の
必

要
あ

り
）

、
４

）
漁

業
権

に

対
す

る
課

税
、

５
）

海
底

ケ
ー

ブ
ル

税
（

湾
内

や
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
地

点
で

の

海
底
利

用
料

金
）

他
で

賄
う

こ
と

が
肝

要
で

あ
ろ

う
。
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項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

鉱
物

管
理

局
の

環
境

研
究

計
画

予
算
の

増
額

 
－

 

24
-2

.米
国

内
務

省
は

、
最

近
の

予
算

の
傾

向
を

反
転

さ
せ

て
、

鉱
物

管
理

局
の

環
境

研
究

プ
ロ

グ
ラ

ム
(E

nv
iro

nm
en

ta
l 

St
ud

ie
s 

Pr
og

ra
m

)に
対
す
る
予
算
を
増
額
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
我

が
国

で
は

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
庁

に
鉱

物
資

源
課

、
天

然
ガ

ス
課

が
設

置
さ

れ
て

お
り

、
開

発
支

援
を

担
当

し
て

い
る

。
し

か
し

、
開

発
に

伴
う

環
境

保

全
へ

の
対

応
は

決
し

て
大

き
く

な
く

、
一

元
的

な
取

り
組

み
、

ま
た

研
究

へ

の
予

算
的

処
置

は
殆

ど
さ

れ
て

な
い

。
そ

の
理

由
の

一
つ

は
、

パ
イ

プ
ラ

イ

ン
＆

オ
イ

ル
リ

グ
の

数
は

極
め

て
少

な
い

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ら

か
ら

石
油

・

天
然

ガ
ス

が
漏

れ
る

こ
と

に
よ

る
環

境
汚

染
が

限
定

さ
れ

る
た

め
と

考
え

ら

れ
る

。
し

か
し

、
海

外
で

の
石

油
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
開

発
で

は
、

本
問

題
を

避
け

て
通

る
こ

と
が

出
来

な
い

。
一

方
で

、
長

期
観

測
は

、
観

測
技

術
の

開
発

、

さ
ら
に

後
年

度
負

担
が

発
生

す
る

。
 

従
っ

て
、

海
域

に
お

け
る

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
開

発
に

伴
う

環
境

保
全

を
包

括

的
に

担
当

す
る

省
庁

横
断

的
機

関
を

新
た

に
設

置
す

る
必

要
が

あ
ろ

う
。

具

体
的

に
は

、
１

）
米

国
を

は
じ

め
と

し
た

諸
外

国
と

協
同

す
る

こ
と

に
よ

り

上
記

の
問

題
に

対
応

す
べ

き
と

考
え

ら
れ

る
。

 ２
）

メ
タ

ン
ハ

イ
ド

レ
ー

ト
開

発
で

は
諸

外
国

に
先

駆
け

、
国

策
計

画
が

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
庁

の
も

と

で
現

在
進

ん
で

い
る

。
本

計
画

に
お

け
る

環
境

保
全

の
視

点
を

さ
ら

に
推

し

進
め
る

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

 

－
 

－
 

24
-3

.N
O

A
A

は
、
鉱
物
管
理
局
及
び
海
洋
石
油
及
び
天
然
ガ
ス
産
業

と
協

力
し

て
、

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
、

船
舶

、

及
び

研
究

及
び

監
視

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

含
む

産
業

資
源

の
利

用
を

可

能
に

す
る

協
力

関
係

を
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
の

一
環

と
し

て

構
築

す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
我

が
国

で
は

、
民

間
会

社
が

所
有

す
る

技
術

お
よ

び
デ

ー
タ

の
蓄

積
は

、
限

ら
れ

て
い

る
と

推
察

さ
れ

る
。

そ
の

理
由

は
、

開
発

の
大

半
は

資
源

エ
ネ

ル

ギ
ー

庁
が

支
援

し
て

お
り

、
開

発
に

伴
う

技
術

お
よ

び
デ

ー
タ

の
蓄

積
は

、

計
画

実
施

機
関

で
あ

る
JO

G
M

EC
も

所
有

し
て

い
る

。
一

方
で

、
こ

れ
ま

で
は

H
SE

の
視

点
は

希
薄

で
あ

っ
た

。
従

っ
て

、
資

源
エ

ネ
ル

ギ
ー

開
発

に
伴

う
環

境
保

全
を

包
括

的
に

担
当

す
る

省
庁

横
断

的
機

関
を

新
た

に
設

置

す
る

必
要

が
あ

ろ
う

。
こ

の
機

関
が

中
核

と
な

り
、

研
究

機
関

・
大

学
が

参

加
す

る
コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
の

設
立

が
望

ま
れ

る
。
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24
-4

.国
家

海
洋

会
議

は
、

米
国

エ
ネ

ル
ギ

ー
省

及
び

そ
の

他
の

適
切

な
機

関
と

協
力

し
て

、
メ

タ
ン

ハ
イ

ド
レ

ー
ト

の
研

究
及

び
開

発

状
況

を
再

検
討

し
、

メ
タ

ン
ハ

イ
ド

レ
ー

ト
が

米
国

の
長

期
的

な

エ
ネ

ル
ギ

ー
需

要
を

満
た

す
上

で
大

き
く

貢
献

す
る

こ
と

が
で

き

る
か

ど
う

か
を

判
断

す
べ

き
で

あ
る

。
そ

う
し

た
貢

献
が

有
望

な

場
合

、
国

家
海

洋
会

議
は

、
メ

タ
ン

ハ
イ

ド
レ

ー
ト

の
研

究
開

発

活
動

に
対

す
る

現
在

の
投

資
額

を
ど

れ
ほ

ど
増

加
さ

せ
れ

ば
よ

い

の
か

、
メ

タ
ン

ハ
イ

ド
レ

ー
ト

資
源

を
利

用
す

る
民

間
産

業
の

包

括
的

な
管
理
体
制
が
必
要
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
我

が
国

で
は

既
に

開
発

を
視

野
に

入
れ

た
国

家
計

画
が

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
庁

を
中

心
に

進
め

ら
れ

て
お

り
、

計
画

実
施

組
織

と
し

て
民

間
会

社
・

独
立

行

政
法

人
研

究
機

関
、

大
学

を
メ

ン
バ

ー
と

す
る

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
が

機
能

し

て
い

る
。

今
後

は
、

我
が

国
周

辺
海

域
に

お
け

る
メ

タ
ン

ハ
イ

ド
レ

ー
ト

の

産
状

、
地

域
性

規
制

等
の

特
徴

を
考

慮
し

て
、

本
計

画
の

成
果

を
評

価
・

検

討
し

、
実

施
項

目
の

見
直

し
を

し
つ

つ
、

計
画

を
さ

ら
に

推
進

す
る

こ
と

が

必
要
と

考
え

ま
す

。
 

海
域

に
お

け
る

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

包
括

的
開

発
を

海
域

管
理

体
制

の
一

環
と

し
て
法

制
化

す
る

 

－
 

－
我

が
国

に
お

い
て

も
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
資

源
の

多
様

化
を

目
指

し
、

総
合

エ
ネ

ル
ギ

ー
政

策
の

一
環

と
し

て
、

風
力

発
電

、
波

浪
発

電
、

海
水

温
度

差
発

電

等
の

基
礎

研
究

は
既

に
進

め
ら

れ
、

一
部

は
実

用
化

さ
れ

て
い

る
。

海
域

に

特
化
し

た
総

合
的

な
性

格
が

今
後

必
要

か
は

、
疑

問
が

あ
る

。
 

海
洋

鉱
物
資

源
の

管
理

 
－

 

24
-5

.連
邦

議
会

は
、

国
家

海
洋

会
議

の
意

見
及

び
情

報
を

得
た

上

で
、

組
織

的
海

洋
管

理
体

制
の

一
部

と
し

て
再

生
可

能
な

海
洋

エ

ネ
ル

ギ
ー

開
発

の
包

括
的

な
管

理
に

関
す

る
法

律
を

制
定

す
べ

き

で
あ

る
。

 
－

マ
ン

ガ
ン

・
ノ

ジ
ュ

ー
ル

、
コ

バ
ル

ト
・

ク
ラ

ス
ト

、
熱

水
鉱

床
の

基
礎

研

究
は

、
資

源
エ

ネ
ル

ギ
ー

庁
が

予
算

化
し

、
JO

G
M

EC
を

実
施

機
関

と
し

て
、

探
査

、
開

発
お

よ
び

環
境

保
全

の
面

か
ら

進
め

ら
れ

て
い

る
。

特
に

、

我
が

国
周

辺
海

域
は

海
底

火
山

が
多

数
存

在
す

る
こ

と
か

ら
、

金
の

含
有

量

に
富

む
熱

水
鉱

床
が

見
つ

か
っ

て
い

る
。

ま
た

、
生

物
活

動
が

、
鉱

物
形

成

に
寄

与
す

る
バ

イ
オ

・
ミ

ネ
ラ

リ
ゼ

ー
シ

ョ
ン

は
、

新
た

な
発

展
が

期
待

さ

れ
る
。

 
今

後
と

も
、

長
期

的
な

視
野

に
立

ち
、

経
済

性
、

技
術

開
発

、
深

海
生

物
の

環
境

保
全

を
考

慮
し

つ
つ

、
研

究
を

進
め

る
べ

き
と

考
え

ら
れ

る
。

本
計

画

を
管

理
・

推
進

す
る

中
核

政
府

機
関

は
資

源
エ

ネ
ル

ギ
ー

庁
が

担
当

し
、

環

境
評

価
や

鉱
床

成
因

解
明

の
た

め
の

基
礎

研
究

は
、

そ
れ

ぞ
れ

環
境

庁
、

文

部
科

学
省

所
属

機
関

と
の

協
力

が
望

ま
れ

る
。

特
に

、
文

部
科

学
省

が
推

進

す
る

統
合

国
際

深
海

掘
削

計
画

と
の

連
携

に
よ

り
、

基
礎

研
究

の
分

野
で

多

く
の
成

果
が

期
待

さ
れ

る
。

 
本

計
画

も
総

合
的

海
洋

開
発

政
策

の
一

環
と

し
て

推
進

さ
れ

る
こ

と
が

望
ま

れ
、

複
数

機
関

の
役

割
分

担
の

調
整

を
含

め
た

、
包

括
的

海
洋

管
理

機
構

の

設
立
が

必
要

で
あ

ろ
う

。
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）
第

25
章
：

科
学
的

知
見

を
増
大
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せ

る
国

家
戦

略
の

創
造

 
項

 
目
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コ

メ
ン
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◎

 

25
-1

.連
邦

議
会

は
、

連
邦

政
府

の
海

洋
及

び
沿

岸
研

究
予

算
を

今
後

5
年

間
で

20
04

年
の
約

6
億

5,
00

0
万
ド
ル
か
ら
年
間

13
億
ド

ル
へ

と
倍

増
さ

せ
る

べ
き

で
あ

る
。

こ
の

新
た

な
資

金
の

一
部

は
、

地
域

情
報

収
集

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

監
督

す
る

研
究

の
支

援
、

ナ

シ
ョ

ナ
ル

・
シ

ー
グ

ラ
ン

ト
・

カ
レ

ッ
ジ

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
拡

充
、

本
報

告
書

記
載

の
そ

の
他

の
最

優
先

研
究

分
野

の
支

援
に

充

当
す

べ
き
で
あ
る
。

 

－
我

が
国

で
も

海
洋

及
び

沿
岸

関
係

の
予

算
を

倍
増

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

が
、

そ
の

前
に

、
海

洋
関

係
の

予
算

の
内

訳
に

関
し

て
精

査
と

吟
味

を
行

い
、

真

に
沿

岸
を

含
む

海
洋

プ
ロ

パ
ー

の
研

究
費

の
み

を
ま

ず
取

り
上

げ
な

け
れ

ば

な
ら
な

い
。

そ
の

為
に

は
勧
告

25
－

2
で

書
か

れ
て
い

る
よ

う
な

10
年
単

位
の

国
家

戦
略

を
広

範
な

意
見

に
も

と
づ

い
て

策
定

し
、

予
算

配
分

を
行

う

こ
と

が
必
須

で
あ

る
。

 

 
◎

 

25
-2

.国
家

海
洋

会
議

は
、

長
期

的
な

ビ
ジ

ョ
ン

を
反

映
し

、
基

礎
及

び
応

用
海

洋
科

学
及

び
技

術
の

進
歩

を
促

進
し

、
関

係
機

関
の

科

学
10

年
計

画
及

び
予

算
作

成
上

の
指

針
と

な
る

国
家

海
洋

研
究

戦
略

を
策
定
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
我

が
国

で
は

、
海

洋
開

発
分

科
会

が
21

世
紀

の
海

洋
に

つ
い

て
の

提
案

を

行
っ

て
い

る
が

、
残

念
な

が
ら

、
そ

れ
を

強
力

に
進

め
る

た
め

の
国

の
対

応

機
関

が
な

い
の

で
、

各
省

庁
の

つ
ま

み
食

い
の

た
め

の
提

言
に

な
っ

て
し

ま

っ
て

い
る

。
我

が
国

に
も

行
政

的
な

強
制

力
を

持
っ

た
国

家
海

洋
会

議
が

是

非
必
要

で
あ

る
。

 

 
○

 

25
-3

.国
家

海
洋

会
議

は
、

米
国

の
海

洋
及

び
沿

岸
の

人
的

側
面

及
び

経
済

価
値

を
調

査
す

る
た

め
の

社
会

科
学

及
び

経
済

研
究

に
関

す

る
国

家
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
策

定
し

、
社

会
経

済
学

的
研

究
を

研
究

活

動
の

一
部

に
加

え
る

よ
う

海
洋

研
究

機
関

に
奨

励
す

べ
き

で
あ

る
。

実
動

の
社

会
経

済
的

研
究

及
び

ア
セ

ス
メ

ン
ト

部
門

は

N
O

A
A
に

お
い
て
任
命
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
沿

岸
お

よ
び

海
洋

の
人

的
側

面
お

よ
び

経
済

的
な

価
値

を
調

査
・

研
究

す
る

こ
と

は
我

が
国

で
も

重
要

で
あ

ろ
う

。
し

か
し

海
洋

を
と

か
く

資
源

の
収

奪

の
場

と
し

て
捉

え
る

応
用

科
学

や
経

済
学

に
対

し
て

人
文

科
学

的
な

側
面

か

ら
の
バ

ラ
ン

ス
シ

ー
ト

を
考

え
る

こ
と

も
必

要
。

 

 
◎

 

25
-4

.連
邦

議
会

は
、

大
幅

に
拡

充
さ

れ
て

い
る

国
家

海
洋

探
査

プ
ロ

グ
ラ

ム
を
支
援
す
べ
き
で
あ
る
。

N
O

A
A

及
び
全
米
科
学
財
団
を

主
管

機
関

に
指

定
し

、
他

に
米

国
地

質
研

究
所

及
び

米
国

海
軍

研

究
所

も
関

与
す

べ
き

で
あ

る
。

一
般

市
民

へ
の

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

及

び
教

育
を

同
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
重

要
な

構
成

要
素

に
す

べ
き

で
あ

る
。

 

－
こ
れ
は

、
昨
年

出
さ

れ
た

、
O

ce
an

 E
xp

lo
ra

tio
n 

Pr
og

ra
m

に
対

応
し

て
い

る
も

の
で

あ
る

が
、

こ
れ

は
21

世
紀

に
米

国
が

各
国

と
共

同
で

海
洋

に
お

け
る

フ
ロ

ン
テ

ィ
ア

の
研

究
を

進
展

さ
せ

る
こ

と
を

計
画

し
て

い
る

。
我

が

国
で

も
こ

の
す

べ
て

を
共

同
で

行
う

こ
と

は
適

切
で

は
な

い
が

、
そ

の
多

く

は
、
日

本
の

国
益

に
も

合
致

す
る

。
 

 
◎

 

25
-5

.国
家

海
洋

会
議

は
、

生
物

及
び

非
生

物
海

洋
資

源
の

デ
ー

タ
と

水
深

、
地

形
、

そ
の

他
の

自
然

の
特

徴
を

記
し

た
利

用
し

や
す

い

米
国

標
準

地
図

を
作

製
す

る
た

め
に

、
連

邦
政

府
の

資
源

ア
セ

ス

メ
ン

ト
、

地
図

作
製

、
海

図
作

製
活

動
の

調
整

を
図

る
べ

き
で

あ

る
。

 

－
生

物
、

非
生

物
資

源
と

海
洋

学
的

な
情

報
を

合
わ

せ
た

標
準

地
図

の
作

成
は

海
洋

情
報

が
各

省
庁

に
分

離
さ

れ
て

い
る

我
が

国
で

は
特

に
必

要
な

も
の

で

あ
ろ
う

。
ま

ず
、

既
存

デ
ー

タ
の

突
き

合
わ

せ
も

行
う

べ
き

で
あ

る
。
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22
）
第

26
章
：

持
続
的

で
統

合
さ
れ

た
海

洋
観

察
体

制
の

達
成

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

長
期

モ
ニ

タ
ー

可
能

な
米

国
型

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

の
開

発
・

実
行

の
推

進
 

－
 

26
-1

.国
家

海
洋

会
議

は
、

持
続

的
な

全
米

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

の
開

発
及

び
導

入
に

同
会

議
の

主
導

的
及

び
調

整
的

役
割

の
主

眼

を
置

く
べ
き
で
あ
る
。

 

－
リ

ア
ル

タ
イ

ム
型

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

の
開

発
と

実
行

は
、

技
術

開
発

と
維

持
費

に
多

く
の

予
算

が
必

要
と

さ
れ

る
。

し
か

し
、

海
上

事
故

救
命

作

業
、

流
失

し
た

汚
染

物
質

の
追

跡
、

ま
た

漁
場

の
変

動
予

測
等

は
、

海
と

共

存
し

生
活

す
る

我
が

国
民

に
と

っ
て

極
め

て
重

要
な

問
題

で
あ

る
。

ま
た

、

海
域

に
お

け
る

地
震

・
火

山
噴

火
の

予
測

は
国

民
の

生
命

と
財

産
を

守
る

上

に
お

い
て

、
最

重
課

題
と

い
っ

て
過

言
で

は
な

い
。

現
在

で
は

、
所

属
す

る

官
庁

が
こ

と
な

る
国

家
お

よ
び

そ
の

関
連

機
関

と
、

大
学

が
、

リ
ア

ル
タ

イ

ム
型

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

の
開

発
研

究
（

一
部

は
既

に
観

測
を

開
始

し

て
い

る
）

を
、

役
割

分
担

し
て

実
施

し
て

い
る

が
、

包
括

的
海

洋
管

理
機

構

に
よ

る
指

導
性

の
も

と
、

リ
ア

ル
タ

イ
ム

型
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
の

構

築
が
望

ま
れ

る
。

 
（

包
括

的
海

洋
管

理
機

構
を

、
内

閣
府

に
海

洋
管

理
局

と
し

て
新

設
す

る
か

、

海
洋

庁
と

し
て

よ
り

大
き

な
組

織
と

し
て

新
設

す
る

か
は

、
我

が
国

の
実

情

を
考

慮
し

て
議

論
し

な
け

れ
ば

と
、

考
え

ま
す

。
ま

た
新

設
す

る
体

制
の

制

度
に
つ

い
て

も
同

様
と

考
え

ま
す

。
）

 

N
at

io
na

l 
O

ce
an

 C
ou

nc
il

の
監

督
下

の
も

と
、

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

は
計

画
さ

れ
る
。

 
N

O
A

A
が

計
画

実
施

の
中

核
機

関
で

あ
り

、
そ

の

他
、

関
連

省
庁

部
局

お
よ

び
所

属
研

究
機

関
が

参
加

す
る

。
こ

れ
ら

の
参

加
機

関
は

O
ce

an
 U

S
を

立
ち

上
げ

る
。

 

－
 

26
-2

.海
洋

観
測

局
(O

ce
an

.U
S)
は

、
国

家
海

洋
会

議
の

監
督

の
下

、

全
米

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

(I
O

O
S)
の

計
画

立
案

の
責

任
を

担

う
べ

き
で
あ
る
。

N
O

A
A

は
、
広
く
省
庁
間
の
調
整
を
図
り
、
国

家
海

洋
会

議
の

承
認

を
得

た
上

で
、

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

の

導
入

及
び

運
用

に
あ

た
る

主
管

連
邦

政
府

機
関

と
な

る
べ

き
で

あ

る
。

 
26

-3
.連

邦
議

会
は

、
米

国
海

洋
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
法

を
改

正
し

、

海
洋

観
測

局
を

正
式

に
設

置
し

、
そ

の
任

務
の

遂
行

に
必

要
な

予

算
を

割
り

当
て

る
べ

き
で

あ
る

。
海

洋
観

測
局

は
、

国
家

海
洋

会

議
(N

O
C

)の
海

洋
科

学
・

教
育

・
技

術
・

業
務

委
員

会
の

直
属

に

す
べ

き
で

あ
る

。
連

邦
議

会
は

、
海

洋
観

測
局

資
金

を
国

家
海

洋

会
議

の
承

認
を

受
け

て
使

わ
れ

る
N

O
A

A
予

算
の

勘
定

科
目

に

す
べ

き
で
あ
る
。

 

－
26

-1
で

述
べ

た
包

括
的

海
洋

管
理

機
構

の
監

督
の

も
と

、
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
は

計
画

さ
れ

る
。

計
画

へ
参

加
す

る
機

関
の

候
補

と
し

て
、

海
上

保

安
庁

、
気

象
庁

、
JA

M
ST

EC
、

A
IS

T、
大

学
連

合
、

民
間

研
究

機
関

、
そ

の
他

が
挙

げ
ら

れ
る

。
参

加
機

関
は

、
包

括
的

海
洋

管
理

機
構

の
も

と
に

、

日
本

海
洋

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
を

組
織

す
る

。
JA

M
ST

EC
、

A
IS

T、
大

学
連

合
は

開
発

・
基

礎
研

究
の

、
一

方
海

上
保

安
庁

・
気

象
庁

は
シ

ス
テ

ム
の

実

用
化

と
運

営
の

中
核

と
な

る
。

開
発

・
基

礎
研

究
費

の
獲

得
に

は
、

総
合

科

学
学

術
会

議
で

の
高

い
評

価
を

得
る

こ
と

が
必

須
で

あ
る

。
そ

の
た

め
、

日

本
海

洋
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

と
包

括
的

海
洋

管
理

機
構

は
協

力
・

連
携

し
て

、

海
洋

関
連

研
究

開
発

を
総

合
科

学
学

術
会

議
で

重
点

項
目

と
す

る
。

シ
ス

テ

ム
の

実
用

化
と

運
営

に
か

か
る

経
費

は
、

包
括

的
海

洋
管

理
機

構
の

強
力

な

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
の

も
と

、
関

連
省

庁
が

連
携

し
て

獲
得

す
る

こ
と

に
な

る
。
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項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

－
 

－
 

26
-4

.海
洋

観
測

局
は

、
全

米
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
分

野
横

断
的

な
支

援
を

確
立

し
、

運
用

上
の

要
件

に
関

す
る

コ
ン

セ

ン
サ

ス
を

形
成

す
る

た
め

に
、

事
前

に
沿

岸
及

び
海

洋
地

域
社

会

の
意

見
を
積
極
的
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
国

民
の

積
極

的
な

関
心

と
参

加
に

よ
り

、
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
を

運
営

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

。
従

っ
て

、
N

G
O

を
は

じ
め

と
し

た
、

多
数

の

団
体

・
組

織
か

ら
構

成
さ

れ
る

全
国

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
利

用
し

た
国

民
参

加

型
の

運
営

体
制

の
構

築
は

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム

で
得

ら
れ

た
成

果
が

、
全

国
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
お

よ
び

ウ
ェ

ッ
ブ

等
を

通
じ

で

広
く

国
民
に

開
放

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
 

－
 

－
 

26
-5

.海
洋

観
測

局
は

、
国

家
海

洋
会

議
の

監
督

の
下

、
全

米
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
の

す
べ

て
の

構
成

要
素

に
よ

っ
て

収
集

す
べ

き

一
連

の
中

核
的

変
数

を
明

確
に

す
べ

き
で

あ
る

。
中

核
的

変
数

に

は
、

適
切

な
生

物
学

的
、

化
学

的
、

地
質

学
的

、
及

び
物

理
学

的

変
数

を
含

め
る

べ
き

で
あ

る
。

ま
た

、
中

核
的

変
数

に
つ

い
て

は
、

地
域
海
洋
情
報
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
合
意
が
必
要
で
あ
る
。

 

－
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
で

取
得

さ
れ

た
、

生
物

、
化

学
、

地
質

、
物

理
他

の
デ

ー
タ

は
、

種
類

別
に

統
一

し
た

フ
ォ

ー
マ

ッ
ト

で
保

存
す

る
シ

ス
テ

ム

（
海

洋
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
）

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

こ
の

シ
ス

テ
ム

は
、

国
民

が
自

由
に

ア
ク

セ
ス

で
き

機
能

を
有

す
る

。
日

本
海

洋
コ

ン
ソ

ー

シ
ア
ム

は
上

記
の

シ
ス

テ
ム

を
維

持
・

管
理

す
る

。
 

－
 

－
 

26
-6

.海
洋

観
測

局
は

、
全

米
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
に

不
可

欠
の

構
成

要
素

と
し

て
、

宇
宙

関
連

の
ミ

ッ
シ

ョ
ン

に
関

す
る

優
先

課

題
及

び
長
期
計
画
を
勧
告
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
デ

ー
タ

転
送

、
各

種
セ

ン
サ

ー
の

技
術

開
発

で
は

、
宇

宙
開

発
分

野
と

の
協

力
は

不
可

欠
で

あ
る

。
こ

の
分

野
に

関
し

て
は

、
宇

宙
技

術
利

用
の

長
期

的

展
望

に
立

っ
て

、
基

礎
研

究
か

ら
開

始
す

る
必

要
が

あ
る

。
そ

の
た

め
、

日

本
海

洋
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

内
に

、
宇

宙
技

術
専

門
部

会
を

設
立

す
る

。
本

文

部
会

で
は

、
民

間
研

究
機

関
と

の
連

携
、

さ
ら

に
国

際
協

同
研

究
を

推
進

す

る
。

 

－
 

－
 

26
-7

.N
O

A
A
、

全
米

科
学

財
団

(N
SF

)、
米

国
海

軍
、

及
び

米
国

航

空
宇

宙
局

は
、

N
SF

海
洋

観
測
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
な
ど
の
海
洋
研

究
観

測
に

関
連

し
て

連
邦

政
府

の
資

金
援

助
を

受
け

て
い

る
調

査

官
に

対
し

、
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
に

お
い

て
新

技
術

を
運

用

状
態

に
移
行
さ
せ
る
計
画
の
作
成
を
義
務
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
本

件
は

、
日

本
海

洋
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

の
任

務
に

含
ま

れ
る

も
の

と
考

え

る
。

 

－
 

－
 

26
-8

.連
邦

議
会

は
、

米
国

航
空

宇
宙

局
(N

A
SA

)の
地

球
環

境
観

測

衛
星

を
関

連
資

源
と

併
せ

て
N

O
A

A
に

移
し

、
継

続
運

用
を

達

成
す

べ
き
で
あ
る
。

N
O

A
A

と
米
国
航
空
宇
宙
局
は
協
力
し
て
、

各
地

球
環

境
観

測
衛

星
の

打
ち

上
げ

後
の

円
滑

な
移

行
を

図
る

べ

き
で

あ
る
。

 

－
当
面
我
が

国
の

実
情

に
な

じ
ま

な
い

と
考

え
る

。
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項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

 
－

 

連
邦

議
会

は
、

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

(I
O

O
S)
を

N
O

A
A

予
算

の
勘

定
科

目
に

設
け

て
資

金
を

提
供

し
、

国
家

海
洋

会
議

の
指

図
と

承
認

を
受

け
て

使
う

よ
う

に
す

べ
き

で
あ

る
。

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

資
金

は
、

会
計

年
度

を
限

定
せ

ず
に

割
り

当
て

る
べ

き
で

あ

る
。

N
O

A
A

は
、
統
合
海
洋
観
測
シ
ス
テ
ム
資
金
を
他
の
連
邦
政
府

パ
ー

ト
ナ

ー
及

び
連

邦
政

府
以

外
の

パ
ー

ト
ナ

ー
に

能
率

的
に

分
配

す
る

プ
ロ
セ
ス
を
策
定
す
べ
き
で
あ
る
。

 

包
括

的
海

洋
管

理
機

構
と

日
本

海
洋

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
は

、
長

期
計

画
案

に
沿

っ
て

、
各

年
次

毎
の

予
算

案
を

作
成

す
る

。
予

算
は

、
研

究
開

発
費

と
シ

ス
テ

ム
の

実
用

お
よ

び
運

営
費

に
分

か
れ

る
。

研
究

開
発

費
を

獲
得

す
る

た
め

、
包

括
的

海
洋

管
理

機
構

と
日

本
海

洋
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

が
協

力
・

連
携

し
て

、
海

洋
関

連
研

究
開

発
を

総
合

科
学

学
術

会
議

の
重

点
項

目
と

す
る

。
シ

ス
テ

ム
の

実
用

化
と

運
営

に
か

か
る

経
費

は
、

包
括

的
海

洋
管

理
機

構
の

強
力

な
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

の
も

と
、

関
連

省
庁

が
連

携
し

て
獲

得
を

目
指

す
。

両
予

算
と

も
、

包
括

的
海

洋
管

理
機

構
の

監
督

の
も

と
、

民
間

参
加

機
関

に
適

切
に

配
布

す

る
。

 

 
－

 

国
家

海
洋

会
議

は
、

全
米

地
球

観
測

シ
ス

テ
ム

の
開

発
を

最
終

目
標

に
、

統
合

海
洋

観
測

シ
ス

テ
ム

と
他

の
既

存
及

び
計

画
中

の
陸

地
・

流
域

・
大

気
・

生
物

観
測

／
情

報
収

集
シ

ス
テ

ム
と

の
連

携
が

行
わ

れ
る

よ
う
監

督
す
べ
き
で
あ
る
。

 

包
括

的
海

洋
管

理
機

構
は

、
他

の
地

球
観

測
計

画
関

連
組

織
と

協
力

し
て

、
地

球
で

取
得

さ
れ

た
デ

ー
タ

と
の

統
合

を
目

的
と

し
、

包
括

的
海

洋
管

理
機

構
は

「
地

球
海

洋
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
」

の
構

築
を

目
指

す
。

そ
の

た
め

に
、

国
際

協
力

を
積

極
的

に
推

進
し

、
最

終
的

に
は

「
国

際
全

地
球

海
洋

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム
」
を
構

築
す

る
。

 

 
－

 

国
家

海
洋

会
議

は
、

全
球

海
洋

観
測

の
分

野
に

お
け

る
国

際
的

な
連

携
と

能
力
開

発
を
推
進
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

20
03

年
地
球
観
測

宣
言

の
米

国
で

の
実

施
を

主
導

し
、

完
全

か
つ

開
放

的
で

有
意

義
な

デ
ー

タ
・

ア
ク

セ
ス

政
策

を
提

唱
し

、
す

べ
て

の
国

に
よ

る
ア

ク
セ

ス
を

確
保
す
る
た
め
に
技
術
的
専
門
知
識
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。

 

「
国

際
全

地
球

海
洋

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

」
の

管
理

・
運

営
は

、
国

連
活

動
の

一
環

と
し

て
実

施
す

る
。

我
が

国
は

そ
の

活
動

の
中

核
と

な
り

、
情

報
取

得
の

た
め
の
ス
テ

ー
シ

ョ
ン

の
建

設
・

維
持

に
積

極
的

に
参

加
す

る
。
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23
）
第

27
章
：

海
洋
イ

ン
フ

ラ
と
技

術
発

展
の

向
上

 
項

 
目

 
評

価
 

関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

－
 

－
 

27
-1

.国
家

海
洋

会
議

は
、

資
金

調
達

及
び

実
施

要
件

を
含

む
、

国
家

海
洋

及
び

沿
岸

イ
ン

フ
ラ

及
び

技
術

戦
略

を
策

定
す

べ
き

で
あ

る
。

 

－
日

本
海

洋
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

は
包

括
的

海
洋

管
理

機
構

の
監

督
の

も
と

、
将

来
の

海
洋

産
業

・
基

礎
研

究
に

お
い

て
、

世
界

の
フ

ロ
ン

ト
ラ

ン
ナ

ー
を

目

指
す

。
そ

の
た

め
に

、
１

）
大

型
プ

ラ
ッ

ト
ホ

ー
ム

、
セ

ン
サ

ー
、

情
報

ハ

ー
ド

ウ
ェ

ア
等

の
開

発
プ

ラ
ン

の
作

成
、

２
）

予
算

化
、

３
）

海
洋

関
連

の

イ
ン

フ
ラ

の
整

備
、

４
）

既
存

体
制

の
再

編
成

、
５

）
国

際
協

力
等

を
、

推

進
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

－
 

－
 

27
-2

.N
O

A
A

は
、
実
験
技
術
の
実
践
的
な
用
途
へ
の
転
換
を
促
進
す

る
た

め
に

技
術

局
(O

ffi
ce

 o
f 

Te
ch

no
lo

gy
)を

創
設

す
べ

き
で

あ

る
。

技
術

局
は

、
学

術
機

関
、

地
域

海
洋

情
報

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

全

米
科

学
財

団
、

米
国

海
軍

、
米

国
航

空
宇

宙
局

、
及

び
そ

の
他

の

関
係

機
関

と
緊

密
に

協
力

し
て

、
そ

の
任

務
を

達
成

す
べ

き
で

あ

る
。

 

－
基

礎
研

究
、

技
術

開
発

の
ア

ド
バ

イ
ザ

リ
ー

組
織

と
し

て
日

本
海

洋
コ

ン
ソ

ー
シ
ア

ム
に

技
術

開
発

専
門

部
会

を
立

ち
上

げ
る

。
 

－
 

－
 

27
-3

.国
家

海
洋

会
議

は
、

連
邦

政
府

、
州

、
学

術
機

関
、

民
間

の
資

産
及

び
付

随
す

る
人

的
資

源
の

必
要

性
を

含
め

、
米

国
の

海
洋

及

び
沿

岸
イ
ン
フ
ラ
及
び
技
術
に
関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を

5
年
ご

と
に

更
新
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
包

括
的

海
洋

管
理

機
構

は
、

長
期

計
画

、
お

よ
び

各
年

次
の

成
果

を
評

価
す

る
委

員
会

を
設

置
す

る
。

評
価

委
員

会
は

、
利

益
相

反
を

考
慮

し
、

他
分

野

を
含
め

た
学

識
経

験
者

か
ら

構
成

さ
れ

る
。

 

－
 

－
 

27
-4

.連
邦

議
会

は
、

重
要

な
海

洋
イ

ン
フ

ラ
及

び
技

術
ニ

ー
ズ

に
対

し
て

近
代

化
基

金
を

設
立

す
べ

き
で

あ
る

。
支

出
の

優
先

順
位

は
、

国
家

海
洋

会
議

の
海

洋
及

び
沿

岸
イ

ン
フ

ラ
及

び
技

術
戦

略

に
基

づ
い
て
、
こ
れ
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
研

究
・

開
発

は
大

型
プ

ラ
ッ

ト
ホ

ー
ム

、
新

技
術

に
依

存
す

る
と

い
っ

て
過

言
で

な
い

。
大

型
プ

ラ
ッ

ト
ホ

ー
ム

に
関

し
て

は
、

が
国

は
所

持
す

ら

し
て

い
な

い
。

一
方

、
新

技
術

に
つ

い
て

は
、

従
来

計
測

不
可

能
で

あ
っ

た

物
理

・
化

学
量

を
計

測
可

能
な

各
種

セ
ン

サ
ー

の
開

発
で

我
が

国
が

果
た

し

て
き

た
役

割
は

極
め

限
ら

れ
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

状
況

を
打

ち
破

る
た

め

に
、

包
括

的
海

洋
管

理
機

構
は

関
連

省
庁

お
よ

び
議

会
に

働
き

か
け

、
予

算

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

議
会

は
包

括
的

海
洋

管
理

機
構

の

意
見
を

尊
重

し
、

海
洋

関
連

予
算

の
確

保
に

努
力

す
べ

き
で

あ
る

。
 

－
 

－
 

27
-5

.N
O

A
A

は
、
全
国
的
な
バ
ー
チ
ャ
ル
海
洋
技
術
セ
ン
タ
ー
を
設

立
し

て
、

電
子

的
手

段
を

介
し

て
、

最
先

端
の

大
規

模
研

究
技

術

へ
の

調
整
に
基
づ
く
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
研

究
・

開
発

は
、

多
岐

に
亘

る
分

野
の

成
果

を
統

合
す

る
こ

と
に

よ

り
、

新
し

い
展

開
が

期
待

さ
れ

る
。

そ
の

た
め

、
海

洋
関

連
機

関
の

ハ
ー

ド

ウ
ェ

ア
、

ノ
ウ

ハ
ウ

、
情

報
を

最
大

利
用

す
る

た
め

、
各

機
関

を
結

ぶ
コ

ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
構

築
す

べ
き

で
あ

る
。

日
本

海
洋

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム

が
、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

運
営

に
責

任
を

持
っ

て
あ

た
る

。
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24
）
第

28
章
：

海
洋
の

デ
ー

タ
と
情

報
体

制
の

現
代

化
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

－
 

－
 

28
-1

.連
邦

議
会

は
、

米
国

海
洋

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

法
を

改
正

し
、

海
洋

情
報

局
(O

ce
an

.IT
)と

呼
ば

れ
る

海
洋

及
び

沿
岸

デ
ー

タ
及

び
情

報
管

理
に

関
す

る
連

邦
政

府
省

庁
間

の
計

画
立

案
組

織
を

設

立
す

べ
き

で
あ

る
。

海
洋

情
報

局
は

、
海

洋
デ

ー
タ

及
び

情
報

管

理
に

関
わ

る
す

べ
て

の
連

邦
政

府
機

関
の

代
表

で
構

成
し

、
小

規

模
な

事
務

局
の

支
援

を
受

け
、

国
家

海
洋

会
議

海
洋

科
学

・
教

育
・

技
術
・
業
務
委
員
会
に
報
告
す
べ
き
で
あ
る
。

 
28

-2
.N

O
A

A
及
び
米
国
海
軍
は
、
海
洋
及
び
沿
岸
共
同
情
報
管
理
及

び
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
策

定
し

、
業

務
ベ

ー

ス
で

国
家

、
地

域
、

州
、

及
び

地
方

の
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

情
報

製

品
を

作
り
出
す
べ
き
で
あ
る
。

 
28

-3
.海

洋
情

報
管

理
を

行
う

省
庁

間
組

織
で

あ
る

海
洋

情
報

局
は

、

米
国

バ
ー

チ
ャ

ル
海

洋
デ

ー
タ

・
シ

ス
テ

ム
及

び
そ

の
他

の
革

新

的
な

デ
ー

タ
管

理
シ

ス
テ

ム
の

開
発

者
と

協
力

し
て

、
全

米
デ

ー

タ
セ

ン
タ

ー
の

内
外

で
海

洋
及

び
沿

岸
デ

ー
タ

に
ア

ク
セ

ス
す

る

た
め

の
連
邦
政
府
支
援
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

 
28

-4
.国

家
海

洋
会

議
は

、
調

査
官

が
連

邦
政

府
助

成
の

海
洋

研
究

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
で

得
た

デ
ー

タ
を

提
出

す
る

た
め

の
一

般
要

求
事

項

と
期

限
を
設
定
し
、
こ
れ
を
施
行
す
べ
き
で
あ
る
。

 
28

-5
.米

国
海

軍
は

、
民

間
科

学
共

同
体

の
利

用
に

適
し

た
海

軍
海

洋

デ
ー

タ
の
見
直
し
と
機
密
解
除
を
定
期
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 
28

-6
.大

統
領

は
、

統
合

地
球

環
境

デ
ー

タ
及

び
情

報
シ

ス
テ

ム
の

設

計
と

い
う

目
標

に
伴

い
、

全
米

環
境

デ
ー

タ
・

ア
ー

カ
イ

ビ
ン

グ
・

同
化

・
モ

デ
リ

ン
グ

・
配

信
シ

ス
テ

ム
の

近
代

化
を

計
画

す

る
た

め
の
省
庁
間
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
招
集
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
本
件
は

IO
O

S
で

得
ら
れ
た

試
・

資
料

の
一

括
管

理
シ

ス
テ

ム
（

地
球

海
洋

情
報

管
理

シ
ス

テ
ム

）
と

協
同

し
て

行
う

こ
と

が
望

ま
れ

る
。

従
っ

て
、

日

本
海

洋
コ

ン
ソ

ー
シ

ア
ム

が
本

任
務

を
担

う
こ

と
に

な
る

。
特

に
、

海
洋

過

去
の

試
・

資
料

と
の

同
一

化
作

業
に

つ
い

て
は

、
大

学
・

研
究

機
関

と
連

携

し
て

行
う
必

要
が

あ
る

。
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25
）
第

29
章
：

国
際
海

洋
科

学
及
び

政
策

の
向

上
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

－
 

×
 

29
-1

.米
国

は
、
国
連
海
洋
法
条
約
に
加
入
す
べ
き
で
あ
る
。

 
－

米
国

の
国

連
海

洋
法

条
約

へ
の

加
入

が
勧

告
さ

れ
て

い
る

が
、

基
本

的
に

は

米
国

の
国

内
問

題
で

あ
り

、
こ

こ
で

扱
う

べ
き

問
題

で
は

な
い

。
し

か
し

、

米
国

の
加

入
は

安
定

し
た

海
洋

法
秩

序
の

維
持

・
発

展
の

た
め

に
重

要
で

あ

り
、
わ

が
国

と
し

て
も

米
国

の
加

入
を

推
奨

し
て

い
く

べ
き

で
あ

る
。

 

－
 

×
 

29
-2

.国
家

海
洋

会
議

は
、

国
連

生
物

多
様

性
条

約
の

海
洋

関
連

部
分

の
迅

速
な

検
討

及
び

分
析

の
調

整
を

図
り

、
海

洋
の

観
点

か
ら

、

こ
の

条
約

に
批

准
す

る
こ

と
が

米
国

の
国

益
に

か
な

う
か

ど
う

か

に
つ

い
て
米
国
国
務
省
に
勧
告
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
海

洋
の

観
点

か
ら

、
米

国
が

国
連

生
物

多
様

性
条

約
を

批
准

す
る

こ
と

を
勧

告
し

て
い

る
が

、
わ

が
国

は
既

に
同

条
約

の
締

約
国

で
あ

り
、

こ
こ

で
扱

う

べ
き
問

題
で

は
な

い
。

 

－
 

○
 

29
-3

.国
家

海
洋

会
議

は
、

海
洋

関
連

国
際

政
策

の
策

定
及

び
実

施
を

支
援

す
る

た
め

の
省

庁
間

委
員

会
を

設
置

し
、

こ
れ

を
監

督
す

べ

き
で

あ
る

。
こ

の
委

員
会

は
、

米
国

国
務

省
が

議
長

を
務

め
、

国

際
海

洋
政

策
に

つ
い

て
大

統
領

補
佐

官
及

び
国

務
省

長
官

に
勧

告

し
、

国
際

海
洋

問
題

に
つ

い
て

国
家

海
洋

会
議

に
技

術
支

援
を

提

供
す

べ
き
で
あ
る
。

 

－
国
家
海

洋
会

議
（

N
O

C
）

が
海

洋
に

関
連

す
る

国
際

政
策

の
発

展
と

履
行

を

支
え

る
た

め
の

省
庁

間
委

員
会

を
設

立
し

、
こ

れ
を

監
督

す
る

こ
と

、
及

び
、

こ
の

委
員

会
は

国
務

省
が

主
催

し
、

大
統

領
補

佐
官

及
び

国
務

長
官

並

び
に

(適
当

な
場

合
に

は
)他

の
省

庁
の

長
に

国
際

海
洋

政
策

に
つ

い
て

勧
告

し
、

米
国

が
当

事
国

で
あ

る
海

洋
関

連
条

約
の

履
行

状
況

を
評

価
し

、
米

国

の
条

約
義

務
を

果
た

す
た

め
に

要
請

さ
れ

る
適

当
な

行
動

と
基

金
化

を
勧

告

し
、
国

際
海

洋
問

題
に

つ
い

て
N

O
C

に
技

術
援

助
を

提
供

す
る

こ
と

、
な

ど
が

勧
告

さ
れ

て
い

る
。

わ
が

国
に

お
い

て
も

、
ま

す
ま

す
増

幅
・

輻
輳

す

る
海

洋
の

諸
問

題
を

最
大

限
に

統
合

す
る

た
め

の
行

政
メ

カ
ニ

ズ
ム

の
確

立

が
要

請
さ

れ
て

お
り

、
全

面
的

に
参

考
と

な
ら

な
い

ま
で

も
、

勧
告

は
そ

の

一
助

と
な
り

う
る

。
 

－
 

○
 

29
-4

.国
家

海
洋

会
議

の
国

際
委

員
会

は
、

国
際

海
洋

関
連

の
新

た
な

管
理

上
の

課
題

を
評

価
し

、
こ

の
よ

う
な

活
動

を
既

存
の

管
理

体

制
下

に
置

く
か

、
あ

る
い

は
適

切
な

新
体

制
を

展
開

す
る

か
に

つ

い
て

、
勧

告
す

べ
き

で
あ

る
。

米
国

国
務

省
は

、
国

際
社

会
と

協

力
し

て
、
こ
の
勧
告
を
実
施
に
移
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
国
家
海

洋
会

議
（

N
O

C
）

の
国

際
委

員
会

は
、

海
洋

保
護

区
、

極
地

を
は

じ

め
国

際
的

管
理

を
必

要
と

す
る

諸
課

題
を

評
価

し
、

こ
れ

ら
の

活
動

を
既

存

の
管

理
制

度
の

下
に

置
く

か
又

は
新

た
な

制
度

を
発

展
さ

せ
る

た
め

に
勧

告

し
、

国
務

省
が

こ
れ

ら
の

勧
告

を
履

行
す

る
た

め
に

国
際

社
会

と
協

力
す

る

こ
と

が
勧

告
さ

れ
て

い
る

。
わ

が
国

の
場

合
に

も
、

個
々

の
政

策
の

寄
せ

集

め
で

な
く

統
合

性
を

高
め

る
行

政
機

構
の

改
革

が
望

ま
れ

て
お

り
、

こ
の

勧

告
は

そ
の
た

め
の

一
助

と
な

り
う

る
。
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目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

－
 

○
 

29
-5

.国
家

海
洋

会
議

の
国

際
委

員
会

(海
洋

関
連

国
際

政
策

の
策

定

お
よ

び
実

施
を
担
当

)は
、
国
際
海
洋
関
連
の
新
た
な
管
理
上
の
課

題
を

評
価

し
、

こ
の

よ
う

な
活

動
を

既
存

の
管

理
体

制
下

に
置

く

か
、

あ
る

い
は

適
切

な
新

体
制

を
展

開
す

る
か

に
つ

い
て

、
勧

告

す
べ

き
で

あ
る

。
米

国
国

務
省

は
、

国
際

社
会

と
協

力
し

て
、

こ

の
勧

告
を
実
施
に
移
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
米

国
で

は
、

国
務

省
が

対
外

的
外

交
プ

ロ
セ

ス
の

中
に

科
学

的
専

門
性

を
組

み
込

む
能

力
を

向
上

さ
せ

る
、

い
わ

ゆ
る

「
外

交
の

た
め

の
科

学
」

の
概

念

が
導

入
さ

れ
て

き
た

が
、

そ
の

観
点

か
ら

、
国

務
省

が
政

策
・

プ
ロ

グ
ラ

ム

の
開

発
・

履
行

に
当

た
っ

て
、

海
洋

関
連

の
科

学
的

な
知

識
及

び
技

術
の

統

合
の

向
上

を
図

る
べ

き
で

あ
る

と
勧

告
さ

れ
て

い
る

。
わ

が
国

の
外

務
省

に

も
同
様

な
こ

と
が

い
え

る
か

ど
う

か
、

参
考

と
な

る
面

が
あ

ろ
う

。
 

－
 

◎
 

29
-6

.米
国

国
務

省
は

、
海

洋
関

連
政

策
及

び
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
及

び
実

施
に

あ
た

っ
て

科
学

的
専

門
知

識
及

び
技

術
の

統
合

の
向

上

を
図

る
べ
き
で
あ
る
。

 

－
国

際
的

な
海

洋
研

究
の

共
同

作
業

の
重

要
性

か
ら

、
米

国
は

主
要

な
国

際
海

洋
科

学
機

関
及

び
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
参

加
し

、
そ

れ
ら

を
助

成
す

べ
き

こ
と

が

勧
告

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

こ
と

は
わ

が
国

に
つ

い
て

も
そ

の
ま

ま
当

て
は

ま

る
こ

と
で

あ
り

、
こ

の
局

面
に

お
い

て
わ

が
国

は
積

極
的

で
あ

る
必

要
が

あ

る
。

 

－
 

○
 

29
-6

.米
国

は
、

主
要

国
際

海
洋

科
学

機
関

及
び

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

引
き

続
き

支
援
し
、
積
極
的
に
こ
れ
に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
。

 
－

国
務

省
世

界
各

地
で

研
究

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

実
施

し
て

い
る

米
国

科
学

者
に

対

し
て

強
力

な
支

援
を

提
供

す
る

こ
と

、
及

び
、

既
存

の
国

際
的

パ
ー

ト
ナ

ー

シ
ッ

プ
が

強
化

さ
れ

、
国

際
的

研
究

の
実

施
を

促
進

す
る

た
め

に
新

た
な

パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
が

推
進

さ
れ

る
べ

き
こ

と
が

勧
告

さ
れ

て
い

る
。

わ
が

国

に
つ

い
て

も
、

外
務

省
が

そ
の

た
め

の
適

当
な

機
関

で
あ

る
か

ど
う

か
は

別

と
し
て

、
こ

の
趣

旨
は

考
慮

さ
れ

て
よ

い
。

 

－
 

◎
 

29
-7

.米
国

国
務

省
は

、
世

界
各

地
で

研
究

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

実
施

し
て

い
る

米
国

科
学

者
に

対
し

て
強

力
な

支
援

を
提

供
す

べ
き

で
あ

る
。

既
存

の
国

際
的

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

を
強

化
し

、
新

た
な

パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
を

促
進

し
て

、
国

際
的

な
研

究
の

実
施

を
促

す

べ
き

で
あ
る
。

 

－
米

国
は

、
助

成
、

教
育

・
訓

練
、

技
術

援
助

、
最

善
の

実
行

・
管

理
手

法
・

取
得

し
た

教
訓

を
通

し
て

、
他

国
の

長
期

的
な

海
洋

の
科

学
及

び
管

理
能

力

を
高

め
る

努
力

を
重

ね
る

こ
と

が
勧

告
さ

れ
て

い
る

。
わ

が
国

に
関

し
て

も
、

そ
の

よ
う

な
努

力
が

発
展

途
上

国
に

利
益

を
も

た
ら

し
、

こ
れ

ら
の

国

の
信

頼
を

生
む

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

が
故

に
、

こ
の

こ
と

は
、

政
策

の
基

礎

に
据
え

ら
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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）
第

30
章
：

必
要
な

資
金

と
可
能

性
の

あ
る

資
金

源
 

項
 

目
 

評
価

 
関
係
す
る
勧
告

 
コ

メ
ン

ト
 

－
 

－
 

30
-1

.連
邦

議
会

は
、

国
家

海
洋

会
議

の
意

見
及

び
情

報
を

得
た

上

で
、

米
国

財
務

省
に

海
洋

政
策

信
託

基
金

を
設

立
す

べ
き

で
あ

る
。

同
基

金
は

、
外

部
大

陸
棚

の
石

油
及

び
天

然
ガ

ス
の

リ
ー

ス

及
び

開
発

、
な

ら
び

に
連

邦
水

域
に

お
け

る
新

規
の

活
動

に
対

し

て
課

さ
れ

る
資

源
地

代
(r

en
ts

)か
ら

の
連

邦
政

府
の

未
配

分
歳

入
で

構
成

す
べ

き
で

あ
る

。
信

託
基

金
の

資
金

は
、

海
洋

及
び

沿
岸

管

理
の

改
善

を
支

援
す

る
た

め
に

沿
岸

諸
州

及
び

連
邦

政
府

機
関

に

広
く

分
配

す
べ

き
で

あ
る

。
こ

の
新

た
な

資
金

源
は

、
既

存
の

海

洋
及

び
沿

岸
プ

ロ
グ

ラ
ム

予
算

に
代

わ
る

も
の

で
は

な
く

、
こ

れ

を
補

完
す

る
も

の
で

あ
り

、
新

し
い

任
務

ま
た

は
任

務
が

拡
大

さ

れ
た

場
合
の
資
金
に
充
当
す
べ
き
で
あ
る
。

 

－
わ

が
国

と
国

情
が

違
う

の
で

無
視

し
て

も
い

い
の

だ
が

、
担

当
の

章
と

し
て

割
り

当
て

ら
れ

て
い

る
の

で
あ

え
て

付
言

す
れ

ば
次

の
よ

う
で

あ
る

。
つ

ま

り
、

ア
メ

リ
カ

の
場

合
、

O
C

S
に

つ
い

て
鉱

区
リ

ー
ス

制
度

が
あ

り
、

そ
の

管
轄

は
内

務
省

の
鉱

物
管

理
局

で
あ

る
。

そ
こ

で
の

関
連

税
制

の
一

部
（

ま

た
は

新
規

上
乗

せ
）

を
国

の
全

般
的

海
洋

政
策

実
行

の
た

め
の

基
金

へ
回

す

と
の

勧
告

に
対

し
て

米
国

内
で

ど
の

よ
う

な
反

応
が

あ
る

の
か

注
視

す
る

必

要
が

あ
る

。
基

本
的

に
は

実
現

可
能

性
の

少
な

い
提

言
の

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

 
わ

が
国

で
は

、
た

と
え

ば
、

EE
Z

を
超

え
る

大
陸

棚
調

査
に

必
要

と
い

わ
れ

て
い

る
1,

00
0

億
円

以
上

の
予

算
を

、
「

特
別

枠
」

（
声

が
上

が
っ

た
が

財

務
省

が
拒

否
の

た
め

立
ち

消
え

に
な

っ
た

）
で

認
め

よ
と

の
主

張
を

掲
げ

る

の
か

ど
う

か
、

東
シ

ナ
海

想
定

中
間

線
の

日
本

側
海

域
で

の
国

に
よ

る
複

数

年
探

査
（

物
理

探
査

＆
基

礎
試

錐
）

の
予

算
確

保
と

い
っ

た
議

論
の

方
が

重

要
で

は
な

い
か

。
こ

う
し

た
検

討
は

基
本

法
と

は
別

次
元

の
問

題
で

あ
る

よ

う
に
思

わ
れ

る
。
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４．今後に向けて 

 本年度は、わが国海洋政策のあり方を検討するに際して必要となる項目について検討を

行った。特に、現在アメリカが行っている海洋政策の包括的な見直しは、今後の世界の海

洋政策に少なからず影響を与えるものであり、わが国海洋政策の方向性を見出す上で大い

に参考になるものであるといえる。 

 本年度は、残念ながら時間的な制約から予備報告書の概略評価にとどまったが、すでに

最終報告書が提出され、またそれを受ける形で行動計画もリリースされている。次年度に

は、これらの米国海洋政策見直しの動きを詳細に分析することで、わが国海洋政策への参

考点を導き出すこととしたい。 

 他方、わが国海洋政策の包括的な見直しに向けた国の動きは、2002 年の科学技術・学

術審議会答申以降、ほとんど進んでいないのが現状であるが、わが国管轄海域および周辺

海域における中国の活発な動き、わが国固有の領土である竹島を取り巻く情勢変化、提出

期限が徐々に迫ってきている大陸棚画定調査など、緊急な対応を要する海洋問題は多数存

在するとともに、国民の関心も近年になく高まっている。 

 また、旧国土庁が中心になって取り組んできた沿岸域管理の推進についても、改正海岸

法の規定によって整備されつつある海岸保全基本計画の動向を踏まえながら、わが国の沿

岸域が有する特徴にあわせた統合的な沿岸域管理の具体的なシステムを作り上げるべき時

期に来ていると強く認識できる。 

 したがって、次年度は、本年度までの検討内容と、大きく変化しつつあるわが国の海

洋・沿岸域を取り巻く社会情勢を踏まえて以下のような検討を行う。 

 

①本年度に引き続き米国海洋政策および日本財団による提言（「海洋と日本 -21 世紀に

おけるわが国の海洋政策に関する提言-」）などを整理・分析し、わが国の海洋政策の

提言内容に反映させるべき政策項目について検討する。 

 

②上記検討結果を踏まえて、わが国に必要な海洋政策の基本理念、基本方針、政策目標、

実施体制、重要施策などについて検討を行い、総合的な海洋・沿岸域管理の実現に資す

る海洋政策に関する提言を策定する。 

 

③さらに、国内の関係法制を概観し、わが国の海洋政策の推進にあたっての問題点を改め

て整理するとともに、海洋基本法の目的、構成、内容などを整理分析し、海洋基本法案

のスケルトンを検討する。 
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第４回海洋・沿岸域研究委員会 

議事録要旨 

 

１．開催日時：平成１６年５月２１日（金）１７：００～１９：３０ 

２．開催場所：海洋船舶ビル４階会議室 

３．出 席 者：別紙出席者名簿参照 

４．配付資料： 

海沿 4- 1 委員名簿 

海沿 4- 2 第 3 回委員会議事録要旨（案）  

海沿 4- 3 平成１５年度委員会検討事項 

海沿 4- 4 わが国の基本法 

海沿 4- 5 PRELIMINARY REPORT OF THE U.S. COMMISSION ON OCEAN POLICY 

海沿 4- 6         同   EXECTIVE SUMMARY（和訳）  

海沿 4- 7 平成１５年度委員会配布資料一覧 

５．議事概要： 

（１）開会 

（２）研究所挨拶 

（３）委員紹介 

（４）委員長選出 

（５）議事 

１）前回議事録の確認 

 内容の修正、コメントがあれば後日事務局に連絡いただくこととした。 

２）本年度検討内容について 

 事務局より資料４－３について説明。主な討議内容は以下のとおり。 

（栗林委員長） 

 体制は、検討部会を必ずしも設けなければならないというわけではないので、必要に応

じて設置することになると思う。当面の目標については、基本法を念頭において議論した

い。 

（寺島所長） 

 昨年の委員会で議論した後、どのように進めるか内部でも検討したが、具体案はまだ明

確になっていない。あまり目標を先においてしまうと間延びしてしまうので、統合的な取

り組みのための体制を究極の目標としながら、毎年毎年の具体目標を設定して進めていく

ことを考えている。今年度は海洋基本法の策定に向けて計画を立てたい。その際、具体的

にどのような作業が必要かを議論いただきたい。 
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ひとつには、基本法というのはどのようなものかという点について研究しながら進めると

いうことがある。それも、この委員会で研究するというよりはどなたかにお任せしてリポ

ートしていただくというのはどうかと考えている。また、第 3 回委員会後にアメリカの海

洋政策の準備報告書がリリースされた。まずはこれをレビューして、わが国にとって参考

になる点をまとめながら進めていきたい。そうすると、当面作業グループを作って進める

ほどのことではないという気もする。 

３）基本法について 

 事務局より資料４－４について説明 

（小池委員） 

 基本法制にいたる経緯を明らかにするということも含めた分析をしてほしい。 

（来生委員） 

テクニカルな問題か、性格的なものなのか 

（寺島所長） 

 立法手続きも含みたい。 

（来生委員） 

 議員立法か省庁かによっての違いは整理できる。 

（小池委員） 

 その前の段階も含めて調べてほしい。 

（寺島所長） 

 内閣法案はすべての省庁の調整が入るので、そのようなものが難しい場合は議員立法に

なるのではないか。 

（林委員） 

 基本法の要件はあるのか。 

（来生委員） 

 基本原理を示すのが基本法で、個別具体の実定法がある場合で、全体を俯瞰するものと

して基本法が存在する。 

（大森委員） 

 基本法を簡便に作って、ほかの基本法や実定法と競合する部分を調整していくというプ

ロセスでよいのではないか。 

（寺島所長） 

 大筋ではそのような考え方でよいと思う。基本法の枠組みとそこに盛り込むべき基本計

画のある程度の内容がセットになると考えていた。 

（徳山委員） 

 基本法が短時間で出来上がるものには、そもそも社会的要請がある。海洋基本法の場合、
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骨子はできるが、法律までたどり着くには社会的要請がないと難しい。政治的なバックア

ップまで含めてトータルなシナリオを考えないといけない。 

（寺島所長） 

 準備期間はそれぞれの基本法によって異なる。時の勢いというものもある。海洋基本法

ができるかどうかについては答えがないが、本当に必要になったときにすぐに立ち上げら

れるような準備は必要である。 

（林委員） 

 既存の基本法はほとんどの場合、抜本的な機構改革を含んでいない。機構改革を盛り込

むべき海洋基本法のモデルになるようなものはないという印象である。 

（寺島所長） 

 統括する組織をつくるところから始めないといけないところに海洋基本法の難しさがあ

る。 

（来生委員） 

 基本法の検討の際に、新しい政策を統合する省庁改革も含めた基本法を作るという前提

と理解したが、いろいろな検討の視点があるのではないか。政策を実行する主体の部分は

別途議論して、そういった主体ができたときに必要なモデル基本法を作るというアプロー

チもある。 

（寺島所長） 

 実施体制については、現実にすべてを統合するような海洋省をつくることは無理である

と考えている。基本法をつくる場合、それをまとめるところと調整する仕組みは必要であ

る。日本財団の提言でまとめているような体制の下で必要になる基本法を検討するという

イメージである。 

（小池委員） 

 海洋開発分科会の議論のとき、現在の連絡会議では問題であるということになり、コー

ディネートできる組織は必要だということになった。科学技術基本法では、科学技術会議

を組織して各省庁のコーディネートをすることになった。 

（栗林委員長） 

 いずれにせよ総合的な海洋政策を策定・実施していく場合に、現在の国家機関のあり方

でよいのかというところは考える必要がある。 

（磯部委員） 

 体制・仕組みをあまり気にせず、大陸棚の確定や沖ノ鳥島の問題などの視点、科学的な

問題などの視点からも議論するということも、この委員会には法律の専門家がいるのでバ

ランスが難しい。 

（栗林委員長） 
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 基本法と基本計画がどのようにリンクするのかということが重要で、具体的な基本計画

の内容を議論せずに理念だけ議論しても問題である。 

（林委員） 

 基本法の必要性や、アメリカの海洋政策を参考にしながら具体的に海洋政策がどうある

べきかを議論していきながら、その結果の具体例として基本法を検討するというプロセス

になるのではないか。 

（来生委員） 

 大事なのは、個々の政策についてのあるべき論がしっかりできるかどうかということで、

その前提として、現在の法制度がどのような形で存在しているかを把握しなければいけな

いし、現在の制度とのすり合わせも必要で、そのために法律の専門家が存在していると考

えている。立法の準備として法的表現をつめる必要はない。 

（寺島所長） 

 海洋や沿岸域の問題は現在動きつつあって、一方でそれに対応する取り組みが十分では

ないという認識で、何らかの形で貢献したいという思いがある。 

（栗林委員長） 

 細かな制度的な問題点を拾い出すのは時間がかかるので、今年度の目標は基本法の策定

として、国際比較やその議論を通じてわが国の海洋政策を検討するということにしたい。 

（小池委員） 

 基本法を策定して関係方面に投げるためには、そのインパクトが重要であり、基本法が

大きなインパクトに成り得るか。 

（寺島所長） 

 基本法だけでは難しいであろう。海洋政策の中身とともに提言することが必要になると

考えている。 

（多屋委員） 

 従来の基本法との違いは、各省庁が最大の力で他の省庁を抑えながらつくっていたとい

う面がある。海洋基本法を背負って立つ省庁はない。その場合には、社会的な要請が重要

になる。例えば、沿岸域の問題であれば市民・NPO の力が必要で、政治的な力も関わっ

てくる。走り出せば、政治も動くのではないか。 

４）アメリカの海洋政策について 

 事務局より資料４－５、６について説明 

５）その他 

 次回委員会について 

 

以 上 

51



第５回海洋・沿岸域研究委員会 

議事録要旨 

 

１．開催日時：平成１６年７月２８日（水）１５：００～１７：３０ 

２．開催場所：海洋船舶ビル４階会議室 

３．出 席 者：別紙出席者名簿参照 

４．配付資料： 

海沿 5- 1 第 4 回委員会議事録要旨（案） 

海沿 5- 2 米国海洋政策予備報告書と日本の海洋政策  

海沿 5- 3 米国海洋政策分析担当表 

海沿 5- 4 『予備報告書』第３１章に列挙される勧告一覧（番号順） 

海沿 5- 5  PRELIMINARY REPORT of THE U.S Commission on OCEAN POLICY 目次 

海沿 5- 6 米国海洋政策予備報告書「概要」及び第３１章の仮訳 

参考資料 米国海洋政策予備報告書概要パワーポイントコピー 

５．議事概要 

（１）前回議事録の確認 

 不備な点があれば後日事務局に連絡いただくことで了承された。 

（２）米国海洋政策予備報告書に係る作業について 

（寺島所長） 

 米国海洋政策予備報告書は、このままを日本に当てはめることはできないが、今、日本

で求められている海洋政策を考えるにあたっては良い材料である事から、本日用意した。 

今後の作業予定について、米国海洋政策予備報告書の中の勧告部分を各先生方にご専門の

部分や関連部分を評価して頂き、我が国の海洋政策に必要な事項をあぶり出していきたい。 

本日は、評価頂く勧告部分の分担をお決め頂きたい。 

今後、海洋基本法の議論を進めて行くにあたっては、全体会議ではなく、作業部会的なも

のを作りその場で議論をしていくという進め方をしたいと考えている。 

本日の委員会は、アメリカの海洋政策予備報告書の内容の紹介及び分析、今後の作業の進

め方に焦点を当てて進めていきたい。 

（３）米国海洋政策の概要について 

（事務局） 

 事務局より、米国海洋政策予備報告書の概要について説明を行った。 

－以下、質疑応答の概要を示す。 

 

（来生委員） 
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本委員会において米国海洋政策を分析する意義・分析の視点について、 

 ①日本と米国は密接な関係故、海洋政策や沿岸政策で米国が何を考えているかは、日本  

にも影響があり、無関心ではいられない。 

  ②米国の法制度と日本の法制度と単に条文を比較するのではなく、社会における機能の  

違いを比較することが法律の世界では一般的である。海洋政策もしくは海洋法制度に  

関して、日米の比較法研究の蓄積は乏しい。 

我が国の海洋政策立案において参考とすべき内容について、 

  ①多岐にわたる問題を取り上げている。利害関係が複雑に絡んでいる問題について、国  

として一定の施策を示すという問題の処理のしかたが参考になる。日本に比べて米国  

の海洋政策は進んでいるといわれるが、その米国でさえ危機意識を持っている。日本  

の政策担当者にアメリカの危機意識を理解させる上でも意義がある。 

  ②統合的管理を実践する上で価値の序列化が難しい。いろいろな原則を取り上げており、 

  これを参考に日本的な価値を序列化し、社会的な合意形成に向かっての調整のメカニ  

ズムを考えるにあたり参考となる。 

勧告内容が実現した場合に、我が国の海洋政策の議論への推定について、 

 ①個別の領域でインパクトは与えると思う。 

詳細な分析等が望まれる内容について、 

 ①連邦と地方の海に関連する機関、担当が明確になる。それぞれが抱えている法制度、  

各省庁への注文のリストアップが可能。若干情報を細くすることによりアメリカの海  

洋政策の立案に関するデータベースを作ることも可能。米国がこの勧告で改善すべき  

としている点を加えることで、有益なものになる。 

  ②海洋政策の立案にあたり米国における連邦と州との関係を分析することで、日本にお  

ける国と地方自治体との関係を考えるにあたり有益なものとなる。 

  ③個別法についての改正の提言は分析に値する。 

本委員会での審議内容等について、 

  ①個人の問題関心と研究所としての課題等では違うと思う。研究所のスタンスが明確に  

なると手伝い易い。 

（林委員） 

本委員会において米国海洋政策を分析する意義・分析の視点について、 

 日米の共通点が多いことから分析の意義は大いにある。 

  ①縦割り行政の問題が現存する 

  ②海洋基本法や海洋の戦略が存在しない 

  ③政策を統合的に検討する制度がない 

  ④海洋教育の水準が低い 
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  ⑤科学的な調査の予算が少ない 

 分析の視点 

   ①米国の政策見直しの手順 

   ②海洋のビジョン、基本的理念 

我が国の海洋政策立案において参考とすべき内容 

    国家的枠組みの設定 

    ビジョン、具体的な提言 

    科学と教育の重要性 

    エコシステムを基本とした政策 

勧告内容が実現した場合に、我が国の海洋政策の議論への推定について 

    日本国内での議論への影響はあるかも知れないが、具体的な影響は少ないと考える。 

同報告書での取り扱い分野は多岐にわたる。委員会のメンバーのみで全てを評価すること

を危惧する。委員の専門分野外のテーマについては外部の専門家を積極的に活用すること

が望まれる。 

同報告書で記述が不十分な点、欠落している点について、 

 深海底の生態系について 

  国際的な協力について 

同報告書で連邦制を基盤とした記述については、日本にとってあまり参考とはならない。 

（徳山委員） 

本委員会において米国海洋政策を分析する意義・分析の視点について、 

勧告内容が実現した場合に、我が国の海洋政策の議論への推定について、 

 影響を受けるほどの土壌が我が国にはまだ無い。本委員会がそういった状況を変えるた 

めに海洋基本法を作っていくと理解しており、分析する意義は大いにある。 

我が国の海洋政策立案において参考とすべき内容について、 

  個々の事項についてどこがミッションを担うかを明記している点 

詳細な分析等が望まれる内容について、 

  深海鉱物資源・エネルギー 

  深海生態系 

当委員会の審議内容について 

 ミッションがおりてきた方が対応しやすい 

（栗林委員長） 

 アメリカの報告書をたたき台にして、日本の海洋政策の在り方を検討し、基本法の中に

反映させていく 
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（寺島所長） 

 わが国として海洋問題にどう取り組むべきかを提言していきたい。このままでは、海洋

に関する取り組みで非常に後れを取ってしまう。そのことに気づいたときには、大きな差

ができてしまうので具体的な提言を通して警鐘を鳴らしていく事が必要と考える。アメリ

カの報告書が参考になると思うのは、縦割り的な取り組みではあるが、海洋政策という目

線で３０年以上取り組んでいる実績があり、かなり具体的な提言がされている点にある。

アメリカの政策を見て、それが日本に取り入れられるものそうでないものをまとめること

で我が国の海洋政策のイメージが具体的になると考える。海洋基本法が必要とする中身の

問題と法形式が具体的に示せれば議論の新しい展開が期待できると思う。本年度は海洋基

本法（案）をまとめるまでは行かないのではと思っている。 

（来生委員） 

 研究所の抽象的なスタンスは理解している。最終報告書、成果物をどの様に考えている

のか。今後何回会議を行い、いつまでにまとめて、予算がいくらあるのか我々はわかって

いない。これらを把握している事務局が基本的なイメージを示し、我々が手伝う点を明確

にしてもらいたい。我々が手伝うことを個々で議論しようにも前提となる情報がない。 

（栗林委員長） 

 米国の報告書を委員に評価してもらいそれをベースに日本の海洋政策の参考となる点を

整理していこうと事だと思うが、日程や体制などもう少し詳しく説明してほしい。 

（徳山委員） 

 アメリカの報告書を検討するにあたり、日本の海洋政策をどうするかといったスタンス

を持って検討すべきである。スタンスとしては、国際協調を前面に押し出すべきである。

アメリカと日本では河川流域や深海など地理的に異なるので、そのようなことを踏まえて

検討していかなければならない。どこをターゲットとして検討していくかを示してもらい

たい。教育にしても科学にしても書くことは、アメリカも日本も変わらない。 

（寺島所長） 

日本の海洋政策を議論していく上で、ベースにすべき考え方、重要となる考え方を研究所

のみで示すのではなく、委員会で議論したい。米国の報告書を章ごとに各委員に評価して

もらい、日本の海洋政策に取り入れるべきかどうかを検討してもらいたい。 

（事務局） 

４章から３０章までで、各委員のご専門の範囲で４段階でレビューして頂きたい。また各

省の分担について決めたい。 

（来生委員） 

既に研究員が相当読み込んでいるようなので、研究員の作業を前提として研究所の案を出

してもらい、それを各委員の専門に応じてアドバイスするのであればそれほど時間をかけ
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ずに済む。９月の上旬というタイムリミットを考えると、これから中身を呼んで評価する

のは難しい。 

（寺島所長） 

来生委員のおっしゃることもっともであるが、研究所としてそこまでエバリエイトするほ

どの蓄積を持っていない。委員から出してもらったものを研究所がまとめていくと行った

方法で行いたい。 

（栗林委員長） 

本日は、半数以上の委員が欠席なので、作業分担案があれば説明してもらいたい。 

（事務局） 

別紙の作業分担案のとおり。各 Chapter 毎に割り振らせて頂いた。 

（寺島所長） 

今後、本委員会の中に海洋基本法の法技術的な議論をする作業部会を設置したいと考えて

いる。構成は法律関係の委員で、栗林委員長、林委員、来生委員、中原委員を考えている。

部会の議論の内容は節目節目で結果を報告したい。 

（来生委員） 

事業の全体スケジュールを示してもらった方が行動しやすい。全体スケジュールの絡みで

関連する作業の手順や中身が変わってくる。 

（栗林委員長） 

各委員に報告書の担当箇所の評価をして頂き、事務局で整理した後、この委員会で我が国

の海洋基本法に盛り込むべき内容等を議論した後、その結果を踏まえて、作業部会で法形

式の中での盛り込み方などを議論していくと考える。更に同作業部会の結果を本委員会で

評価することを本年度はやっていくのだと思う。そして、来年度、基本法案を完成させる。 

（寺島所長） 

基本法をまとめ上げるのに、中身にもよるが、そもそもどのくらいの期間を必要とするの

か見当がつかない。そのようなことも伺いながら、最終的なスケジュールを決めたい。ア

メリカの政策とどの程度リンクさせるかにもよるが、報告書の 分析を経なければ基本法

の議論に入れないとは思っていない。両者を平行して行うことで、海洋政策の具体的な中

イメージができてくる。このイメージを持ちつつ基本法の議論を進めていくのが現実的と

考える。 

（林委員） 

分担案の１３は国内の運輸システムの問題であり、専門ではない。 

（寺島所長） 

この部分は事務局で他に適当な方を考える。 
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（徳山委員） 

割り当ての中で手に余る部分もある。内容によっては外部の方と一緒にということでも良

いのか。 

（寺島所長） 

結構です。依頼の方法等事務局で支給詰める。 

（栗林委員長） 

外部の方にお願いする場合は、事務局に連絡。事務局より依頼してもらう。 

（来生委員） 

９月上旬までに担当箇所を評価するのは難しい。PartⅡ、Chapter9 など、分担部分は中原

委員と相談して行う。 

（寺島所長） 

本日欠席した委員については、事務局から趣旨を説明し、依頼する。 

（来生委員） 

時間をかけて良いのであれば、国内の運輸、漁業、事業規制という観点ではこれまでに研

究の蓄積もある。あとは時間との絡みである。 

（寺島所長） 

期限については柔軟に対応したい。 

（来生委員） 

担当以外の分野でも関心のある部分については、後でもよければコメントすることはでき

る。 

（栗林委員長） 

各担当部分については一定の期限を決めてご提出頂くこととし、他の関心のある部分につ

いては、送れてもかまわないのでコメントして頂く。担当以外にコメントする部分につい

ては事務局に連絡してもらいたい。 

（栗林委員長） 

Chapter18 は多屋先生にお願いする。 

（寺島所長） 

Chapter19 は林先生とダブって、多屋先生にもお願いする。 

（栗林委員長） 

分担案に示されている箇所の評価は、９月２０日までに作業をお願いしたい。担当箇所以

外の評価については、１１月くらいまでにお出し頂きたい。 

（徳山委員） 

外部に依頼する場合、報酬はどうなるのか。 
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（寺島所長） 

金額等具体的な内容は詰めていない。決まり次第ご連絡する。 

（栗林委員長） 

基本法についての今後進め方については、作業部会を設置するということは、ここでご了

承頂いたということで、人選は法律関係の委員を中心とし、いつ立ち上げるかは、米国報

告書のコメントの整理次第。 

（寺島所長） 

今後の基本法の作業スケジュールついては、事務局では判断がつかない部分もある。一度

作業グループの先生方と相談したい。 

（寺島所長） 

Chapter3 については、委員のみなさんからコメントを頂きたい。 

Chapter8 については、委員のみなさんからコメントを頂きたいが、担当の方は別途事務局

で考える。 

 

以 上 
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第６回海洋・沿岸域研究委員会 

議事録要旨 

 

１．開催日時：平成１６年１１月１２日（金）１６：００～１８：３０ 

２．開催場所：海洋船舶ビル４階会議室 

３．出 席 者：別紙出席者名簿参照 

４．配付資料： 

海沿 6-1 第 5 回委員会議事録要旨（案） 

海沿 6-2 米国海洋政策 EXECUTIVE SUMMARY 

海沿 6-3 米国海洋政策 EXECUTIVE SUMMARY 仮要約 

海沿 6-4 米国海洋政策予備報告書評価作業について 

海沿 6-5 米国海洋政策予備報告書評価作業担当表 

海沿 6-6 日本財団提言に基づく評価結果とりまとめの素案 

海沿 6-7 評価作業結果 

海沿 6-8 予備報告書第 31 章に列挙される勧告一覧 

海沿 6-9  米国海洋政策最終報告書関連記事 

海沿 6-10 評価作業結果 

海沿 6-11 評価作業結果 

 

５．議事概要 

（１）前回議事録の確認 

 不備な点があれば後日事務局に連絡いただくことで了承された。 

（２）米国の海洋政策の動向について 

  これまで分析・検討を行ってきた米国海洋政策中間報告書に比較して、同最終報告書の

内容がどのように変化しているか、その現状について資料 6-9 を中心に事務局から説明を

行った。概要は以下のとおり。 

－米国海洋政策中間報告書と最終報告書との相違点について、全般的な流れとしてはほぼ

変更なしと考えて問題ない。31 章という構成、章タイトルもほとんど変更なし（15 章

のみわずかにタイトル変更）。ただし、第 5 章および第 30 章については検討項目を含

めた変更がみられた。 

また、海洋政策における州と地方政府の役割の明確化という点において若干の変更が認

められた。連邦政府の役割を縮小し、州政府がより責任を持つことが重要である点であ

る。年間 39 億ドルの支出が必要とされることが見積られたため、国家海洋政策実施コ

ストに関する部分が再検討される予定となっている。 
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国連海洋法条約の批准については、これを実行できない状況下にあり、今後積極的に進

行するとはいえない。米国大統領選挙などの影響もあり、今後の海洋政策の内容および

実施に向けた動向に注目する必要がある。 

（３）米国海洋政策の評価について 

 米国海洋政策に関する評価に関し、その主旨および作業状況について配付資料をもとに

事務局が説明を行った。また、各委員からの海洋政策の評価とこれに基づいた日本の海洋

政策への提言をまとめたもの（資料 6-7、6-10 および 6-11）について事務局から説明を行

い、これらを日本財団提言「海洋と日本 -21 世紀におけるわが国の海洋政策に関する提

言-」に照らし合わせて検討することを提案した。 

 以下、日本財団提言の内容をもとに議論した概要を記す。 

－提言１ 総合的な海洋政策の策定 

（林委員） 

 米国海洋政策の各項目については、基本的に日本にとって有用かどうかという視点で評

価した。望ましい海洋・沿岸海域の将来像を提示している点、その内容は大いに参考にな

る。また、指導原則として 13 ほどが掲げられているが、なかでも有用と思われるのが

stewardship の概念、陸・海・大気間の相互関連、生態系基盤の管理、生物多様性の保全、

利用可能な最良の科学情報、参加型ガバナンスなどの項目である。これらは Agenda21 あ

たりから用いられているものだが、わが国においてもこれらを指導原則として打ち出すこ

とは有意義である。政策策定の指導的概念については 4 項目が挙げられており、いずれも

抽象的なものであるが、すべてわが国にとっても重要である。 

（大森委員） 

 米国海洋政策については、日本の現状に比してかなり進んでいるという印象を持った。

日本の場合、縦割り行政的な意識が強く問題が先送りになるということが一般的という感

がある。科学が及ばない部分についてなどの予防原則という考え方は見習うべきであろう。 

次世代に問題を残さないという姿勢をもっと強調するとさらによかったという印象を持っ

た。 

（寺島所長） 

 stewardship という言葉を入れ、この概念を導入しておく必要がある。すなわち海洋

（環境）が現在だけでなく世代間にわたる預かりものという意識を強く持って考えなけれ

ばならない。 

（小池委員） 

 海洋開発分科会の答申では、「知る」「守る」「利用する」という海洋政策を進める上

での理念を述べた後に、いきなり具体的な施策レベルの話になってしまっている。大きな

指針的な考えに即して政策が位置づけられないことが多い。 
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（寺島所長） 

 総論と中間がなくて個別施策という形態になってしまうのが問題。米国の政策には多様

な次元の項目があるが、すべて基本理念が掲げられている。重要な点である。 

（大森委員） 

 Ecosystem を考えないと前に進まないというのは以前からわかっていたことで、特に研

究者の間では当然と思われていた。しかし、実際の政策項目のなかではより具体的な水産

資源の国際交渉や現場での漁獲高に関する話題など、生態系ベースでの考え方とはかけ離

れてしまうのが現実である。 

（寺島所長） 

 理念として持続可能性という文言は入れておくべきである。 

 

－提言 6 海洋に関する青少年教育および学際的教育・研究の充実 

（大森委員） 

 初等教育に関して、現在の市民生活、社会的側面については全く触れられていない。大

学教育についても、例えば海洋関連分野の就職がたくさんあればそれで解決するともいえ

る。もう少し踏み込んで考える必要があるのではないか。 

（寺島所長） 

 海洋問題がそもそもどういうものか、どのように発生して現状がどうかなどについて更

に深く包括的に考える必要があり、それを教育面でも反映させなければならない。そのな

かで地方自治体はじめ、地域のひとりひとりに教育を行う必要性があるのではないか。沿

岸域管理にしても、地方自治体、地域の人々の役割が相当ある。 

（小池委員） 

 米国の場合、海洋が一般的に広い意味で捉えられている。NSF においてもアウトリー

チに関して必ず予算を使わなければならないという仕組みになっている。日本の場合はそ

うではなく、理念としては合意されても予算がなく、現実的には動かない状況にある。 

（寺島所長） 

 国家海洋会議の下に海洋教育局などが設置されるべきとしているが、仮に日本ではそれ

が実現したらどうなのだろうか。 

（小池委員） 

 上部組織の国家海洋会議がきちんと位置づけられることが必須条件であろう。 

（寺島所長） 

 日本財団提言でもまとめたが、現実的に考えると日本では海洋基本法のもとに関係各省

庁による閣僚会議が組織されるという図式が考えられる。同時に予算措置が重要。そうい

う意味では、現在の各省による予算システムでは特定の項目への重点配分はできない。こ
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れは変えてゆかねばならない。 

（徳山委員） 

 国だけではなく地域や NPO などをはじめとして、ボトムアップという視点でも考えて

いかないとものごとが進まない。教育面についてはさまざまな主体が広く活躍できる場が

あると思う。 

（寺島所長） 

 特に沿岸域の管理や利用という面では、地方・地域の問題という位置づけにすることが

ひとつの考え方である。現在は現状の法に則してしか動いていないが、実際の現場のニー

ズはかなりあるはずだ。 

（小池委員） 

 例えば海洋に関して、米国では州や地方が非常に強い権限を握っている。日本の場合、

国の規制が強く、米国とは事情が異なっている。どのように体制を整えるかも重要となる。 

 

－提言 5 排他的経済水域(EEZ)および大陸棚の総合的管理の具体化 

（小池委員） 

 勧告 25-1～25-5 は、連邦政府の海洋沿岸研究予算の 5 年間での倍増計画をもとに、10

年間にわたる国家海洋研究戦略を策定し、社会経済学的側面の研究を進め、NOAA で実

施させるというようなものである。 

 日本の場合、予算を増加させるのはもとより、国家海洋研究戦略および実行するための

行政機関の構築が重要である。現状の海洋関係予算も見かけ上は額が多いが、実際には各

省庁の寄せ集めであって、現場の感覚とかけ離れている。周囲にもすでに十分な額が投資

されているという誤解を与えている面がある。これら事業予算を十分に精査して取捨選択

することが最重要課題である。 

（徳山委員） 

 例えば、データシステム構築にしても沿岸域管理など海洋に関する課題については、地

方と国の分担、役割というものを現実的に考えてゆかなければならない。そのためにも長

期ビジョンを持った組織、機能的な機関を整備する必要があるかも知れない。 

（事務局） 

 本日は一部のテーマについてフリーディスカッション的に議論をしていただいた。今後

は具体的なまとめ方についても十分検討して進めたい。 

（小池委員） 

 米国の連邦と地方のそれぞれの法的な仕組みや、日本の各自治体と中央との法的な側面

がよくわからないところがある。水質規制について調べてみたが、どうもよくわからない。

これらの違いを把握していないと、米国の政策を日本へ適用するというのには無理がある
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かも知れない。これらについて次回までに事務局でまとめて報告して欲しい。 

（４）今後のスケジュール 

－事務局より今後のスケジュールについて説明した。 

（寺島所長） 

 米国の最終報告書の中身を検討することも重要であるが、もう少し日本の海洋政策自体

を検討してみるということが必要かと思われる。 

また、来年度が当財団の設立 30 周年ということもあり、最終的な提言としては 2005 年度

にまとめるということも考えている。このなかに海洋基本法を検討し成果物として提案し

たい。 

（栗林委員長） 

 今年度は米国の海洋政策について検討し、来年度に海洋基本法も含めた日本の海洋政策

への提言をまとめるという流れになる。 

（大森委員） 

 提言内容をどのように現実化していくか、社会に反映させてゆく戦略も必要である。 

（寺島所長） 

 提言するにはしっかりとした案がなければならず、現在は提言すべき政策の内容を十分

に検討している段階である。今後、提言を実現するため戦略的に検討したい。 

 

以 上 
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第７回海洋・沿岸域研究委員会 

議事録要旨 

 

１．開催日時：平成１７年１月１９日（水）１７：００～１９：００ 

２．開催場所：海洋船舶ビル４階会議室 

３．出 席 者：別紙出席者名簿参照 

４．配付資料： 

海沿 7-1 第 6 回委員会議事録要旨（案） 

海沿 7-2 米国海洋政策予備報告書評価作業担当表 

海沿 7-3 「海洋と日本 21 世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言」と米国海洋

政策評価結果 

海沿 7-4 米国海洋政策報告書（Final Report）EXECUTIVE SUMMARY 仮要約 

海沿 7-5 予備報告書第 31 章に列挙される勧告一覧 

参考資料  日本財団提言の構成 

 

５．議事概要 

（１）前回議事録の確認 

 不備な点があれば後日事務局に連絡いただくことで了承された。 

（２）今年度のまとめと来年度に向けて 

（寺島所長） 

  今回が第 7 回目の委員会となるが、今年度はあと 1 回の議論をもって米国の海洋政策に

ついての作業は終了となる。最終的には 2005 年 10 月くらいまでに日本の海洋政策の提言

をまとめたい。これは当財団の 30 周年記念日が来年 12 月にあることも考慮しており、こ

れを念頭において今後の計画を考えてゆきたい。 

（３）米国海洋政策の評価 

（事務局） 

  第 6 回会議と同様に米国海洋政策の評価を行う。米国海洋政策においてわが国にとって

も参考となる項目を「海洋と日本 -21 世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言-」の

各項目（提言 1～6）に対応させ、その内容についても討議する。資料 7-2、7-3 を中心に

議論することとした。 

  前回会議で検討できなかった Part II、IV、VIII（資料 7-2 参照）について、担当の委員

より前回と同様、作業結果の報告していただく旨、事務局からの説明があった。 
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＜提言 2＞海洋政策策定、実行のための行政機構の整備 

（中原委員） 

勧告 4-1、4-2（資料 7-5 参照）には国家海洋会議（NOC）の設置について言及している

が、日本財団の提言等にもあるようにわが国では「海洋関係閣僚会議」を創設することが

望ましい。また、実際に「大陸棚調査･海洋資源等に関する関係省庁連絡会議」が設置さ

れているが、その他にも海洋関係省庁間連絡会議が存在しているのを踏まえた上で海洋関

係の行政機構を検討する必要がある。同勧告にある大統領補佐官の役割について、わが国

においては「海洋担当大臣」を設置することが必要だと考える。当面、「海洋担当大臣」

は国土交通大臣が任ずるのが適当である。 

また、勧告 4-3 については、生態系に基づく管理原則ということに関しては、基本的な

最上位の理念として掲げるのかどうかについて整理が必要である。 

勧告 4-5 および 4-9 にある海洋政策大統領諮問委員会は、わが国では科学技術・学術審

議会海洋開発分科会が同様な位置にある。これと多数ある他の海洋関係審議会との関係と

位置付けをきちんとすることが重要である。 

勧告 4-6 にある海洋政策局については、わが国においては内閣府に専従スタッフを置く

「海洋政策統括質」の創設が望ましく、積極的な提案を行うことが必要である。 

以下、私見ということであるが、勧告 4-4 の議長、委員構成についてはわが国独自の方

向性で考えるべき。勧告 4-7 の海洋の科学・教育・技術・業務を一括して NOC に直属さ

せるという点については、わが国の場合、総合科学技術会議で海洋の科学と教育のみを取

り上げさせるということになっており、これについて慎重に検討することが必要ではない

か。地方海洋会議の設置については、日本財団の提言にある通り、三大湾や瀬戸内海など

の半閉鎖性海域について重点的に体系的政策策定ができる体制を整えることが望ましい。 

（来生委員） 

勧告 6-2 における「生態系に基づく海洋管理」を海洋の総合的管理の指導理念としてい

る点は重要で大いに参考にすべき。勧告 4-3 にも生態系に基づく海洋管理が出ていたが、

日本は個別的目的別対応だが米国では沿岸管理も含めて総合的な観点から行うという考え

方である。このような考えに基づく場合、価値の序列をどのように位置付けていくかとい

うことが必ず問題になる。また、海洋資源利用 Rent の社会還元制度の創設は理念として

は望ましいが、日本における漁業を考えても過去の経緯を考えると具体的な制度の実現は

なかなか難しいと思われる。 

勧告 6-3 海洋保護区の設定については、生態系に基づく海洋管理の理念に基づいて既存

の区域指定制度との調整が重要な点になる。 

第 7 章全体では行政組織をどうするかという内容であり、これは米国と日本それぞれの

事情が異なるところは十分承知すべき。 
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（寺島所長） 

中国が海域使用管理法を設けた際に、海域の有料利用制度というものを設定した。わが

国の場合、鉱物資源の利用などについては既存の制度もあるが、それ以外に対しても有料

利用制度を設けられないか? ということについてもっと検討してもよいのではないか。 

（来生委員） 

ひとつのシステムとして構築するから非常に難しいのであって、やりやすいところから個

別に考えてゆくということはできるのではないか。 

（寺島所長） 

漁業権などを含めた総体的な管理制度をつくろうとするのは大変な話になるが、部分的

に、排他的利用に伴って経済的利益があがるところについて考えるということはできるの

ではないか? 

（中原委員） 

  有料化しても利益があがるかどうかわからないものに対して課金することは難しい。慎

重に検討することが必要になる。 

（寺島所長） 

そういったことも配慮した制度というのを何とか考えられないか。仮にそういう制度が

あることで逆に企業なども参入しやすくなるということがあるのではないか。 

（来生委員） 

  抽象的な話として、理論的には課金すべきであるのは確か。ただ実際には難しい。まず

漁業がそれに該当するが、過去の経緯や現状を考える限りは不可能。水産基本法の際にも

内部ではこれについて議論したことがある。 

（中原委員） 

  陸上の場合は土地というものが評価対象としてあるが、海面の場合にはそれがないから

困難である。 

（来生委員） 

  やるならば有料化できるところからするという個別的なアプローチで進めるしかない。 

  欧州や米国では最終的な制度設計まで詰めないで法律的なところで割り切ってしまうと

ころがあるが、日本では詳細なところまで決めなければならないという面がある。この辺

の違いがある。 

（寺島所長） 

  海洋担当大臣が必要であり、国土交通大臣がこれに任じるというところまで踏み込んで

いるが、国土交通省は河川、港湾や国土計画を含めて最も広い部分を扱っている。その他

に文部科学省、経済産業省、農林水産省が海洋に関係してくると思う。各種の審議会や科

学技術会議なども考慮して検討しなければならない。 
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（来生委員） 

  大臣でも省庁でもそうだが基本的には縦割りになっているのが現状。具体的な管理は地

方自治体ということならば極端なこといえば自治体を統括する総務省なのかという話も出

てくる。どこまで考えるか難しい。 

（寺島所長） 

  海洋担当大臣というのは、海洋についてすべてを管轄するのではなく総括すべきときに

は誰（どこ）が責任を負うかということであって、主要官庁のどこかが担当大臣となると

いう理解をしている。 

（栗林委員長） 

  オーストラリアでは環境大臣でしょう。 

（中原委員） 

  現状でどこの省庁になるかということで国土交通省と考えた。省庁間の連絡会議のよう

な話になるとまた別であろう。審議会についてもさまざまな側面から考える必要がある。

ただ、今あるものについてものを言わないと提言として重みがなくなる。 

（寺島所長） 

  今の件とパラレルで考えなければならないのが海洋基本法だと思う。各省庁はそれぞれ

の法律に従って仕事をするわけで、それらを超えて調整しなければならないような動きは

基本的にできない。このような動きを裏付ける法的枠組みが必要となる。 

（栗林委員長） 

  海洋基本法については、米国の政策を参考にして日本の政策を考えたその後になるでし

ょう。 

  例えば「生態系に基づく海洋管理」というものに関して、わが国として本当に踏み込ん

でやるべきかどうかなどの議論はどこで行うのか。 

（寺島所長） 

  海洋関係の審議会などで議論して答申を出すということになるのでは。 

（事務局） 

  次は Part IV、Chapter 9～13 について議論したい。沿岸域管理、生態系、経済的な側面

を含めてのマネジメント、防災についての話題となる。 

 

＜提言 3＞総合的沿岸域管理の法制整備 

（大森委員） 

  担当の第 11 章「沿岸生息地の保全および回復」をまとめると以下の通り（資料 7-3、

P.6 参照）。このうち勧告 11-1、11-2、12-3 についてはわが国にも十分に当てはまると評

価した。 
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1. 沿岸域の総合的管理が今ほど求められているときはない。沿岸管理に関わる省庁が多

く、相互不干渉や総合的管理法制の欠如が問題の原因になっている。 

2. 開発や防災の名目の下に不必要な土木工事を進め、ここまで傷めてしまった沿岸域を

如何に修復して行くか、沿岸管理への市民参加、ミチゲーションの制度化などを含め

て、我国でも管理修復に関する議論をさらに進めて行く必要がある。 

3. 現象や含まれる問題の複雑さ故に、沿岸問題は、ともすれば研究者から避けられる傾

向がある。データや知見の充実のための真剣な取り組みが望まれる。 

4. アセスメントが制度の中で空回りしている。ただレポートをつくるだけで、真の沿岸

域の保全につながっていないケースが多い。 

5. 開発・埋め立ての抑制が必要であり、利用されない造成地や不要な港湾が多い我国の

現状を見直すために、本章に盛られている内容は参考になる。 

6. 日本の法制には山岳と海洋が生態系でつながっているという考えをもとにした沿岸域

管理、保全の法制が全くない。例、砂防ダムの建設と海浜保全。 

7. Protecting the Nation’s Wetlands: A Special Case (p.132)に関して。我国にはもともと

wetlands が小さく、そのほとんどは既になくなってしまったので、△。しかし、藻

場・アマモ場は、まだ残っており、生物資源の維持管理、自然環境の保全、希少生物

の育成などの上で極めて重要な生態系であるから、その管理修復については、Capt. 

21 のサンゴ礁とともに、真剣に取り組む必要がある。 

（佐伯） 

  第 13 章に関して、勧告 13-1、13-2 および 13-6 がわが国に関しても当てはまる項目であ

ると評価した（資料 7-3、P.7 参照）。その他は日本にはそぐわない内容である。以下、

要約する。 

  「海上輸送システム」の主管官庁の指定（勧告 13-1、第 13 章 pp.157-）については、本

来は「海上輸送システム」という狭い観点からではなく、「海洋政策」という広い観点か

らの主管官庁について論じられるべきと考える。 

「海上輸送システム省庁間委員会」（ICMTS）の設置（勧告 13-2、第 13 章 pp.157-）に

ついて、上記と同様に、「海上輸送システム」という狭い観点からの省庁間委員会ではな

く、「海洋政策」という広い観点からの省庁間委員会の設置について論じられるべき。 

海上輸送における緊急事態対応の考慮（勧告 13-6、第 13 章 pp.160-）に関して、海洋政

策というよりも緊急事態対応という観点から論じられるべき項目であるが、海洋基本法に

おいて緊急事態対応に係る記述が設けられる場合には、本項目についても考慮する必要が

ある。 

（事務局） 

  柴山先生の作業部分（第 10 章）のため、提出された資料をもとに事務局が説明（資料
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7-3、P.6 参照）。 

  防災事業の見直し（第 10 章 pp.119-）については、環境面、コスト面ならびに事業の透

明性などさまざまな側面からも国および地方自治体のレベルでともに必要である。 

  災害データの収集（第 10 章 pp.120-）や利用については、データの共有化を含め更に進

めていかなければならない。 

  洪水保険プログラム（NFIP）の改正（第 10 章 pp.121-）については、わが国にこれに相

当するものがないため今後検討を行うべきである。この際、災害リスクを算定・公表する

ことで乱開発などを抑制できる可能性がある。 

  地域災害低減計画の立案（第 10 章 pp.123-）については、国が補助金等を活用して地域

の防災計画を早急に立案できるようにするべきである。ハザードマップの作成は一部始め

られているが、高潮、津波災害についてのものは着手されておらず、これらを含めて進め

てゆく必要がある。 

（事務局） 

  柴山先生の作業部分（第 12 章）のため、提出された資料をもとに事務局が説明（資料

7-3、P.6 参照）。 

  国家レベルでの地域土砂管理の政策の立案（第 12 章 pp.138-）については、土砂の発生

から移動、堆積に至る過程を環境への影響を考慮した上で戦略的に検討する必要がある。 

  浚渫土の処理について費用便益分析を行う（第 12 章 pp.141-）という点について、現状

では浚渫土が沖合に投棄されるという例もあるため、まずは有効利用の方法について検討

をするという段階である。 

  政府機関による研究を強化し戦略を作る（第 12 章 pp.143-）という項目に関しては、わ

が国の研究機関の研究項目について全体的にこの方向で総合化する必要がある。戦略のた

めには現状分析が重要になる。 

（寺島所長） 

  大森委員担当の第 11 章だが、河川と沿岸地域の管理など相互に関連するところが別々

に行われている気がする。一体的に考えられていないのが問題である。 

（大森委員） 

  これまで砂防ダムを建設してきているが、これの影響もあって侵食などが起こっている。

法律や制度上でこれらがつながっているという意識がない。 

（来生委員） 

  ダムの政策評価を行った経験からいうと、現場（具体的な政策レベル）においては上流

と下流がつながっているという認識を持ってきている。ただし、対応するシステムがない

ため空回りしているのが現状である。 

（寺島所長） 
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沿岸域の管理という面では、今の海岸法という枠組みではあまりにもできることが少な

いというのが現状だ。陸側も海側もあるいは河川域についても管理という視点からは抜け

落ちている部分が多い。誰かがきちんとやらなければならないところである。 

（栗林委員長） 

  佐伯さんの担当のところは、海洋政策というよりは海上輸送の分野に特化していて随分

細かい内容が出ている。 

（佐伯） 

この部分に関しては、恐らく海洋政策という観点からより運輸省の視点を持った書き手

が中心になって作成されたのではないか。 

（寺島所長） 

米国の海運政策は委員会制で進められていたような気がする。このあたりは米国の行政

の特殊事情によるといえるかもしれない。 

（栗林委員長） 

  緊急事態の対応については、テロも含めてさまざまなかたちがあるということから、こ

れを統括してゆくという意味で政策的な部分になっている気がする。 

（佐伯） 

  海洋政策において緊急時や防災といった章を設けるならば、そのなかに海上輸送のあり

方が組み込まれてよいと思う。 

（事務局） 

  次は Part VIII、Chapter 29（資料 7-3 の P.3）について議論したい。 

 

＜提言 2＞海洋政策策定、実行のための行政機構の整備 

（栗林委員長） 

  勧告 29-1 および 29-2 はわが国には当てはまらないと判断した。 

  勧告 29-3 は、省庁間委員会の設立や監督、技術援助について述べられており、これは

行政システムの考え方として参考になるものである。 

  勧告 29-4 については、海洋保護区や極地の国際管理に関しての国際的協力についての

勧告となっている。これはそのままわが国に当てはまるわけではないが参考にすべきであ

る。 

  勧告 29-5 は国務省（外務省）が導入している「外交のための科学」も含めた対外的外

交プロセス能力の向上や、政策・プログラムの知識・技術の統合、向上を図るというもの

であり、これについても参考にすべき項目であろう。 

  勧告 29-6 は海洋研究の推進および国際共同、それらへの助成を積極的に進めるという

内容であり、わが国にとっても非常に重要な項目である。大いに見習うべきである。 
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  勧告 29-7 は米国科学者に強力な支援、国際的研究のためのパートナーシップを推進す

るべきであるとされている。わが国ではその役割を外務省が担うかどうかは別としても、

これらを進めてゆくべきである。 

  勧告 29-8 においては、他国の長期的な海洋の科学や管理能力を高めるために努力すべ

きと述べられている。これら発展途上国への協力が自国への信頼、強調を生むことが期待

されるため、わが国でも政策の基礎として据えられるべきである。 

（寺島所長） 

国務省（外務省）の活動について言及されており、本来国務省（外務省）は各省庁と密

接な連絡をとってやらなければならないところであるが、いずれにしても閉鎖的なきらい

がある。国家海洋会議のもとに国際委員会を設け、国務省が統括してゆくというのは非常

に面白いシステムだと思う。 

日本の外務省は科学的、技術的な人材を外交官として活用しているのかどうかに少々疑

問がある。 

（大森委員） 

  海洋会議の際には何人か職員として採用されていたが、現在は継続されていないように

思う。 

（栗林委員長） 

「外交のための科学」、コンセプトというのはどういうものなのか。 

（林委員） 

  UNCLOS のような大きな、多角的な国際会議においては、多くの省庁と連絡できるよ

うな強力なリーダーシップが必要となる。国務省あるいは外務省にそのような力があれば

望ましい。 

 

（４）今後のスケジュール 

（栗林委員長） 

  もし他になければ今回は終了としたい。次回はどのようなかたちにするのか。 

（事務局） 

  Part V と Part VI については次回に検討したい。また、もちろん事務局からも提案する

が、その上でまとめ方など今後の検討項目についても具体的に議論したい。 

（大森委員） 

  次年度に海洋政策の提言をまとめるということだが、生態系に関してなど大きな理念を

打ち出すということになるのか。 

（寺島所長） 

  提言するということになるとそれらを避けて通れないという面はあると思う。いずれに
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せよ国際的にもある程度通用するようなものをつくりたい。 

（栗林委員長） 

  日本の現状に合わせてフィージビリティばかり考えるとどうしてもトーンダウンしたも

のになってしまう。生態系云々や理念も入れて考えたい。 

  次回の日程はいつになるのか。 

（事務局） 

次回は 2005 年 2 月 28 日 17:00～という日程を第一候補として考えている。今回欠席の

委員にも周知連絡の上決定したい。 

 

以 上 
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第８回海洋・沿岸域研究委員会 

議事録要旨 

 

１．開催日時：平成１７年２月２８日（月） １７：００～１９：００ 

２．開催場所：海洋船舶ビル４階会議室 

３．出 席 者：別紙出席者名簿参照 

４．配付資料： 

海沿 8-1 第 7 回委員会議事録要旨（案） 

海沿 8-2 米国海洋政策予備報告書評価作業担当表 

海沿 8-3 「海洋と日本 21 世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言」と米国海洋

政策評価結果 

海沿 8-4 米国海洋政策報告書（Final Report）EXECUTIVE SUMMARY 仮要約 

海沿 8-5 米国海洋行動計画（U.S. Ocean Action Plan）仮訳 

海沿 8-6 予備報告書第 31 章に列挙される勧告一覧 

海沿 8-7 平成 17 年度海洋・沿岸域研究委員会実施企画案 

参考資料  日本財団提言の構成 

 

５．議事概要 

（１）前回議事録の確認 

 不備な点があれば後日事務局に連絡いただくことで了承された。 

（２）今回の委員会について 

（事務局） 

前回まで行ってきた米国海洋政策の分析を本日の委員会でとりあえず終了し、今年度と

りまとめる中間報告書に反映させ、来年度につなげたい。今回は第 7 回までに議論できな

かった部分を検討する。また、今年度のまとめ方、来年度にどのようなかたちで継続する

かについても検討したい。 

（栗林委員長） 

本日検討する米国海洋政策の分析結果については、最終的にどのようにとりまとめるの

か。 

（事務局） 

  米国海洋政策の分析は前回までに終わらなかった Part V から順に議論をお願いしたい。 

（寺島所長） 

  今日は今年度最後の委員会となり、米国の海洋政策についての分析作業も終了としたい。

引き続いて次年度においても検討すべき部分は議論してゆきたい。また、米国海洋行動計
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画（U.S. Ocean Action Plan）を取り上げて議論したい。 

（３）米国海洋行動計画（U.S. Ocean Action Plan）について 

（事務局） 

  米国海洋行動計画（U.S. Ocean Action Plan）（資料 8-5）について、その概要の紹介を

行った。 

（寺島所長） 

  ブッシュ政権は海洋に関する分野に対してあまり熱心でないということを耳にしている。

米国海洋行動計画（U.S. Ocean Action Plan）についてもそのように考えられる。 

（林委員） 

  米国海洋行動計画（U.S. Ocean Action Plan）の位置付けはどのようになっているのか。 

（寺島所長） 

  実はその位置付けがよく見えないというのが実感である。 

（林委員） 

  でも今度は個々の具体的な法律となって実現されるかもしれない。 

（寺島所長） 

  しかし、現状の米国海洋行動計画（U.S. Ocean Action Plan）というものはわれわれが想

定していたものとはちょっと違っている。 

（大森委員） 

  この米国海洋行動計画（U.S. Ocean Action Plan）には、大局的に考えるべきものと詳細

な項目がそれぞれ含まれている。これらについてひとつひとつ議会の承認を受けて具体化

するのだろうか。 

（寺島所長） 

  議会の承認を受ける必要がある項目についてはそうなるのだろうが、Oceans Policy 

Committee が引き続き検討するもの、当面短期的に対応すべきもの、中長期的なものなど

がそれぞれ提示されていると考えている。早めに国連海洋法条約を批准するということも

ある。 

（栗林委員長） 

  とりあえず、90 日間でできるところを提示したということだと思う。 

（寺島所長） 

  Policy かと思ったら Action Plan だったというのが実際のところである。 

（４）米国海洋政策の評価 

（事務局） 

  資料 8-3 をもとに「海洋と日本 21 世紀におけるわが国の海洋政策に関する提言」との

照らし合わせを行いながら米国海洋政策の評価結果について議論する。Part V は沿岸管理
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に関する項目が中心で、水質管理について検討されている。 

  Chapter14 は小池委員の担当になっており（資料 8-2 参照）、その評価は以下の通り

（資料 8-3、P.7）。 

＜提言 3＞総合的沿岸域管理の法制整備 

◎勧告 14-1: 工場排水規制など公的規制の強化 

○勧告 14-2: 汚水処理システムの高度化とそのための技術的・財政的支援 

◎勧告 14-3: 動物排泄物処理問題の法的整備，資金援助 

△勧告 14-4: 地方での生活排水処理の促進 

△勧告 14-5: 栄養素および堆積物に関する取引可能なクレジットの実験 

○勧告 14-6: 水質汚染に関する継続的な監視プログラムの開発 

○勧告 14-7: ノンポイント汚染の削減プログラムに関する中央省庁・地方行政組織の連携 

○勧告 14-8: 沿岸域の水質基準指標の具体化 

△勧告 14-9: ノンポイント汚染削減プログラムをインセンティブ型プログラムの一部とす

る 

△勧告 14-10: 連邦議会に水質基準達成のために州に対して強制的な管理手段を講じる権

限を与える 

◎勧告 14-11: 地方の行政組織などに対して統合的沿岸管理の考え方を普及させるアウト

リーチ・プログラムを強化すべき 

○勧告 14-12: 洪水管理プログラムが包括的アプローチに基づいて策定されるようにすべ

き 

△勧告 14-14: 大気降下物が水域に影響を及ぼす場合の管理体制の検討 

 

（事務局） 

  続いて柴山先生の担当となる Chapter15 についての評価は以下の通り。 

◎第 15 章 pp.177- 水質管理ネットワークの構築 

◎第 15 章 pp.180- データ管理項目の効果的な展開 

◎第 15 章 pp.181- データの使用性の向上 

 

  Chapter16 は栗林委員長による評価となる（資料 8-3、P.16 参照）。これは提言 1～提言

6 までのいずれにも該当しないと思われる項目である。 

 

（栗林委員長） 

○勧告 16-3: 旗国の監督と執行を確保するための IMO の努力を促進するため、諸外国と

ともに行動する 
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○勧告 16-4: 他国と協力して IMO の下でポート・ステート・コントロール体制を強化・

調和させる仕組みの確立 

○勧告 16-13: IMO のガイドラインに沿った避難場所（place of refuge）に関する包括的な

政策指針と緊急時対応計画の策定と、避難場所を求めている船舶の組織的かつ迅速なアセ

スメントと対応の規定 

○勧告 16-15: 海事分野の意識を高めるイニシアティブの策定・実施と沿岸・海洋管理の

あらゆるニーズに対する効果的な支援の提供 

  他に第 16 章に関しては詳細な点がたくさんある。米国とわが国で状況が異なる部分が

ある場合も多い。常に参考になるとは限らず、より実務的な観点から見なければならない。 

 

（事務局） 

  Chapter16 について何か意見があれば議論したい。 

（大森委員） 

プレジャーボートの件を含めて問題となるのが、漁船やその修理の際の船底塗料、網な

どによる汚染の問題がある。日本に規制があっても規制のない他国で行われて日本の沿岸

で活動されれば何の意味もないのが現状である。TBT については禁止はされているがい

ろいろと問題がある。 

（多屋委員） 

  TBT については現在は使用禁止となっているが、過去に使われたものが問題となって

いる。今新たに使われているということはない。 

（大森委員） 

  しかし、TBT が日本で規制されても韓国では使われている。これでは何の意味もない。 

（佐伯） 

  TBT については国際条約がつくられて一応対策はとられている。 

（林委員） 

  韓国は入っていない。 

（大森） 

  日本は IMO に準じているが、その他の非加盟国が問題となっている。加盟していない

国が得をするようなことではいけない。 

（佐伯） 

Port State Control を国際的な条約として実現させるなど、きちんとしたものをつくらな

ければならない。 

（事務局） 

  大森委員の担当となる Chapter17 について議論したい（資料 8-3、P.8 参照）。 
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（大森委員） 

  外来種については日本でもよく知られている問題である。バラスト水について大きく取

り上げられることが多いが、規制があってもうまく機能していないこともあり、他にもさ

まざまな問題がある。多様な問題が存在するので、一様に法で括れないという実情もある

ため、関係省庁で調整しなければならない。 

  研究面においては、例えば赤潮についてなどは日本は世界でもトップレベルにある。こ

れをうまく活かすような政策を考えるべきである。 

評価については、勧告 17-3、勧告 17-5、勧告 17-6 は◎とした。 

（寺島所長） 

  バラスト水についてはきちんと議論されているか疑問だ。船舶で移送されるものに関し

てはよく耳にするが、外来種全体についても包括的に考えなければならない。 

（林委員） 

総合的アプローチでどこかがやらないといけない。現状はそのような立場で取り扱って

いるとはいえない。日本がイニシアチブを持って行うべきだ。 

（事務局） 

  Chapter18 は多屋委員の担当となっている。 

（多屋委員） 

  時間の都合上、まだ作業が終了していない。 

（事務局） 

  Part VI（Chapter19～24）について検討したい（資料 8-3、P.9）。担当の林委員に評価を

お願いした。 

（林委員） 

  以下のように評価を行った。 

 ○VMS の最大活用（Chapter19、P.238-） 

 ◎国連漁業資源協定の批准（Chapter19、P.246） 

 ○FAO の責任ある漁業のための行動規範の実施（Chapter19、P.247） 

 △海洋哺乳動物に関する勧告（Chapter20、P.251-） 

（事務局） 

  ご意見を承りたい。 

（多屋委員） 

  資料 8-3、P.9 の 4-3「漁業補償に第三者機関による裁定方式の導入を検討すべきであ

る」という項目についてであるが、これらについて議論すると最終的に漁業権の話に帰着

する。これについては漁業協同組合やさまざまな課題が現存するので非常に難しい問題に

なる。 
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（寺島所長） 

  漁業権については、申請だけすれば No Pay で権利が得られ、この権利が設定されて何

か起こると補償をもらうというのはちょっとフェアでないような気がする。 

（多屋委員） 

  漁業者がひとりでもいれば漁業権を設定しなければならないことになっている。組合員

の認定も漁業協同組合によってなされるなど、組合に依存している部分が多い。 

（大森委員） 

  何事もほとんど漁協に任せているという体制に問題がある。農協の方がよほどオープン

な体制である。 

（多屋委員） 

  現状では制度的にそうなっている。漁業権については漁協が権利を有している。市民が

参画どころか意見を言う場すらないのが現実である。本来、利害関係者みんなで話せるよ

うにするべきで、そのような仕組みを考えなければならない。 

（寺島所長） 

  国の機関としてもうまく調整できていない。 

（多屋委員） 

  実際には出先機関の意見で埋め立てする、しないなどの意思決定がなされてしまう。 

（事務局） 

  Chapter21 については大森委員に評価をお願いした（資料 8-3、P.9）。 

（大森委員） 

  米国ではサンゴについて積極的に議論されているが、日本ではそれほどでもない。勧告

21-2、勧告 21-4 については◎と評価した。 

  沖縄のようにサンゴが大規模にあるところで保護、拡大ができるならば、日本として世

界に大いにアピールできる。 

（事務局） 

  Chapter24 については徳山委員に評価をお願いした（資料 8-3、P.11）。 

（徳山委員） 

  全体的に総論賛成（◎）である。しかし、実現のための体制や制度が具体的に述べられ

ているので、日本にそのままあてはまるわけではない。 

例えば、EEZ を管理するシステム（担当部局: 国家海洋コンソーシアム）が必要である、

鉱物資源など海域からもたらされる利益を還元して海洋管理などの財源の一部にする、環

境問題についてもできるだけ配慮するなどの内容が特に重要である。 

（寺島所長） 

米国では財源を基金で割り当てるなどとしている。 
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（徳山委員） 

日本ではそれがないから資金的に問題がある。日本の石油会社というのはあまり大きく

なく基本的には販売しかしていないので、ここから多くの資金を得ることは難しい。した

がって広く、浅く取るという方法しかない。 

（多屋委員） 

海面、海底資源は国のものを使用するということになるので課金することができると考

えられる。水産資源は所有者がいないため、どこからも集金することができない。許可を

与えるだけとなる。 

（徳山委員） 

国のものとしてしまえばよい。 

（多屋委員） 

国連海洋法条約で国に管理義務を付与してしまえばよいのではないか。 

（徳山委員） 

同感である。管理責任を持たせないと日本は国として恥ずかしい。 

（寺島所長） 

  中国は海域使用管理法を策定した。 

（多屋委員） 

  中国では、例えば養殖を行う場合には支払い義務を与えるようにして管理している。 

（徳山委員） 

  石油の場合には採掘権を買うことになるのか。 

（寺島所長） 

  深海底になると別機関となるはずである。 

（事務局） 

  米国海洋政策の評価作業については以上で終了とさせていただく。 

（５）今年度のまとめ（中間報告書）と次年度について（資料 8-7 を参照） 

（寺島所長） 

今年度は、2002 年に出された日本財団の提言を参考にして米国海洋政策の評価とわが

国への適用性について検討した。各回の委員会での議論を中心に今年度のまとめとして中

間報告書を作成したい。 

次年度については、最終的に 2005 年 10 月くらいまでに日本の海洋政策の提言をまとめ

たいと考えている。これは当財団の 30 周年記念日が来年 12 月にあることも考慮しており、

これを念頭において今後の計画を考えてゆきたい。具体的な政策項目について作業を行う

ワーキンググループの設置や各委員の選定など、詳細については今後検討して進めてゆき

たい。 
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（栗林委員長） 

  ご意見があればお願いしたい。 

（林委員） 

  US OAP についてもさらに分析するべきである。 

（大森委員） 

  勧告もいろいろなレベルがあるし、政策提言を行うにしてもどの程度のものをつくるの

か慎重に検討するべきである。 

（徳山委員） 

  Policy として総括的なものを策定するべきである。個別的な Action Plan まではとても

手が回らないのではないか。 

（多屋委員） 

Policy として考えるべきだが、漁業権など、どうしても具体的に考えなければならない

項目も存在する。 

（寺島所長） 

あまり抽象的なものでも駄目で、なるべく説得力を持たせて現実に切り込んでゆくよう

なものを作成したい。 

 

以 上 
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目
標

の
発

展
と

､こ
れ

ら
の

目
標

の
定

期
的

な
再

検
討

と
改

定
。

海
洋

に
関

す
る

国
際

合
意

の
国

内
的

実
施

を
含

め
､国

家
海

洋
政

策
の

実
施

･展
開

に
つ

い
て

大
統

領
へ

勧
告

。

海
洋

に
関

連
す

る
連

邦
機

関
の

活
動

の
調

整
･統

合
､お

よ
び

目
標

達
成

の
た

め
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
の

提
供

。

目
指

す
べ

き
国

家
海

洋
会

議
と

は
･･

法
令

や
規

制
の

余
剰

ま
た

は
欠

如
部

分
を

確
定

､紛
争

を
解

決
し

､空
白

を
埋

め
る

た
め

の
戦

略
の

展
開

､新
た

な
又

は
顕

在
化

し
つ

つ
あ

る
海

洋
問

題
の

表
明

。

海
洋

政
策

に
お

け
る

科
学

の
効

果
的

な
利

用
の

指
導

､国
お

よ
び

地
域

レ
ベ

ル
で

の
意

思
決

定
の

た
め

の
デ

ー
タ

お
よ

び
情

報
の

入
手

可
能

性
の

確
保

。

目
指

す
べ

き
国

家
海

洋
会

議
と

は
･･

政
府

機
関

と
非

政
府

組
織

､民
間

､学
界

､公
衆

と
の

間
の

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

の
発

展
お

よ
び

支
援

。

連
邦

海
洋

沿
岸

機
関

に
よ

る
教

育
お

よ
び

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

の
努

力
の

拡
大

。

地
域

的
ア

プ
ロ

ー
チ

を
促

進
す

る
た

め
の

地
域

海
洋

会
議

の
設

置
の

た
め

の
広

範
で

柔
軟

か
つ

任
意

的
な

プ
ロ

セ
ス

を
発

展
さ

せ
る

た
め

の
､政

府
･非

政
府

の
幅

広
い

利
害

関
係

者
と

の
共

同
作

業

目
標

達
成

を
評

価
す

る
た

め
､国

の
海

洋
お

よ
び

沿
岸

域
の

状
態

の
定

期
的

な
評

価
。

目
指

す
べ

き
国

家
海

洋
会

議
と

は
･･
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2
. 
N

O
A

A
を

強
化

し
､連

邦
機

関
構

造
を

整
備

せ
よ

第
7
章

連
邦

機
関

の
構

造
強

化

(1
) 
N

O
A

A
の

強
化

N
O

A
A

の
任

務
･･

地
球

環
境

の
変

化
を

理
解

･予
測

し
､

国
の

経
済

的
･社

会
的

･環
境

上
の

ニ
ー

ズ
に

見
合

う
よ

う
海

洋
と

沿
岸

の
資

源
を

管
理

し
保

全
す

る
こ

と
。

↓

N
O

A
A

に
は

､現
時

点
で

の
活

動
を

よ
り

効
果

的
に

管
理

し
､多

く
の

新
た

な
責

任
を

果
た

す
必

要
が

あ
る

。

N
O

A
A

の
能

力
強

化
に

よ
る

海
洋

･沿
岸

管
理

の
強

化

N
O

A
A

の
3
つ

の
主

要
な

機
能

海
洋

､沿
岸

､大
気

環
境

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
お

よ
び

予
測

海
洋

資
源

と
区

域
の

管
理

科
学

調
査

お
よ

び
教

育

勧
告

7
-
1
  

議
会

は
､N

O
A

A
の

設
置

と
任

務
を

体
系

化
す

る
有

機
的

な
法

案
を

通
過

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る

。
こ

の
法

案
は

､N
O

A
A

の
構

造
が

生
態

系
ア

プ
ロ

ー
チ

と
N

O
A

A
の

主
要

な
機

能
に

一
致

し
た

も
の

で
あ

る
点

を
確

保
す

べ
き

で
あ

る
。

(2
)海

洋
お

よ
び

沿
岸

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

整
備

N
O

A
A

以
外

の
連

邦
機

関

内
務

省
（
D

e
pa

rt
m

e
n
t 

o
f 

th
e
 I
n
te

ri
o
r:
 D

o
I）

･･
地

質
調

査
所

/
国

立
公

園
局

/
魚

類
野

生
生

物
管

理
局

環
境

保
護

庁
（
E
n
vi

ro
n
m

e
n
ta

l 
P

ro
te

c
ti
o
n
 A

ge
n
c
y:

 E
P

A
）

･･
水

局
/
湿

地
･海

洋
･流

域
局

航
空

宇
宙

局
（
N

at
io

n
al

 A
e
ro

n
au

ti
c
s 

an
d 

S
p
ac

e
 A

dm
in

is
tr

at
io

n
: 
N

A
S
A

）

陸
軍

工
兵

隊
水

資
源

研
究

所
（
A

rm
y 

C
o
rp

s 
o
f 

E
n
gi

n
e
e
rs

）

沿
岸

警
備

隊

海
軍

勧
告

7
-
3

大
統

領
補

佐
官

は
､国

家
海

洋
会

議
お

よ
び

海
洋

政
策

大
統

領
諮

問
委

員
会

か
ら

の
助

言
に

よ
り

､連
邦

の
海

洋
､沿

岸
お

よ
び

大
気

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

再
検

討
し

､類
似

の
機

能
を

強
化

す
る

た
め

の
機

会
を

推
奨

す
べ

き
で

あ
る

。

(3
)生

態
系

に
基

づ
く
管

理
ア

プ
ロ

ー
チ

に
お

け
る

あ
ら

ゆ
る

天
然

資
源

の
管

理

勧
告

7
-
5

大
統

領
は

､海
洋

､陸
､大

気
の

あ
ら

ゆ
る

資
源

の
間

の
関

連
性

を
認

識
し

､よ
り

統
一

的
で

生
態

系
に

基
づ

い
た

天
然

資
源

の
管

理
の

た
め

の
構

造
を

作
る

よ
う

､連
邦

政
府

を
再

編
成

す
る

旨
を

議
会

に
提

案
す

べ
き

で
あ

る
。

(2
)海

洋
お

よ
び

沿
岸

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

整
備
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3.
地

域
海

洋
会

議
を

設
置

す
る

た
め

の
柔

軟
か

つ
任

意
の

過
程

を
定

め
よ

[第
4章

] ○
地

域
の

連
携

を
図

る
場

を
創

設
す

る

米
国

の
海

洋
・
沿

岸
問

題
は

，
本

質
的

に
地

域
的

な
も

の
が

多
い

。

各
レ

ベ
ル

で
，

海
洋

政
策

の
策

定
・
施

行
に

参
加

で
き

る
機

会
を

推
進

す
る

国
家

海
洋

会
議

国
家

海
洋

会
議

地
方

機
関

地
方

機
関

州州
準

州
準

州
部

族
，

et
c.

地
域

，
州

レ
ベ

ル
で

の
海

洋
・
沿

岸
域

問
題

●
海

洋
関

連
法

，
規

制
の

重
複

や
，

地
域

で
の

問
題

を
調

査

す
べ

き
。

●
地

域
に

お
け

る
合

理
的

規
定

，
ガ

イ
ダ

ン
ス

を
作

成
す

べ
き

。

○
問

題
に

対
す

る
連

邦
当

局
の

方
針

の
一

貫
性

○
連

邦
当

局
の

事
業

活
動

の
重

複

○
民

間
部

門
，

N
G

O
な

ど
多

様
な

セ
ク

シ
ョ

ン
の

活
動

，
et

c.

例
え

ば
，

→
航

空
・
海

運
・
高

速
道

路
網

な
ど

の
イ

ン
フ

ラ
整

備
計

画
に

お
い

て
，

異
な

る
環

境
安

全
目

標
水

準
を

設
定

し
て

い
る

…

国
家

海
洋

会
議

国
家

海
洋

会
議

構
造

の
再

編
成

が
必

要

[4
-1

0]

地
域

海
洋

会
議

の
設

立
地

域
海

洋
会

議
の

設
立

国
家

海
洋

会
議

国
家

海
洋

会
議

N
at

io
na

l O
ce

an
 C

ou
nc

il
N

at
io

na
l O

ce
an

 C
ou

nc
il

連
邦

議
会

C
on

gr
es

s
民

間
部

門
民

間
部

門

州

地
域

地
域

海
洋

会
議

地
域

海
洋

会
議

R
eg

io
na

l O
ce

an
 C

ou
nc

ils
R

eg
io

na
l O

ce
an

 C
ou

nc
ils

海
洋

政
策

大
統

領
諮

問
委

員
会

P
re

si
de

nt
ia

l C
ou

nc
il 

of
 A

dv
is

or
s

on
 O

ce
an

 P
ol

ic
y

N
G

O
N

G
O

学
術

・
研

究
機

関
学

術
・
研

究
機

関

準
州

地
域

海
洋

会
議

の
設

立
方

法
地

域
海

洋
会

議
の

設
立

方
法

地
域

海
洋

会
議

に
期

待
さ

れ
る

機
能

と
効

果
地

域
海

洋
会

議
に

期
待

さ
れ

る
機

能
と

効
果

●
地

域
に

お
け

る
海

洋
・
沿

岸
問

題
の

意
識

向
上

●
州

な
ど

関
係

機
関

の
間

の
協

定
な

ど
，

決
定

プ
ロ

セ
ス

の
開

発

●
地

域
で

の
紛

争
解

決

○
地

域
の

実
情

に
あ

っ
た

柔
軟

か
つ

適
切

な
設

立
方

法
を

模
索

す
べ

き

例
え

ば
，

→
地

域
で

の
個

別
な

問
題

に
対

す
る

特
別

小
委

員
会

の
招

集
な

ど
…
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4.
米

国
の

海
洋

研
究

投
資

を
倍

増
せ

よ

○
連

邦
政

府
の

海
洋

お
よ

び
沿

岸
研

究
予

算

<投
資

内
容

>

•地
域

情
報

収
集

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

監
督

す
る

研
究

の
支

援

•ナ
シ

ョ
ナ

ル
・
シ

ー
グ

ラ
ン

ト
・
カ

レ
ッ

ジ
・
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
N

at
io

na
l S

ea
 G

ra
nt

 
C

ol
le

ge
 P

ro
gr

am
）
の

拡
充

•本
報

告
書

記
載

の
そ

の
他

の
最

優
先

研
究

分
野

の
支

援

連
邦

議
会

連
邦

議
会

[第
25

章
]

今
後

5
年

間
で

2
0
0
4
年

の
約

6
億

5
,0

0
0
万

ド
ル

か
ら

年
間

1
3
億

ド
ル

へ
と

倍
増

さ
せ

る
べ

き
で

あ
る

。

・
19

60
-7

0年
代

は
連

邦
の

研
究

予
算

の
7%

・
19

80
年

代
初

頭
か

ら
減

少
，

現
在

は
約

3.
5%

[2
5-

1]

国
家

海
洋

会
議

の
科

学
研

究
に

お
け

る
役

割

○
基

礎
・
応

用
海

洋
科

学
お

よ
び

技
術

進
歩

の
促

進

○
関

係
機

関
の

海
洋

な
ど

関
連

科
学

分
野

の
10

年
計

画
を

策
定

○
予

算
作

成
上

の
指

針

上
記

を
盛

り
込

ん
だ

国
家

海
洋

研
究

戦
略

を
策

定
す

べ
き

で
あ

る
。

[2
5-

2] 国
家

海
洋

会
議

国
家

海
洋

会
議

国
家

海
洋

会
議

の
科

学
研

究
に

お
け

る
役

割

○
海

洋
お

よ
び

沿
岸

域
に

お
け

る
経

済
評

価
な

ど
，

社
会

科
学

分
野

（
社

会
経

済
研

究
）
の

奨
励

国
家

プ
ロ

グ
ラ

ム
と

し
て

策
定

し
，

N
O

A
A

に
お

い
て

進
め

る
べ

き

国
家

海
洋

会
議

国
家

海
洋

会
議

[2
5-

3，
25

-5
]

○
生

物
お

よ
び

非
生

物
海

洋
資

源
デ

ー
タ

，
水

深
，

地
形

な
ど

自
然

環
境

を
記

し
た

標
準

地
図

を
作

成
す

べ
き

連
邦

政
府

と
調

整
し

進
め

る
べ

き

○
国

家
海

洋
探

査
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
支

援

○
海

洋
に

関
す

る
一

般
市

民
へ

の
教

育
促

進

連
邦

議
会

連
邦

議
会 N

O
A

A
，

全
米

科
学

財
団

（
N

SF
）
を

主
管

機
関

に

指
定

す
べ

き

連
邦

議
会

の
科

学
研

究
に

お
け

る
役

割
[2

5-
4]

米
国

地
質

調
査

所
，

米
国

海
軍

研
究

所
と

も
連

動
し

て
進

め
る

べ
き
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5.
 全

米
統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
を

導
入

せ
よ

様
々

な
手

段
で

取
得

さ
れ

る
デ

ー
タ

は
海

底
ケ

ー
ブ

ル
や

衛
星

通
信

を
介

し
て

ひ
と

つ
の

陸
上

施
設

に
集

積
さ

れ
る

。

●
従

来
各

機
関

で
独

自
に

取
得

お
よ

び
蓄

積
し

て

い
た

観
測

デ
ー

タ
を

統
合

管
理

す
る

。

●
他

の
観

測
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
連

携
し

て
、

海
洋

や
地

球
環

境
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
。

●
観

測
デ

ー
タ

を
ビ

ジ
ネ

ス
な

ど
実

利
を

生
む

も
の

に
利

用
し

て
、

国
の

発
展

を
目

指
す

。

[第
26

章
]に

IO
O

S構
築

の
た

め
の

勧
告

が
ま

と
め

ら
れ

て
い

る
。

他
の

勧
告

に
も

IO
O

S
を

前
提

と
し

た
記

述
が

多
数

見
ら

れ
る

。

IO
O

S
の

主
な

機
能

IO
O

S
In

te
gr

at
ed

 O
ce

an
 O

bs
er

vi
ng

 S
ys

te
m

 
(統

合
海

洋
観

測
シ

ス
テ

ム
）

IO
O

S

IO
O

S
の

運
営

体
制

に
関

す
る

勧
告

国
家

海
洋

会
議

国
家

海
洋

会
議

N
at

io
na

l O
ce

an
 C

ou
nc

il
N

at
io

na
l O

ce
an

 C
ou

nc
il

海
洋

観
測

局
海

洋
観

測
局

O
ce

an
.U

S
O

ce
an

.U
S

連
邦

議
会

C
on

gr
es

s

米
国

大
気

海
洋

庁
米

国
大

気
海

洋
庁

N
O

AA
N

O
AA

米
国

航
空

宇
宙

局
N

AS
A

法
改

正
に

よ
り

正
式

に
設

置
[2

6
[2

6 --
3]3]

専
門

の
委

員
会

に
直

属
さ

せ
る

[2
6

[2
6 --

3]3]
他

の
観

測
シ

ス
テ

ム
等

と
の

連
携

を
監

督
[2

6
[2

6 --
10

]
10

]

全
般

的
な

計
画

立
案

[2
6

[2
6 --

2]2]
各

方
面

と
の

支
援

確
立

や
合

意
形

成
[2

6
[2

6 --
4]4]

集
積

デ
ー

タ
種

類
の

決
定

[2
6

[2
6 --

5]5]
宇

宙
関

連
ミ

ッ
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

の
提

言
[2

6
[2

6 --
6]6]

導
入

と
運

用
の

主
管

機
関

[2
6

[2
6 --

2]2]

関
連

す
る

観
測

衛
星

等
の

移
管

[2
6

[2
6 --

8]8]
新

技
術

の
運

用
計

画
に

協
力

[2
6

[2
6 --

7]7]

主
導

的
役

割
[2

6
[2

6 --
1]1]

国
際

的
な

連
携

[2
6

[2
6 --

11
]

11
]

N
SF

N
AV

Y

会
計

年
度

限
定

な
し

の
資

金
割

当
て

[2
6

[2
6 --

9]9]

※
[  

]
[  

]は
勧

告
の

番
号

IO
O

S
の

目
論

見

●
沿

岸
の

環
境

改
善

、
資

源
の

活
用

、
海

事
安

全
の

向
上

に
貢

献
す

る
。

●
海

洋
の

科
学

的
理

解
が

進
歩

し
、

地
球

観
測

機
能

が
向

上
す

る
。

●
初

期
費

用
が

1億
3,

80
0万

ド
ル

、
維

持
費

用
が

毎
年

6億
5,

00
0万

ド
ル

だ
が

、
得

ら
れ

る
利

益
は

費
用

を
差

し
引

き
毎

年
10

億
ド

ル
の

黒
字

に
な

る
。

IO
O

Sは
海

洋
の

観
測

・
監

視
・
予

測
の

能
力

を
大

幅
に

向
上

さ
せ

る

物
理

系
：

12
項

目

海
水

の
塩

分
、

温
度

、
海

面
高

度
、

水
深

、
波

浪
、

海
流

、
海

氷
、

放
射

、
海

底
特

性
な

ど

化
学

系
：

9項
目

溶
存

・
浮

遊
・
沈

殿
す

る
汚

染
物

質
、

栄
養

物
質

、
有

機
物

質
、

無
機

物
質

な
ど

生
物

系
：

19
項

目

動
植

物
プ

ラ
ン

ク
ト

ン
・
細

菌
・
哺

乳
類

等
の

生
物

の
種

目
、

生
存

量
、

分
布

な
ど

他
に

気
象

、
水

理
、

人
間

利
用

に
関

す
る

追
加

デ
ー

タ
が

計
16

項
目

提
案

さ
れ

て
い

る
。

IO
O

Sで
核

と
な

る
デ

ー
タ

種
類

（
O

ce
an

.U
Sワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

で
の

提
案

）

６
.

公
式

／
非

公
式

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

通
じ

て
海

洋
教

育
へ

の
注

目
を

高
め

よ

関
係

す
る

章
：
第

8
章

：
生

涯
に

わ
た

る
海

洋
教

育
の

促
進

関
係

す
る

勧
告

：
８

－
１

～
１

６

勧
告

に
共

通
す

る
問

題

・
研

究
と

教
育

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
の

ギ
ャ

ッ
プ

を
埋

め
る

必
要

性

・
連

邦
政

府
の

役
割

・
責

任
強

化

87



な
ぜ

海
洋

教
育

が
必

要
か

？

-
最

近
の

国
家

調
査

に
よ

り
、

海
洋

と
地

球
環

境
の

関
わ

り
や

日
常

生
活

に
お

け
る

海
洋

の
重

要
性

に
つ

い
て

、
米

国
民

の
認

識
が

ほ
と

ん
ど

な
い

こ
と

が
判

明

-
海

洋
の

重
要

性
の

み
な

ら
ず

､海
洋

環
境

へ
の

個
人

行
動

の
影

響
を

認
識

す
る

必
要

性
（
ス

チ
ュ

ワ
ー

ド
シ

ッ
プ

）

-
海

洋
・
沿

岸
資

源
へ

の
注

目
が

高
ま

る
中

、
海

洋
環

境
の

理
解

を
高

め
、

複
雑

な
海

洋
・
沿

岸
問

題
へ

の
意

思
決

定
を

行
う

た
め

に
、

統
合

的
ア

プ
ロ

ー
チ

が
行

え
る

教
育

さ
れ

た
人

材
の

必
要

性

-
米

国
民

の
科

学
知

識
が

､学
年

を
重

ね
る

ご
と

に
国

際
レ

ベ
ル

を
下

回
っ

て
い

る
と

い
う

統
計

結
果

et
c.

海
洋

教
育

促
進

の
た

め
に

必
要

な
取

り
組

み

①
勧

告
８

－
１

～
５

連
邦

政
府

機
関

に
よ

る
協

力
的

な
海

洋
教

育
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

-
国

家
海

洋
会

議
に

よ
る

海
洋

教
育

局
（
O

c
e
an

.E
D

）
創

設
と

N
O

A
A

を
通

じ
た

O
c
e
an

.E
D

予
算

の
分

配

-
N

O
A

A
、

N
S
C

、
N

A
S
A

な
ど

連
邦

機
関

に
よ

る
教

育
へ

の
サ

ポ
ー

ト
強

化

-
O

c
e
an

.E
D

に
よ

る
海

洋
関

連
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

な
ど

の
評

価
シ

ス
テ

ム
の

発
展

-
研

究
と

教
育

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
の

連
携

を
強

め
る

た
め

に
海

洋
科

学
教

育
エ

ク
セ

レ
ン

ス
・
セ

ン
タ

ー
（
C

O
S
E
E
）
や

S
e
a 

G
ra

n
tプ

ロ
グ

ラ
ム

の
機

能
拡

大

②
勧

告
８

－
６

～
８

K
-
1
2
（
K
in

de
rg

ar
te

n
 t

h
ro

u
gh

 
G

ra
de

 1
2
)教

育
へ

海
洋

教
育

を
取

り
込

む

-
O

c
e
an

.E
D

は
、

地
方

の
教

育
機

関
、

研
究

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
と

連
携

し
､

海
洋

関
連

教
材

を
発

展
さ

せ
る

た
め

の
調

整
を

行
う

べ
き

-
研

究
と

教
育

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
の

連
携

を
O

c
e
an

.E
D

は
促

進
し

、
教

師
や

教
育

者
の

科
学

的
見

地
を

深
め

る
取

り
組

み
を

拡
大

す
べ

き

-
生

徒
が

海
洋

環
境

に
触

れ
る

機
会

を
増

や
す

た
め

に
､O

c
e
an

.E
D

は
学

校
同

士
､高

等
教

育
機

関
、

科
学

セ
ン

タ
ー

､水
族

館
､美

術
館

な
ど

の
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
を

促
進

す
べ

き

海
洋

教
育

促
進

の
た

め
に

必
要

な
取

り
組

み

③
勧

告
８

－
1
0
～

1
5

高
等

教
育

お
よ

び
将

来
の

海
洋

関
連

の
人

材
へ

の
投

資

-
海

洋
分

野
へ

学
生

を
ひ

き
つ

け
る

た
め

、
N

O
A

A
な

ど
の

連
邦

機
関

は
入

門
的

な
海

洋
科

学
コ

ー
ス

を
発

展
さ

せ
る

よ
う

に
大

学
を

支
援

す
べ

き

-
大

学
院

レ
ベ

ル
で

の
海

洋
教

育
の

機
会

を
広

げ
る

た
め

に
、

O
c
e
an

.E
D

は
国

家
の

海
洋

関
係

に
携

わ
る

労
働

人
口

を
拡

大
す

べ
き

で
あ

る

-
国

家
海

洋
人

材
デ

ー
タ

-
ベ

ー
ス

の
創

設

海
洋

教
育

促
進

の
た

め
に

必
要

な
取

り
組

み
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③
勧

告
８

－
1
0
～

1
5
 高

等
教

育
お

よ
び

将
来

の
海

洋
関

連
の

人
材

へ
の

投
資

-
連

邦
政

府
機

関
の

責
任

分
担

と
強

化
（
O

N
R

に
よ

る
フ

ェ
ロ

ー
シ

ッ
プ

な
ど

を
通

じ
た

海
洋

科
学

教
育

へ
の

サ
ポ

ー
ト

、
N

O
A

A
に

よ
る

教
育

・
訓

練
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
設

立
）

④
勧

告
８

－
16

 海
洋

・
沿

岸
と

全
て

の
米

国
民

と
を

繋
げ

る
-

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
ギ

ャ
ッ

プ
を

埋
め

る

-
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

教
育

を
高

め
る

た
め

の
関

連
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
発

展
さ

せ
る

た
め

に
、

既
存

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
強

化
し

､新
た

な
メ

カ
ニ

ズ
ム

を
創

設
す

る

海
洋

教
育

促
進

の
た

め
に

必
要

な
取

り
組

み
7.

沿
岸

管
理

と
流

域
管

理
の

連
携

を
強

化
せ

よ

第
10

章
人

と
財

産
の

自
然

災
害

か
ら

の
防

護

第
9章

沿
岸

お
よ

び

流
域

の
管

理

第
12

章
土

砂
管

理

第
26

章
IO

O
Sの

導
入

第
5章

地
域

海
洋

情
報

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

確
立

第
11

章
沿

岸
生

息
地

の

保
全

と
再

生

第
14

章
沿

岸
水

質
汚

濁

改
革

の
た

め
の

行
動

沿
岸

管
理

と
流

域
管

理
の

連
携

を
強

化
す

る
た

め
に

‥
‥

連
邦

政
府

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

改
善

、
調

整
、

統
合

に
よ

っ
て

、
災

害
の

起
こ

り
や

す
い

地
域

を
避

け
た

経
済

成
長

の
計

画
作

成
お

よ
び

指
導

に
係

る
意

思
決

定
者

の
権

限
を

強
化

す
べ

き
で

あ
る

。

沿
岸

資
源

に
影

響
を

及
ぼ

す
流

域
と

の
関

係
を

勘
案

し
て

管
理

す
べ

き
で

あ
る

。

沿
岸

お
よ

び
流

域
の

管
理

〔
第

９
章

〕

沿
岸

域
管

理
法

（
C

ZM
A

）
の

改
正

沿
岸

諸
州

の
計

画
立

案
・
調

整
能

力
の

強
化

資
源

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
要

件
、

測
定

可
能

な
目

標
・
成

果
基

準
の

設
定

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

評
価

の
改

善
、

高
い

成
果

に
対

す
る

報
奨

・
怠

慢
抑

止
策

、
沿

岸
流

域
を

含
む

境
界

の
拡

大
な

ど

地
域

ご
と

の
沿

岸
管

理
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
統

合
N

O
A

A
が

管
理

す
る

沿
岸

水
域

管
理

、
全

米
河

口
研

究
保

存
シ

ス
テ

ム
（
N

E
R

R
S

）
、

全
米

海
洋

保
護

区
（
N

M
S

）
の

各
プ

ロ
グ

ラ
ム

、
他

の
機

関
が

管
理

す
る

沿
岸

堤
防

資
源

シ
ス

テ
ム

（
C

B
R

S
）
、

全
米

河
口

プ
ロ

グ
ラ

ム
（
N

E
P

）
、

全
米

魚
類

野
生

生
物

局
沿

岸
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
U

S
FW

S
C

P）
な

ど
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

統
合

な
ど
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自
然

災
害

か
ら

の
防

護
〔
第

１
０

章
〕

連
邦

緊
急

事
態

管
理

庁
（
FE

M
A）

の
要

請
を

満
た

す
防

災
計

画
作

成
の

た
め

の
、

州
・
地

方
機

関
へ

の
財

政
・
技

術
支

援
の

強
化

沿
岸

生
息

地
の

保
全

と
再

生
〔
第

１
１

章
〕

沿
岸

域
管

理
法

改
正

に
よ

る
、

沿
岸

・
河

口
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
承

認
、

各
州

沿
岸

管
理

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

お
け

る
最

重
要

沿
岸

生
息

地
の

特
定

、
土

地
所

有
者

間
の

協
力

関
係

確
立

計
画

の
作

成

関
連

法
の

改
正

に
よ

る
、

連
邦

政
府

機
関

の
生

息
地

保
全

・
再

生
資

金
の

一
部

自
由

裁
量

権
限

の
拡

大

土
砂

管
理

〔第
１

２
章

〕

陸
軍

工
兵

隊
、

N
O

A
A

、
環

境
保

護
庁

、
地

質
調

査
所

の
連

携
に

よ

る
、

土
砂

管
理

改
善

の
た

め
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
、

研
究

、
技

術
開

発
を

強
化

す
る

戦
略

の
策

定

8.
 連

邦
水

域
に

関
す

る
組

織
的

管
理

体
制

を
整

備
せ

よ

関
係

す
る

章
：
第

6章
「
連

邦
水

域
に

お
け

る
管

理
の

調
整

」

勧
告

6-
1

連
邦

議
会

は
、

国
家

海
洋

会
議

(N
O

C
)と

協
力

し
て

、
連

邦
水

域

の
利

用
を

主
管

連
邦

政
府

機
関

の
管

理
下

に
置

く
。

連
邦

議
会

が
行

動
す

る
ま

で
、

N
O

C
が

暫
定

の
主

管
機

関
を

指
定

す
る

べ
き

で
あ

る
。

海
洋

利
用

関
連

活
動

に
関

し
て

米
国

の
主

権
的

権
利

が
及

ぶ
距

岸
3～

20
0海

里
の

膨
大

な
連

邦
水

域
で

は
、

様
々

な
海

洋
利

用
が

相
互

に
両

立
す

る
と

こ
ろ

も
あ

れ
ば

、
衝

突
す

る
場

合
も

あ
る

。
既

存
の

利
用

(漁
業

、
油

・
ガ

ス
生

産
、

養
殖

な
ど

)は
包

括
的

な
連

邦
法

制
の

な
か

で
扱

わ
れ

て
お

ら
ず

、
予

想
さ

れ
る

利
用

(洋
上

発
電

な
ど

)は
法

が
無

い
。

本
報

告
書

の
定

め
る

諸
原

則
に

依
拠

し
、

科
学

的
証

拠
に

基
づ

き
、

生
態

系
本

位
の

(e
co

sy
st

em
-b

as
ed

)ア
プ

ロ
ー

チ
で

管
理

を
進

め
る

機
関

が

必
要

。

調
整

さ
れ

た
沖

合
管

理
制

度
の

設
立

を

沖
合

の
資

源
開

発
か

ら
得

ら
れ

る
収

益
は

、
政

府
が

管
理

し
、

公
共

に
還

元
さ

れ
る

必
要

が
あ

る
。

例
え

ば
、

外
部

大
陸

棚
で

の
石

油
、

天
然

ガ
ス

等
の

開
発

、
私

企
業

に
よ

る
開

発
か

ら
の

収
益

を
公

共
に

還
元

す
る

プ
ロ

セ
ス

を
設

け
る

べ
き

で
あ

る
。

勧
告

6-
2

連
邦

議
会

は
、

N
O

C
及

び
地

域
海

洋
会

議
と

協
力

し
て

、
生

態
系

本
位

の
管

理
ア

プ
ロ

ー
チ

に
向

け
て

、
す

べ
て

の
海

洋
利

用
が

調
整

さ
れ

る
制

度
を

設
け

る
べ

き
で

あ
る

。
新

し
い

活
動

な
ど

か
ら

生
ず

る
収

益
を

、
社

会
に

還
元

す
る

制
度

も
設

け
る

べ
き

で
あ

る
。

関
係

機
関

（
N

O
C

、
海

洋
政

策
大

統
領

諮
問

委
員

会
、

地
域

海

洋
会

議
な

ど
）
は

、
よ

り
調

整
さ

れ
、

参
加

が
確

保
さ

れ
る

海
洋

活
動

の
管

理
を

提
供

す
る

基
礎

と
な

る
。

海
洋

保
護

区
を

管
理

手
段

と
し

て
用

い
よ

海
洋

保
護

区
(M

P
A

s)
は

生
態

系
管

理
の

重
要

な
手

法
で

あ
る

。

た
だ

、
そ

の
設

定
だ

け
で

は
海

洋
の

長
期

的
持

続
可

能
利

用
を

実
現

せ
ず

、
地

域
的

な
生

態
系

管
理

、
適

応
的

管
理

、
他

の
管

理
手

段
と

併
用

さ
れ

れ
ば

、
最

も
実

効
性

が
あ

が
る

。

勧
告

6-
3(

抄
)

N
O

C
は

、
M

PA
sの

指
定

及
び

実
施

を
統

一
的

に
行

う
た

め

に
、

次
の

も
の

を
含

む
全

国
的

な
目

標
と

指
針

を
設

け
る

べ
き

で
あ

る
。

－
入

手
す

る
こ

と
の

で
き

る
最

良
の

科
学

的
証

拠
に

基
づ

く
－

定
期

的
な

ア
セ

ス
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

、
修

正
を

行
う

－
航

行
自

由
な

ど
の

国
家

水
準

の
重

要
な

問
題

、
包

括
的

な
沖

合
管

理
制

度
の

文
脈

を
考

慮
す

る

現
行

M
P

A
sは

、
N

O
A

A
が

13
の

M
P

A
sを

管
理

す
る

他
、

複
数

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
存

在
。

20
00

年
に

は
N

O
A

Aと
内

務
省

に
対

し
て

M
P

A
sセ

ン
タ

ー
を

設
け

る
大

統
領

令
が

発
布

さ
れ

て
い

る
。
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M
P

A
sの

指
定

、
実

施
に

地
域

、
地

元
の

利
害

関
係

者
を

参
画

さ
せ

よ

M
P

A
sを

め
ぐ

る
争

い
の

一
つ

は
、

利
害

関
係

者
に

、
海

洋
利

用

に
関

し
て

制
約

を
及

ぼ
す

こ
と

で
あ

る
。

M
P

A
sを

実
施

し
て

い
く
に

は
、

す
べ

て
の

利
害

関
係

者
を

取
り

込
み

、
M

P
A

sの
支

援
と

そ
こ

で
の

規
制

遵
守

を
確

保
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

地
域

海
洋

会
議

や
そ

の
他

の
地

域
機

関
が

、
M

P
A

s実
施

に
向

け
た

利
害

関
係

者
間

の
議

論
を

促
進

し
、

利
害

関
係

者
間

の
取

引
を

促
進

し
う

る
。

勧
告

6-
4

地
域

海
洋

会
議

ま
た

は
他

の
適

切
な

地
域

機
関

は
、

積
極

的
に

利
害

関
係

者
の

参
加

を
求

め
、

M
PA

sの
指

定
及

び
実

施
を

主
導

す
る

べ
き

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

N
O

C
が

発
展

さ
せ

る
目

標
、

指
針

、

統
一

的
プ

ロ
セ

ス
に

従
っ

て
行

う
べ

き
で

あ
る

９
．

水
質

汚
濁

を
改

善
す

る
た

め
の

管
理

手
段

を
強

化
せ

よ

-第
14

章
沿

岸
域

の
水

質
汚

濁
問

題
へ

の
取

り
組

み
-

背
景

•
米

国
環

境
保

護
庁

（
E

P
A）

の
報

告
で

は
，

半
分

以
上

の
沿

岸
海

域
が

水
生

生
物

，
飲

料
水

，
遊

泳
，

漁
業

を
危

う
く
す

る
ほ

ど
汚

染
（
N

at
io

na
l 

w
at

er
 Q

ua
lit

y 
In

ve
nt

or
y，

20
02

）
．

現
在

で
は

，
ほ

と
ん

ど
の

海
域

で
回

復
傾

向
に

あ
る

が
，

北
東

沿
岸

域
と

プ
エ

ル
ト

リ
コ

で
汚

染
が

顕
著

（
N

at
io

na
l C

oa
st

al
 C

on
di

tio
n 

R
ep

or
t Ⅱ

，
20

04
）

．

•
沿

岸
海

域
の

環
境

保
全

に
は

，
人

間
活

動
の

影
響

を
管

理
す

る
必

要
が

あ
る

．
負

荷
は

様
々

な
経

路
を

持
つ

（
ノ

ン
ポ

イ
ン

ト
，

ポ
イ

ン
ト

，
大

気
）
．

•
水

質
汚

染
に

取
り

組
む

多
く
の

法
，

機
関

，
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
あ

り
，

E
P

A
，

N
O

A
A

，
農

務
省

，
陸

軍
工

兵
隊

の
連

携
を

強
め

る
と

と
も

に
，

政
府

，
州

，
地

域
，

N
G

O
，

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

，
学

術
機

関
間

の
調

整
が

必
要

．

ポ
イ

ン
ト

汚
染

の
削

減

現
行

の
管

理
ツ

ー
ル

（
EP

A
）

排
出

汚
染

物
質

除
去

シ
ス

テ
ム

(N
at

io
na

l P
ol

lu
ta

nt
 D

is
ch

ar
ge

 E
lim

in
at

io
n 

S
ys

te
m

)
リ

ボ
ル

ビ
ン

グ
・
ロ

ー
ン

・
フ

ァ
ン

ド

主
要

な
ポ

イ
ン

ト
ソ

ー
ス

下
水

処
理

場
工

場
飼

料
農

場

ポ
イ

ン
ト

ソ
ー

ス
の

管
理

改
善

イ
ン

フ
ラ

整
備

へ
の

長
期

投
資

（
勧

告
14

-4
）

市
場

ベ
ー

ス
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
導

入
（

勧
告

14
-5

）
現

行
の

管
理

ツ
ー

ル
の

強
化

（
勧

告
14

-6
）

→
除

去
技

術
の

向
上

と
処

理
改

善
へ

の
援

助
（
勧

告
14

-1
,2

）

→
飼

料
農

場
の

規
制

管
理

（
勧

告
14

-3
）

(N
at

io
na

l P
ol

lu
ta

nt
 D

is
ch

ar
ge

 E
lim

in
at

io
n 

Sy
st

em
)

91



ノ
ン

ポ
イ

ン
ト

汚
染

の
削

減
現

行
の

管
理

ツ
ー

ル
（
複

数
の

政
府

機
関

）
最

大
日

負
荷

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

EP
A

，
C

le
an

 W
at

er
 A

ct
 の

一
部

）

ノ
ン

ポ
イ

ン
ト

汚
染

源
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
同

上
）

沿
岸

域
管

理
法

（
関

連
機

関
:N

O
A

A
，

EP
A

等
）

農
務

省
保

全
プ

ロ
グ

ラ
ム

主
要

な
ノ

ン
ポ

イ
ン

ト
ソ

ー
ス

農
業

排
水

洪
水

時
の

都
市

・
郊

外
排

水

ノ
ン

ポ
イ

ン
ト

ソ
ー

ス
の

管
理

の
改

善
各

プ
ロ

グ
ラ

ム
間

の
調

整
（
勧

告
14

-7
,8

,9
）

フ
ァ

ン
ド

の
利

用
者

制
限

拡
大

（
農

業
・
都

市
排

水
処

理
フ

ァ
ン

ド
に

格
差

）
（
勧

告
14

-1
0）

農
業

排
水

削
減

に
対

す
る

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
制

度
（
勧

告
14

-1
0）

デ
ィ

ス
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

制
度

の
承

認
（
勧

告
14

-1
0）

整
合

性
評

価
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

（
勧

告
14

-1
1）

土
地

利
用

の
考

察
，

影
響

評
価

な
ど

（
勧

告
14

-1
1）

洪
水

の
管

理
（
勧

告
14

-1
2）

集
水

域
（
W

at
er

sh
ed

）
ス

ケ
ー

ル
で

の
連

携
（
勧

告
14

-1
3）

国
際

的
努

力
ー

U
N

EP
,G

PA
を

通
じ

て
管

理
技

術
を

他
国

へ

→
最

大
の

資
金

規
模

大
気

起
因

汚
染

へ
の

取
り

組
み

大
気

汚
染

ソ
ー

ス
の

管
理

A
ir 

–W
at

er
 In

te
rfa

ce
 W

or
k 

P
la

n（
E

P
A）

極
圏

の
D

D
T，

P
C

B
は

大
気

経
由

汚
染

五
大

湖
の

汚
染

物
質

の
90

％
が

大
気

経
由

A
irs

he
d”

大
気

分
水

界
“の

管
理

大
気

か
ら

の
堆

積
を

管
理

す
る

地
域

的

取
り

組
み

を
模

索
す

べ
き

で
あ

る
（
勧

告
14

-1
4）

1
0

漁
業

管
理

を
改

革
せ

よ

→
そ

の
た

め
の

、
３

つ
の

具
体

的
対

策

①
ア

セ
ス

メ
ン

ト
と

分
配

と
を

切
り

離
す

②
地

域
漁

業
管

理
委

員
会

シ
ス

テ
ム

を
改

良
す

る

③
専

用
入

漁
権

の
導

入
を

検
討

す
る

関
係

す
る

章
：
第

19
章

「
持

続
可

能
な

漁
業

の
実

現
」

勧
告

：
19

-1
科

学
的

知
見

に
依

拠
し

た
政

策
決

定

19
-1

0
一

貫
し

た
管

理
の

た
め

の
基

準
と

機
関

の
設

置

19
-1

5
管

理
者

に
よ

る
専

用
入

漁
権

の
設

定
を

可
能

に

現
行

の
漁

業
管

理
の

基
礎

•
マ

グ
ナ

ソ
ン

・
ス

テ
ィ

ー
ブ

ン
ス

漁
業

法
（
19

76
年

）

–
EE

Z内
で

の
漁

業
を

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

–
漁

業
管

理
の

主
体

と
し

て
8つ

の
地

域
漁

業
管

理
委

員
会

(R
FM

C
s)

を
設

置

–
乱

獲
防

止
、

最
善

の
科

学
的

知
見

の
利

用
な

ど
、

一
般

的
指

針
を

規
定

（
そ

れ
以

外
は

R
FM

C
sの

裁
量

）

→
E

E
Z内

か
ら

外
国

漁
船

を
排

除
す

れ
ば

問
題

は
解

決

す
る

と
仮

定
し

て
い

た
！ ・
・
・
し

か
し

、
様

々
な

問
題

が
生

じ
る

こ
と

に
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現
行

の
漁

業
管

理
の

問
題

点

•
生

物
学

的
漁

獲
可

能
量

を
上

回
る

漁
獲

枠
が

設
定

さ
れ

て
し

ま
う

–
漁

獲
枠

を
維

持
・
拡

大
し

よ
う

と
す

る
政

治
的

圧
力

–
漁

獲
枠

設
定

が
地

域
(R

FM
C

s)
に

任
さ

れ
て

い
る

た
め

、

総
漁

獲
枠

が
大

き
く
な

り
が

ち

•
資

源
評

価
や

漁
獲

枠
配

分
に

合
意

が
得

ら
れ

な
い

と
、

管
理

不
在

の
ま

ま
漁

獲
が

行
わ

れ
て

し
ま

う

–
特

に
漁

獲
枠

の
削

減
に

つ
な

が
る

場
合

、
資

源
評

価
の

結
果

を
巡

っ
て

意
見

が
対

立
し

や
す

い →
乱

獲

現
行

の
漁

業
管

理
の

問
題

点
（
２

）

•
管

理
者

が
規

制
を

厳
し

く
す

れ
ば

す
る

ほ
ど

、
漁

業
者

は
巧

妙
に

規
制

を
逃

れ
、

漁
獲

能
力

を
向

上
さ

せ
る

。 –
伝

統
的

・
文

化
的

に
参

入
規

制
を

嫌
う

米
国

→
迅

速
に

多
く
の

魚
を

捕
ろ

う
と

す
る

漁
獲

レ
ー

ス
が

激
化

→
乱

獲

対
策

①
ア

セ
ス

メ
ン

ト
と

分
配

の
分

離

•
マ

グ
ナ

ソ
ン

・
ス

テ
ィ

ー
ブ

ン
ス

法
を

改
正

し
、

以
下

を
規

定
す

べ
き

で
あ

る
。

–
科

学
的

知
見

と
助

言
を

政
策

決
定

過
程

に
組

み
込

む
。

–
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

す
る

科
学

者
の

資
格

要
件

を
厳

格
化

す
る

（
利

害
当

事
者

を
排

除
）
。

–
生

物
学

的
漁

業
許

容
量

を
上

回
る

漁
獲

枠
を

設
定

し
な

い
。

•
利

害
関

係
か

ら
独

立
し

た
専

門
家

が
、

ア
セ

ス
メ

ン
ト

結
果

や
デ

ー
タ

・
手

法
な

ど
を

レ
ビ

ュ
ー

す
る

体
制

を
整

え
る

。

対
策

②
地

域
漁

業
管

理
委

員
会

(R
FM

C
s)

   
   

シ
ス

テ
ム

を
改

良
す

る

•
R

FM
C

sの
海

域
設

定
よ

り
も

大
き

い
ス

ケ
ー

ル
（
太

平
洋

・
大

西
洋

・
メ

キ
シ

コ
湾

）
で

一
貫

し
た

漁
業

管
理

を
行

う
た

め
、

基
準

と
制

定
法

上
の

機
関

を
設

置
す

る
。

•
漁

業
資

源
が

行
政

境
界

を
越

え
て

移
動

す
る

場
合

に
は

、
連

邦
議

会
が

管
理

の
管

轄
権

と
海

域
を

設
定

す
る

。

•
各

漁
業

管
理

計
画

に
お

い
て

、
主

導
権

を
と

る
管

理
主

体
（
州

、
R

FM
C

s、
N

O
A

A
な

ど
）
を

設
定

す
る

。
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対
策

③
専

用
入

漁
権

の
導

入
を

検
討

す
る

•
マ

グ
ナ

ソ
ン

・
ス

テ
ィ

ー
ブ

ン
ス

法
を

改
正

し
、

漁
業

管
理

者
に

専
用

入
漁

権
を

設
定

す
る

権
限

を
与

え
る

。

•
実

施
に

お
い

て
は

、
共

通
の

指
針

を
策

定
す

る
と

と
も

に
、

地
域

ご
と

の
柔

軟
性

を
確

保
す

る
。

★
専

用
入

漁
権

の
利

点
：
漁

業
者

が
漁

獲
能

力
を

向
上

さ
せ

る
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
生

ま
な

い

→
乱

獲
を

招
く
よ

う
な

漁
獲

レ
ー

ス
を

終
わ

ら
せ

る

11
. 国

連
海

洋
法

条
約

に
加

入
せ

よ

関
係

す
る

章
：
第

29
章

「
国

際
海

洋
科

学
及

び
政

策
の

前
進

」

勧
告

：
29

-1
 米

国
は

国
連

海
洋

法
条

約
に

加
入

す
べ

き
で

あ
る

公
海

漁
業

実
施

協
定

(1
99

5年
)

第
1
1
部

実
施

協
定

(1
99

4年
)

国
連

海
洋

法
条

約
(1

98
2年

)

地
位

条
約

他
方

で
米

国
は

・
・
・

国
連

海
洋

法
条

約
に

は
世

界
で

14
5カ

国

が
批

准
済

み
未

署
名

署
名

の
み

批
准

(1
99

6年
8月

21
日

)

な
ぜ

海
洋

法
条

約
に

入
ら

な
い

の
か

国
家

管
轄

権
外

の
深

海
底

の
採

掘
制

度
に

懸
念

19
94

年
第

11
部

実
施

協
定

が
採

択
、

米
国

等
先

進
諸

国

が
拒

否
し

た
諸

規
定

は
、

実
質

的
に

修
正

さ
れ

た

→
こ

の
懸

念
は

ク
リ

ア
さ

れ
て

い
る

(注
)

・
・
・
と

は
い

え
米

国
は

第
11

部
実

施
協

定

に
も

ま
だ

批
准

し
て

ま
せ

ん
が

．
．

．

他
の

い
く
ら

か
の

先
進

国
と

同
様

、

☆
途

上
国

へ
の

技
術

移
転

義
務

な
ど

、
先

進
国

に
不

利
し か し ・ ・ ・

米
国

が
迅

速
に

加
入

す
べ

き
理

由

国
連

海
洋

法
条

約
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
る

機
関

が

米
国

の
重

要
な

国
益

に
直

接
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
が

あ
る

た
と

え
ば

：
大

陸
棚

限
界

委
員

会

大
陸

棚
縁

辺
部

上
の

資
源

に
対

す
る

管
轄

権
の

ク
レ

イ
ム

を
検

討
す

る
機

関

米
国

は
豊

富
な

資
源

の
埋

蔵
さ

れ
た

広
大

な
大

陸
棚

を
有

す
る

国
で

あ
る
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米
国

が
迅

速
に

加
入

す
べ

き
理

由
さ

ら
に

・・
・

20
04

年
に

は
海

洋
法

条
約

の
締

約
国

が
条

文
の

修
正

を
要

請
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る

海
運

国
と

し
て

、
沿

岸
国

と
し

て
、

国
益

を

確
保

す
る

最
良

の
道

は
、

海
洋

法
条

約
に

参
加

し
、

そ
の

過
程

に
加

わ
る

こ
と

で
あ

る

そ
れ

ゆ
え

条
約

第
3
1
2
条

の
「
改

正
」
規

定

関
係

す
る

章
：

第
２

４
章

｢海
洋

エ
ネ

ル
ギ

ー
お

よ
び

そ
の

他
鉱

物
資

源
の

管
理

｣

勧
告

：
２

４
-
１

連
邦

議
会

は
、

国
家

海
洋

会
議

の
意

見
・
情

報
を

得
た

上
で

、
連

邦
政

府
が

外
部

大
陸

棚
(o

u
te

r 
C

o
n
ti
n
e
n
ta

l 
S
h
e
lf
)の

石
油

お
よ

び
天

然
ガ

ス
の

リ
ー

ス
(l
e
as

e
)お

よ
び

採
取

か
ら

得
ら

れ
る

収
入

の
一

部
が

、
す

べ
て

の
沿

岸
諸

州
に

対
す

る
助

成
金

を
通

し
て

持
続

可
能

な
開

発
お

よ
び

再
生

可
能

な
海

洋
・
沿

岸
資

源
の

保
全

に
確

実
に

投
資

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

必
要

が
あ

る
。

助
成

金
に

つ
い

て
は

、
自

州
の

沖
合

に
あ

る
外

部
大

陸
棚

の
石

油
お

よ
び

天
然

ガ
ス

の
生

産
に

つ
い

て
、

そ
の

州
の

配
分

を
よ

り
高

く
し

、
隣

接
す

る
連

邦
水

域
に

お
け

る
エ

ネ
ル

ギ
ー

活
動

が
環

境
お

よ
び

社
会

経
済

に
与

え
る

影
響

の
対

策
費

を
補

償
す

べ
き

で
あ

る
。

現
在

、
外

部
大

陸
棚

（
17

億
エ

ー
カ

ー
以

上
の

面
積

）
に

あ
る

エ
ネ

ル
ギ

ー
・
鉱

物
資

源
の

管
轄

権
は

、
連

邦
政

府
が

持
っ

て
い

る
。

外
部

大
陸

棚
と

は
？

「
州

が
管

轄
権

を
有

す
る

沖
合

3海
里

よ
り

も
海

側
の

す
べ

て
の

水
没

し
た

土
地

」
を

い
う

－
19

53
年

外
部

大
陸

棚
法

１
２

．
勧

告
を

実
施

す
る

た
め

の
海

洋
政

策
信

託
基

金
を

設
立

せ
よ

○
現

在
、

石
油

の
国

内
生

産
量

の
約

３
０

％
以

上
が

海
洋

生
産

に
よ

る
。

天
然

ガ
ス

の
場

合
も

約
２

５
％

以
上

を
占

め
て

い
る

。

○
米

国
で

は
２

０
０

５
年

ま
で

に
現

在
よ

り
も

35
-4

0%
増

の
天

然
ガ

ス
と

45
%

増
の

石
油

需
要

が
見

込
ま

れ
て

い
る

。

今
後

、
海

洋
石

油
・天

然
ガ

ス
へ

の
依

存
が

大
き

く
な

る
で

あ
ろ

う

今
後

、
海

洋
石

油
・天

然
ガ

ス
開

発
が

も
た

ら
す

歳
入

は
増

加
す

る
で

あ
ろ

う

○
こ

れ
ま

で
に

(1
95

3-
20

02
), 

エ
ネ

ル
ギ

ー
会

社
が

連
邦

政
府

に
支

払
っ

た
リ

ー
ス

料
他

は
14

50
億

ド
ル

(1
45

 b
illi

on
$)

○
最

近
で

は
、

毎
年

40
－

50
億

ド
ル

（
4-

5 
bi

llio
n$

) が
連

邦
政

府
に

支
払

わ
れ

て
い

る
。

今
後

、
海

洋
石

油
・天

然
ガ

ス
の

生
産

域
は

沖
合

に
進

出
す

る
で

あ
ろ

う

○
現

在
、

海
洋

石
油

生
産

量
の

半
分

以
上

は
水

深
10

00
フ

ィ
ー

ト
以

深
の

開
発

に

よ
る

。
今

後
、

ま
す

ま
す

大
水

深
化

が
顕

著
に

な
る

と
予

想
さ

れ
る

。

○
天

然
ガ

ス
も

、
深

海
域

で
の

開
発

が
増

加
し

て
い

る
。

→
連

邦
水

域
内

で
の

資
源

開
発

が
顕

著
に

な
る

海
洋

石
油

・
天

然
ガ

ス
の

今
後

資
源

管
理

を
め

ぐ
る

法
律

○
内

陸
の

鉱
物

資
源

開
発

を
管

理
す

る
法

律
に

は
th

e 
M

in
er

al
 L

ea
si

ng
 A

ct
 

(M
LA

)が
あ

り
、

大
陸

棚
の

外
側

の
鉱

物
資

源
開

発
を

管
理

す
る

法
律

に
は

th
e 

O
ut

er
 C

on
tin

en
ta

l S
he

lf 
La

nd
s 

A
ct

 (O
C

S
LA

)が
あ

る
。

両
者

の
内

容
に

共

通
点

が
多

い
が

、
州

の
歳

入
部

分
は

決
定

的
に

異
な

っ
て

い
る

。

資
源

を
扱

う
二

つ
の

法
律

(内
陸

vs
外

部
大

陸
棚

）

○
M

LA
の

場
合

、
48

の
州

が
少

な
く
と

も
民

間
会

社
か

ら
リ

ー
ス

の
収

入
の

50
%

を
受

け
取

っ
て

い
る

。
そ

れ
に

比
べ

て
O

C
S

LA
で

は
外

部
大

陸
棚

（の
資

源
）
に

対
す

る
州

税
の

課
税

を
禁

止
し

て
い

る
。

そ
れ

だ
け

で
は

な
く
、

O
C

S
LA

に
は

、
M

LA
が

沿
岸

州
と

歳
入

を
分

配
す

る
よ

う
な

仕
組

み
も

な
い

。

沿
岸

州
に

と
っ

て
大

陸
棚

の
外

側
の

資
源

開
発

は
メ

リ
ッ

ト
が

少
な

い

○
エ

ネ
ル

ギ
ー

開
発

が
、

外
部

大
陸

棚
で

行
わ

れ
た

と
し

て
も

、
開

発
に

よ
っ

て
生

じ
る

影
響

は
州

の
管

轄
す

る
沿

岸
域

に
も

及
ぶ

こ
と

は
は

ず
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

影
響

を
被

る
州

や
沿

岸
コ

ミ
ュ

ニ
テ

イ
ー

は
、

影
響

を
最

小
限

に
抑

制
す

る
た

め
の

措
置

の
た

め
の

助
成

金
を

受
け

取
る

べ
き

で
あ

る
、

と
の

提
案

が
あ

る
。

沿
岸

州
に

と
っ

て
外

部
大

陸
棚

の
資

源
開

発
は

環
境

影
響

の
危

惧
が

あ
る
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外
部

大
陸

棚
で

生
産

さ
れ

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

資
源

か
ら

生
じ

る
利

益
を

、
沿

岸
諸

州
に

助
成

金
と

し
て

配
分

す
べ

き
理

由

○
海

洋
政

策
は

、
連

邦
政

府
の

レ
ベ

ル
に

と
ど

ま
る

こ
と

な
く
、

そ
れ

以
外

の
行

政
機

関
や

非
政

府
組

織
の

利
害

関
係

者
と

も
強

化
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

連
邦

と
州

と
地

方
政

府
が

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

を
組

む
べ

き
で

あ
る

。

○
連

邦
政

府
と

州
政

府
の

関
係

を
強

化
し

、
海

洋
生

態
系

を
保

護
す

る
た

め
に

は
、

外
部

大
陸

棚
で

生
産

さ
れ

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

資
源

か
ら

得
ら

れ
た

投
資

を
海

洋
・
沿

岸
資

源
の

持
続

可
能

な
利

用
の

た
め

に
使

用
す

る
必

要
が

あ
る

。

○
だ

か
ら

こ
そ

、
連

邦
政

府
が

得
た

歳
入

の
一

部
分

は
、

沿
岸

諸
州

が
海

洋
・
沿

岸
域

の
持

続
可

能
な

利
用

の
た

め
に

割
り

当
て

ら
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

○
外

部
大

陸
棚

の
石

油
・
天

然
ガ

ス
生

産
か

ら
得

ら
れ

る
税

収
の

大
部

分
は

、
環

境
お

よ
び

社
会

経
済

へ
の

影
響

回
復

の
た

め
に

支
払

わ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
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